
  Acrobat Xまたは Adobe Reader X以降でこの PDF
ポートフォリオを開いてこれまでにない便利さを体験してください。

Adobe Reader を今すぐダウンロード！

http://www.adobe.com/go/reader_download_jp




 


当該記事の無断転載を禁じます 


1 


 


 
令和元年（2019）年度技術士第二次試験「原子力・放射線部門」 


－そのポイントを探る～全体解説、必須科目及び選択科目の設問と解説－ 


 


一般社団法人 日本原子力学会 教育委員会 技術者教育小委員会 監修 


 


1. はじめに 


令和元年 7 月 15日、技術士第二次試験「原子力・放射線部門」の筆記試験が実施された。平


成16 年に本部門が新設されてから16 回目を数える。統計的には、毎年100 人程度が受験し、合


格率は25%程度である。 


昨年度の試験より、選択科目が統合され、従前の原子炉に係る設計・建設と運転・保守が統


合、放射線利用と放射線防護が統合された。核燃料サイクルについては、放射性廃棄物の処理


処分が核燃料サイクルと併記され、関連する福島第一原子力発電所から発生する廃棄物や廃止


措置の取り扱いなど、どの選択科目で取り扱うのかについて、明確化が図られている。 


また、試験の合否判定に「今後の技術士制度の在り方について」に記載された技術士に求め


られる資質能力が取り入れられており、昨年度の問題では、それを直接的に記述させる問題が


多く見受けられた。これまで多くの技術士は、技術士法に記載されていた技術士の定義に相応


しいこと（自らの「高等の専門的応用能力」）を如何に示すかを考えて対策を検討してきたと


思われるが、昨年度の試験より、合否の判定が「技術士が身に着けておくべき資質・能力（コ


ンピテンシー）」として、より鮮明にされたものと考えればよいだろう。 


本対策講座では、昨年度に変更された制度と試験問題の傾向を分析することに重点を置いて


作成した。また、昨年度までの解説と同様、解答を検討する上で、参考となる文献、書籍等の


情報、或いは解答の考え方、例示など、受験する方にとって、参考となる情報を解答のポイン


トとして、可能な範囲で提供している。技術士第二次試験では、決められた枚数の解答用紙内


に解答を全て書き込むことが求められるが、本稿での解説はあえて制限にとらわれず、受験者


に多くの情報を与えることを旨とした。受験者には、解答用紙に記入すべきポイントを絞り込


むスキルも求められるため、試験本番までにはポイントを絞り込む訓練を行っておくことをお


勧めする。 


なお、本解説の作成は、関連する分野の技術士が中心となっているが、問題によっては必ず


しも直接的業務経験を有する技術士によらない場合もあり、提供する参考情報に濃淡があるこ


とを、予め、ご了承いただきたい。 


 


2. 第二次試験で確認される資質・能力と試験大綱について 


試験対策を進める上で、技術士試験で何が評価されるのか、技術士に求められる資質・能力とは


何かについて、十分に理解を深めておく必要がある。これを理解することは、技術士を目指すも


のにとって、モチベーションの維持にもつながる。 


 


2.1  令和２年度の試験大綱について 


技術士試験の受験科目、設問構成などは、「令和2年度技術士二次試験大綱」に記載されてい


る。要点を整理抽出したものを以下に示す。 


 


表１.「令和2年度技術士二次試験大綱」に記載されている科目、問題の種類、時間等 
科目 問題の種類 時間 備 考 


必須科目 


（40点） 


「技術部門」全般にわたる専門知識、応用


能力、問題解決能力及び課題遂行能力に関


するもの 


2時間 
 


技術部門全体に対して、専門知識のみでな


く、応用能力や課題遂行能力を求められてい


る。2018年12月に整理された技術士に求めら


れる資質・能力と関係が深いものと思われ


る。 


選択科目 


（各30点） 


Ⅱ 選択科目 


「選択科目」についての専門知識及び応用


能力に関するもの 
3.5時間 


Ⅲ 選択科目 


「選択科目」についての問題解決能力及び


課題遂行能力に関するもの 


令和２(2020)年度技術士試験「原子力・放射線部門」対策講座 
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口頭試験 


（100点※） 


Ⅰ 技術士としての実務能力 


 コミュニケーション、リーダーシッ


プ(30点) 


 評価、マネジメント(30点) 


Ⅱ 技術士としての適格性 


 技術者倫理(20点) 


 継続研さん(20点) 


20分 


・ 技術士としての適格性を判定することに主


眼。 


・ 筆記試験における記述式問題の答案及び業


務経歴を踏まえ実施し、筆記試験の繰り返


しにならないよう留意される。 


・ 試問事項及び試問時間は10分程度延長あ


り。 


※口頭試験の配点が細かく分けられており、関連する質問が必ずなされることが想定される。 


 


さらに、昨年度の試験から見直された点については、「平成31（2019）年度 技術士試験の概要につい


て」に変更点が整理されている。 
https://www.engineer.or.jp/c_topics/005/attached/attach_5698_1.pdf 


 


表２－１．筆記試験(総合技術監理部門を除く技術部門)の変更点 


試


験


科


目 


改正前 改正後 


問題の種類 試験方法 時間 配点 問題の種類 試験方法 時間 配点 


必
須
科
目 


「技術部門」 
全般にわたる
専門知識 


択一式 
20 問出題
15 問解答 


1 時間 
30 分 


30 点 


技術部門」全 
般にわたる専門 
知識、応用能
力、問題解決能
力及び課題遂行
能力に関するも
の 


記述式 
 
出題数：2問程
度  
600字詰用紙 3 
枚以内 


2 時間 40 点 


選
択
科
目 


「選択科目」 
に関する専門
知識及び応用
能力 


記述式 
出題数は回
答数の2倍
程度  
600字詰用
紙4枚以内 


2 時間 40 点 


「選択科目」に 
ついての専門知 
識及び応用能力 
に関するもの 


記述式  
出題数：回答
数の2倍程度 
600字詰用紙 3 
枚以内 


3.5時間  


 


選択科目


の試験中


休憩時間


はありま


せん。 


30 点 


「選択科目」 
に関する課題
解決能力 


記述式 
出題数：2
問程度 
600字詰用
紙 3 枚以
内 


2 時間 40 点 


「選択科目」に 
ついての問題解 
決能力及び課題 
遂行能力に関す 
るもの 


記述式  
出題数：2 問
程度 
600字詰用紙3 
枚以内 


30 点 


 


表２-２．口頭試験(総合技術監理部門を除く技術部門)の変更点 


改正前 改正後 


試問事項 配点 試問時間 試問事項 配点 試問時間 


Ⅰ．受験者の技術的体験を中


心 とする経歴の内容及び応用 


能力 


 


20 分 (10 


分程度 延


長可) 


Ⅰ技術士としての実務能力  


20 分 (10 


分程度 延長


可) 


①「経歴及び応用能力」 60 点 


①「コミュニケーション・ 


リーダーシップ」 
30 点 


②「評価、マネジメント」 30 点 


Ⅱ．技術士としての適格性及


び 一般的知識 
 Ⅱ技術士としての適格性  


② ｢技術者倫理｣ 20 点 ③「技術者倫理」 20 点 


③ ｢技術士制度の認識その他｣ 20 点 ④「継続研さん」 20 点 


 


 


2.2 技術士に求められる資質能力（コンピテンシー） 


上表を見て、変更されているポイントが分かるように、必須科目が記述式になったことに加え、


それまで部門全体の専門知識で良かったものが、問題解決や応用能力まで求められるようになっ


ている。一方で、口頭試験の試問事項から「経歴」という言葉が消え、実務遂行能力として、コ


ミュニケーション、リーダーシップ、評価、マネジメントといった用語が試問事項として追加さ


れた。この試問事項の内容を理解するためには、2016年12月に科学技術・学術審議会技術士分科


会から発出された「今後の技術士制度の在り方」を確認しておく必要がある。そこには「技術士



https://www.engineer.or.jp/c_topics/005/attached/attach_5698_1.pdf
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に求められる資質能力（コンピテンシー）」が添付資料として添えられている。 


 


【技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）】 


-専門的学識  


・ 技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識


及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。 


・ 技術士の業務に必要な、我が国固有の法令等の制度及び社会・自然条件等に関する専門知識


を理解し応用すること。 


-問題解決- 


・ 業務遂行上直面する複合的な問題に対して、これらの内容を明確にし、調査し、これらの背


景に潜在する問題発生要因や制約要因を抽出し分析すること。 


・ 複合的な問題に関して、相反する要求事項（必要性、機能性、技術的実現性、安全性、経済


性等）、それらによって及ぼされる影響の重要度を考慮した上で、複数の選択肢を提起し、


これらを踏まえた解決策を合理的に提案し、又は改善すること。 


-マネジメント- 


・ 業務の計画・実行・検証・是正（変更）等の過程において、品質、コスト、納期及び生産性


とリスク対応に関する要求事項、又は成果物（製品、システム、施設、プロジェクト、サー


ビス等）に係る要求事項の特性（必要性、機能性、技術的実現性、安全性、経済性等）を満


たすことを目的として、人員・設備・金銭・情報等の資源を配分すること。 


-評価- 


・ 業務遂行上の各段階における結果、最終的に得られる成果やその波及効果を評価し、次段階


や別の業務の改善に資すること。 


-コミュニケーション- 


・ 業務履行上、口頭や文書等の方法を通じて、雇用者、上司や同僚、クライアントやユーザー


等多様な関係者との間で、明確かつ効果的な意思疎通を行うこと。 


・ 海外における業務に携わる際は、一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え、現地の


社会的文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。 


-リーダーシップ- 


 業務遂行にあたり、明確なデザインと現場感覚を持ち、多様な関係者の利害等を調整し取り


まとめることに努めること。 


 海外における業務に携わる際は、多様な価値観や能力を有する現地関係者とともに、プロジ


ェクト等の事業や業務の遂行に努めること。 


-技術者倫理- 


 業務遂行にあたり、公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮した上で、社会、文化及び環


境に対する影響を予見し、地球環境の保全等、次世代に渡る社会の持続性の確保に努め、技


術士としての使命、社会的地位及び職責を自覚し、倫理的に行動すること。 


 業務履行上、関係法令等の制度が求めている事項を遵守すること。 


 業務履行上行う決定に際して、自らの業務及び責任の範囲を明確にし、これらの責任を負う


こと。 


 


つまり、各問題で求められる内容について、答案では、これらの能力を示すことを意識した解


答を作成する必要があるということである。 


それでは、どの問題で、どの資質能力が問われることになるのだろうか。 


令和2年度技術士二次試験大綱には、詳細には規定されていないが、「平成31（2019）年度 技


術士試験の概要について」に出題内容等について、以下の記載があり、これが参考になると考え


られる。なお、同資料には、上記コンピテンシーに「継続研さん」が加えられている。 


 


表３-１ 出題内容等（必須科目） 
～「技術部門」全般にわたる専門知識，応用能力，問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの～ 


概 念 


専門知識 
専門の技術分野の業務に必要で幅広く適用される原理等に関わる汎用的な専門知識 


応用能力 
これまでに習得した知識や経験に基づき，与えられた条件に合わせて，問題や課題を正しく認識
し，必要な分析を行い，業務遂行手順や業務上留意すべき点，工夫を要する点等について説明で
きる能力 
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問題解決能力及び課題遂行能力 
社会的なニーズや技術の進歩に伴い，社会や技術における様々な状況から，複合的な問題や課題
を把握し，社会的利益や技術的優位性などの多様な視点からの調査・分析を経て，問題解決のた
めの課題とその遂行について論理的かつ合理的に説明できる能力 


出題内容 
現代社会が抱えている様々な問題について，｢技術部門｣全般に関わる基礎的なエンジニアリング
問題としての観点から，多面的に課題を抽出して，その解決方法を提示し遂行していくための提
案を問う。 


評価項目 
技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）のうち，専門的学識，問題解決，評価，技術者
倫理，コミュニケーションの各項目 


表３-２ 出題内容等（選択科目） 
～（1）「選択科目Ⅱ」についての専門知識に関するもの～ 


概 念 
「選択科目」における専門の技術分野の業務に必要で幅広く適用される原理等に関わる汎用的な


専門知識 


出題内容 「選択科目」における重要なキーワードや 新技術等に対する専門知識を問う。 


評価項目 
技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）のうち，専門的学識，コミュニケーショ ンの各


項目 


～（2）「選択科目Ⅱ」についての応用能力に関するもの～ 


概 念 


これまでに習得した知識や経験に基づき，与えられた条件に合わせて，問題や課題を正しく認識


し，必要な分析を行い，業務遂行手順や業務上留意すべき点，工夫を要する点等について説明で


きる能力 


出題内容 


「選択科目」に関係する業務に関し，与えられた条件に合わせて，専門知識や実務経験に基づい


て業務遂行手順が説明でき，業務上で留意すべき点や工夫を要する点等についての認識があるか


どうかを問う。 


評価項目 
技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）のうち，専門的学識，マネジメント，コミュニ


ケーション，リーダーシップの各項目 


～(3) 「選択科目」についての問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの～ 


概 念 


社会的なニーズや技術の進歩に伴い，社会や技術における様々な状況から，複合的な問題や課題


を把握し，社会的利益や技術的優位性などの多様な視点からの調査・分析を経て，問題解決のた


めの課題とその遂行について論理的かつ合理的に説明できる能力 


出題内容 


社会的なニーズや技術の進歩に伴う様々な状況において生じているエンジニアリング問題を対象


として，「選択科目」に関わる観点から課題の抽出を行い，多様な視点からの分析によって問題


解決のための手法を提示して，その遂行方策について提示できるかを問う。 


評価項目 
技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）のうち，専門的学識，問題解決，評価， コミュ


ニケーションの各項目  


 


これらを星取表に整理すると以下のようになる。 


 


表４．各科目で問われるコンピテンシーの種類 


 


専
門
的
学
識 


問
題
解
決 


マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 


評
価 


コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 


リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ 


技
術
者
倫
理 


継
続
研
さ
ん 


必須問題 ● ●  ● ●  ●  


選択問題Ⅱ－1 ●    ●    


選択問題 Ⅱ－2 ●  ●  ● ●   


選択問題 Ⅲ ● ●  ● ●    


口頭試験※    ●  ● ● ● 


※口頭試験では、表1に示したように筆記試験との重複を避けるよう配慮する旨の記載


があること、また筆記試験ではテーマによっては重要視されない資質能力もあり得


る。各問題をよく見極め、どのような資質能力が必要とされるかを考慮して解答す


る必要があると思われる。 


口頭試験での配点からして、筆記試験で問われていない資質能力については、必ず


問われるものと考えておくべきであろう。 
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2.3  技術士とは何かを理解する（技術士法等） 


口頭試験において、よく問われるものに３義務２責務がある。特に、技術士法第２条に規定さ


れる技術士の定義と合わせ、頭に入れておく必要があるだろう。覚えにくい方は、「信」「秘」


「公」「名」「資」（しんぴこうめいし）という語呂合わせで覚える方法もある。 


「信」…信用失墜行為の禁止（義務）【技術士法第44条】 


「秘」…秘密保持（義務）【技術士法第45条】 


「公」…公益確保（責務）【技術士法第45条の２】 


「名」…名称表示（義務）【技術士法第46条】 


「資」…資質向上（責務）【技術士法第47条の２】 


 


【技術士法第２条】 


「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術（人文科


学のみに係るものを除く。以下同じ。）に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項につ


いての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務（他の法律におい


てその業務を行うことが制限されている業務を除く。）を行う者をいう。 


 


また、できれば「今後の技術士制度の在り方」を踏まえて、技術士試験が見直されたことにつ


いても、その背景となる考え方を把握しておきたい。見直された背景にある事項の一つは、国際


的通用性を確保するということ、もう一つは、技術者のキャリア形成過程における技術士資格の


位置付けを明確にし、技術者の育成につなげることである。ぜひ、関連資料に目を通し、理解し


ておくことをお勧めしたい。 


 特に、後者は、技術士としてどの程度の能力が求められているかを理解する上で参考となる。


概略のイメージを認識するために、同資料からキャリア形成スキームの例示から特に関係が深い


と思われるところを以下に抽出整理した。同様の主旨から、修習技術者が初期専門能力開発（IPD, 


Initial Professional Development）を通して身に付けるべき内容が「修習技術者のための修習


ガイドブック － 技術士を目指して －」に整理されており、参考にできるので、目を通しておく


ことをお勧めする。 


 


表５．技術者キャリア形成スキームの例示（抜粋） 


 修習技術者初期能力開発段階（IPD） 技術士となる段階 


技術者像  専門の技術分野に関して、基礎的学識に
加え、実務経験に基づく専門的見識を有
し、両者を融合させた応用能力のもと
に、複数の技術問題を解決できる技術者 


 自らの専門技術分野を自覚し、不足する
技術に関して積極的・自覚的に獲得する
技術者 


 専門の技術分野に関して、実務経験に基づく専門的学識及び高
等の専門的応用能力を有し、かつ、豊かな創造性を持って複合
的な問題を発見して解決できる技術者 


業務の性
格・内
容、業務
上の立場 


 専門の技術分野に関して、明示された特
定の業務は自ら、広範な業務は上司の協
力を仰ぎながら、技術者倫理を持って確
実かつ効率的に遂行する。 


 専門の技術分野に関して、複合的な問題を発見し、専門的学識及
び高等の専門的応用能力、確固たる高い技術者倫理を持って、こ
れらの問題を調査・分析し、解決策を提示し、確実かつ効率的に
遂行する 


業務上必
要な能力 


 専門の技術分野におけるコア技術及び要
素技術を理解できる。 


 基礎的学識を修得し、上司の協力の下、
主体的に担当業務を確実に遂行できる。 


 自己啓発に努める。 
 対外的な相手（顧客等）との打合せで
は、単独で対応し、顧客に対して、問題
解決案を提案できる。 


 専門の技術分野における担当業務において、自らの創意工夫によ
って主体的かつ確実に遂行できる。 


 複合的な問題を発見して、分析・調査し、解決策を提示し、指導
できる。 


 専門の技術を通して、技術とヒト・カネ・情報・設備等の関係を
理解できる。 


 自己啓発に努める。 
 対外的な相手（顧客等）との打合せでは、責任者又はキーパーソ
ンとして対応し、問題を総合的に考えて、複数の問題解決案から
最適な解決策を、顧客に提案できる。 


活躍のイ
メージ 


 明確に定められた仕様を満たす製品を製
造・開発する技術者 


 大まかに定められた仕様を満たす製品を
製造・開発する技術者 


 ものづくりの複数の過程（マーケティング、製品企画、デザイ
ン、設計、生産、販売、アフターサービス等）において、明確な
デザインと現場感覚を持った技術者のリーダー 


 複合的な要求を満たす製品を製造・開発する技術者 
 海外で技術業務ができる（APECエンジニア、IPEA国際エンジニ
ア） 


（参考）APECエンジニアの審査要件 
 自己の判断で業務を遂行する能力があること 
 少なくとも２年間の重要なエンジニアリング業務の責任あ


る立場での経験を有していること 
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3. 第二次試験での出題傾向と受験対策におけるポイント 


3.1 原子力・放射線部門に係る最近の問題の傾向について 


(1) 取り上げられているテーマ 


技術士試験では、時事問題、世界情勢などをテーマにした問題が取り上げられることが多い。 


表６に、過去に試験問題で取り上げられたテーマを整理したものを示す。 


なお、必須問題については、平成25年度から平成30年度までは択一式で出題されていたが、


前述したように昨年度から記述式に変更されており、問題数が大幅に少なくなっている。問題


数が少なくなったことに伴い、部門で共通する課題として、法規制や安全に係る事項、放射性


廃棄物の処分など政策に係る内容、リスクコミュニケーションなど説明を求められる共通的な


テーマについて出題される可能性が高くなると考えられる。共通的な要素があるテーマの例を


参考として色付けにて示す。 


昨年度、出題された問題は、技術継承と人材確保に関する問題、使用済燃料に係る問題であ


った。いずれも原子力白書で取り上げられている問題であり、これらの情勢を把握しておくこ


とが、解答を作成する上では必須であろう。 


一方、選択問題については、平成31年（2019）年度より原子炉の設計・建設と運転・保守、


放射線利用と放射線防護が統合され、個々の分野に関する出題数が相対的に減っているため、


より幅広い範囲をカバーしておく必要があると考えられる。詳細は、次ページ以降に示す表７


を参照されたい。選択科目ごとの整理にあたって、一昨年までの選択科目との対比をするため


に、原子炉の設計・建設と運転・保守については、R1年度の欄には今年度の問題を重複して並


べてある。放射線利用と放射線防護についても同様である。なお、表7(1)～(5)において、類似


すると考えられる問題については同色で色付けしている。 


これらの表から、過去に出題されたテーマのうち共通的なテーマについては、制度改定後も


出題される傾向にあることがわかる。 


昨年度以前の対策講座の資料もある程度、参考にできるであろう。ただし、過去問題で受験


対策をする場合、解説に記載されている情報は当時の情報であり、与えられた課題に対する状


況が変化している可能性、新知見・新技術の開発、法改正などが行われている可能性があり、


注意が必要である。 


 


また、個別の解説において、関連情報を体系的に整理する上で、合わせて確認しておいた方


がよいと思われる問題については、類似問題として問題番号を挙げているので、参考にされた


い。 
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表６ 過去のⅠ 必須科目の出題内容(1/2) 


 


設問 
択一式 記述式 


H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 


I-1 


原子力規制
委員会の設


置目的 


１F 事故を


契機とした
原子力安全
規制の転換 


エネルギー
基本計画 


炉心，反応度
制御系統等の


設計 


原子力規制
委員会の新


規制基準に
おける従来
からの変更


内容 


原子力規制
委員会の設


置目的 


技術継承と人材確


保 


I-2 


発電用原子


炉の設置許
可の基準 


新規制基準
で新設・強
化された要


求事項 


高速増殖炉


「もんじ
ゅ」 


長期エネルギ
ー見通し/2030 
年度エネルギ


ー需要構造 


米国NRC の
原子炉許認
可の新しい


審査方法 


重大事故等
対処設備 


使用済燃料問題 


I-3 


原子炉シス


テムの構成 


原子炉体系
での実効増
倍率 


実用発電用
原子炉の技


術基準に関
する規則 


冷却材喪失事


故の解析 


実用発電用
原子炉の原
子炉システ


ムで考慮す
べき要求事
項 


設計基準対
処施設が満


たすべき要
件 


― 


I-4 
解析による


非常用炉心
冷却系の機
能・性能確


認 


炉心，反応
度制御系統


の考慮すべ
き要求事項 


実用発電用
原子炉の技


術基準に関
する規則 


確率論的安全


評価（PSA) 


原子力関係


閣僚会議で
決定された
「高速炉開


発の方針」 


原子炉の動


特性 ― 


I-5 


スクラム後
の炉心の崩
壊熱 


取り出し燃
料集合体の
平均燃焼度 


原子炉にお
けるXe-135 
の変化 


原子炉の反応


度変化 


特定核燃料
物質の防護
のため監督


が義務付け
られている
区域 


取り出し燃
料集合体の
平均燃焼度 


― 


I-6 熱中性子炉
における 
Xe-135 の変


化の影響 


原子炉の動特
性 


原子炉の運転 


シビアアクシ


デントに関す
る記述 


原子炉の動
特性 


品質管理の


方法及び検
査の基準 


― 


I-7 


BWR 及び 
PWR の制御


系 


実用発電用


原子炉の技
術基準， 構
造規則 


過去に発生
した事故・


事象 


発電用原子炉


施設の高経年
化に関する解
説 


監視試験片
に関する，
実用発電用


原子炉の技
術基準 


BWR 及び 
PWR の制御


系 
― 


I-8 
軽水炉のシ


ビアアクシ
デント進展
プロセス 


現行の軽水
炉における


制御系 


非破壊検査 


原子炉安全保
護系における
原子炉トリッ


プ（スクラ
ム）信号 


原子力災害
対策 


廃止措置計
画の認可の


基準 
― 


I-9 


核燃料サイ
クル 


我が国の核
燃料物質等


の輸送 


ウラン濃縮 


核燃料物質の


貯蔵に関して
事業者のとる
べき措置 


核燃料に関


係深いアク
チノイド元
素 


再処理技術


の開発の歴
史とその内
容 


― 


I-10 


環境省「除


染ロードマ
ップ」の除
染の進め方 


原子力施設
から発生す
る放射性物


質の処理・
処分 


再処理工場


の使用済燃
料プールの
過酷事象 


日本の原子力
施設から発生
する放射性廃


棄物の処理・
処分 


核拡散防止
条約（NPT) 


核燃料サイ
クル ― 
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表６ 過去のⅠ 必須科目の出題内容(2/2) 


 


設問 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 


I-11 核燃料サイ
クル施設に
おける水溶


液系の臨界
事故現象 


再処理技術


の開発の歴
史とその内
容 


原子燃料 
日本の核燃料サ
イクル政策 


原子力発電


及び核燃料
サイクルの
歴史的経緯 


核燃料サイ
クル施設に
おける水溶


液系の臨界
事故現象 


― 


I-12 


使用済燃料の
管理 


プルトニウム
の特徴 


原子力発電
及び核燃料
サイクルの


歴史的経緯 


化学反応と核
燃料サイクル
における施設


の組合せ 


１F 事故に
より環境に
放出された


放射性物質 


科学的特性
マップ 


― 


I-13 


成人の体内
に存在する 
K-40 の量 


日本人成人
の体内に存


在する炭素
14 の量 


ポジトロン
断層撮影法
（PET) 


細胞の放射線


感受性 


植物・農作
物の放射線
を利用した


品種改良技
術（放射線
育種） 


放射線と物
質の相互作
用 


― 


I-14 Co-60 で発
生するγ
線，電子線


の線エネル
ギー付与 


放射線検出
器の原理と


素材 


コンプトン
効果 


放射線計測 
放射線検出器
の素材 


放射線と物
質の相互作


用 


― 


I-15 
真空中で電


子の運動方
向変化で放
出される電


磁波 


細胞の放射


線感受性 


ヒトの半致


死線量 


放射線の線エ
ネルギー付与 


（ LET) によ
る放射線の生


物効果比
（RBE) 


飲食，呼吸
により人体
内に取り込


まれる天然
の放射性物
質の量 


放射線の線
エネルギー


付与 


（LET) 


― 


I-16 
ポジトロン
断層撮影法


（PET） 


放射線の透
過， 散乱特


性 


水に対する
放射線作用 


真空中の電子の
特性 


放射線と物
質の相互作


用 


放射線の食
品照射 


― 


I-17 


放射線影
響・障害 


放射線防護


の対象とな
る被ばく及
び線量限度 


放射線防護と
健康影響 


放射線影響・
障害 


ICRP 勧告に
おける，放


射線防護の
対象となる
被ばく及び


線量限度 


コンプトン
効果 


― 


I-18 


GM 計数測定
でのβ線源
の放射能及


び標準偏差 


放射線加重
計数に関す
る新旧 ICRP 


勧告の比較 


ICRP が勧告


する放射線
防護 


GM 計数装置で
のβ線源の放
射能（Bq)と標


準偏差 


内部被ばくの
測定 


線量限度 ― 


I-19 


内部被ばく
検査から1 
年後の残存 


Cs-134 量の
評価 


体内汚染の


場合に，甲
状腺に移行
する核種 


バイオアッ
セイ法 


ICRP 勧告にお
ける組織加重


計数 


線源を保管
する遮蔽壁
を有する施


設の線量率
評価 


放射線と物
質の相互作


用 


― 


I-20 
非密封放射


性同位元素
使用施設火
災の応急措


置 


我が国の自


然放射線に
よる被ばく
線量の増加


要因 


自然放射線 
ガンマ線照射
の空気の吸収
線量率(Gy/s) 


ICRP 勧告に
おける放射
線加重計数 


自然放射線 ― 
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表７.過去の選択科目の出題内容(1/5)～「原子炉システムの設計及び建設」関連～ 
 


設問 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 


Ⅱ-1-1 
 原子炉施設の


設計の多重
性，多様性， 
独立性 


各事象にお


ける安全評
価上の判断
基準 


TMI-2，チ


ェルノブイ
リ，１F に
おける事故 


燃料要素の許容
損傷限界 


炉心設計にお


ける核，熱， 
機械的制限事
項 


原子炉制御室 
原子力災害対
策特別措置法 


Ⅱ-1-2 


最終ヒートシン
ク 


安全重要度分


類「クラス
1」設備 


原子炉格納


容器のバウ
ンダリー 


高温ガス炉の
システム上及
び安全上の特


徴 


原子炉構成材料
の選定 


軽水炉以外


の原子炉の
冷却材 


トリチウム


の原子力発
電所内管理 


Ⅱ-1-3 


運転状態Ⅰ， 


Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ及び


試験状態 


原子炉冷却


材圧力バウ
ンダリー 


深層防護の


基本的考え
方 


熱中性子炉の
温度による主
要な反応度変


化 


安全保護回路の
要件 


高燃焼度化 
原子炉の反応
度測定法 


Ⅱ-1-4 
高レベル放射


性廃棄物の長
寿命核種の核
変換処理 


高速中性子
炉の原子炉


冷却材 


反応度制御


系統及び原
子炉停止系
統 


軽水炉の発電
原価への１F 


事故の影響 


ナトリウム冷


却高速炉の安
全上，システ
ム上の特徴 


フィルタベン
ト装置 


軽水炉の経年
劣化と保守管


理 


Ⅱ-2-1 
１Ｆ事故を受
けた電源設備
の安全強化の


計画 


１F 事故を
受けた残留


熱除去系設
備の設計変
更 


発電用原子
炉施設にお
ける火災防


護設計 


受動的（静的） 


安全システムの
設計 


新設プラント


計画時の被ば
く低減計画 


内部溢水評価
の手順 


リスク情報を


活用した意思
決定（RIDM） 


Ⅱ-2-2 


設計で適用す
るシミュレー


ション解析 


デザインレビ
ュー計画 


重大事故対
処設備の設


置 


外的事象対策の
設計 


１F 事故の教


訓を踏まえた
電源喪失に対
する耐性向上 


使用済燃料
貯蔵槽から
の放射性物


質放出防
止・緩和 


廃止措置実
施方針 


Ⅲ-1 


地震・津波起
因のSA 発生防


止，影響緩和 


PRA 等のリ
スク評価手


法の適用 


共通要因に


よる安全機
能の一斉喪
失の防止 


次世代の原子
炉システムの


技術的課題 


軽水炉のプラ
ント熱効率の


改善方策 


新設発電用


原子炉施設
における核
セキュリテ


ィを考慮し
たシステム
設計 


小型モジュ
ール炉開発


を考慮した
軽水炉の革
新的安全性


向上 


Ⅲ-2 


次世代原子力
システム 


過酷事故対
策を含む安
全性向上， 


信頼性・効
率向上 


中小型炉を
実用化する
にあたって


の技術的課
題 


１F 事故を踏


まえた，新設
プラント安全
設計の強化 


リスク情報を


活用した実用
発電炉の安全
確保 


新設発電用
原子炉施設


における確
実な溶融炉
心の冷却設


備の設計 


規制検査見


直し（使用
前事業者検
査） 
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表７.過去の選択科目の出題内容(2/5)～「原子炉システムの運転及び保守」関連～ 


 


設問 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 


Ⅱ-1-1 
軽水炉「運転
時の異常な過
渡変化」の判


断基準 


新規制基準の
重大事故 


事故時等の運
転操作手順 


「運転上の制
限」（LCO)
と， 


LCO 逸脱時に
とるべき措置 


実用発電用原
子炉の運転管
理に関する保


安規定 


倍化時間と添


加反応度の関
係 


原子力災害対
策特別措置法 


Ⅱ-1-2 
主要制御系の
目的，機能 


原子力災害特
別措置法 


特定重大事故
対処設備 


軽水炉の出力
変動 


臨界近接の手
法の原理 


使用済核燃料
の保管・貯蔵 


トリチウム


の原子力発
電所内管理 


Ⅱ-1-3 


軽水炉の炉心
設計での可燃
性毒物使用 


決定論的安全
評価と確率論
的安全評価 


異常発生時の
緊急活動レベ


ル（EAL)の改
正 


「発電用原子


炉施設の安全
性の向上のた
めの評価」制


度 


PWR/BWR の一
次冷却水の水
化学管理 


廃止措置計画
の申請に当た


り必要な説明
書 


原子炉の反応


度測定法 


Ⅱ-1-4 


最終ヒートシ
ンク確保、使
用済燃料貯蔵


プール冷却， 
遮へい，未臨
界確保対策 


原子力損害の
賠償に関する
法律 


燃料交換中に
おける未臨界
性の担保方策 


原子炉起動時
の中性子源の


目的，種類， 
振る舞い 


実用発電用原
子炉の運転期
間延長認可 


国際原子力・
放射線事象評
価尺度(INES) 


軽水炉の経年
劣化と保守管
理 


Ⅱ-2-1 


高経年化対策
を考慮した保


守計画 


長期間停止中


の原子力発電
プラントの保
全 


原子力発電プ


ラントの確率
論的リスク評
価（PRA) 


人的過誤によ
るトラブル防


止・低減 


既設原子炉施


設の再稼動の
ための設置許
可変更 


重大事故等対
処設備の工事


計画 


リスク情報を
活用した意思


決定（RIDM） 


Ⅱ-2-2 


営業運転開始
後に必要な諸
手続き 


新規制基準の


骨子 


プラント長期
停止における


技量の維持計
画 


重大事故等対
処設備や多様


性拡張設備他
の保守管理 


事業者の自主
的な安全向上


における外部
レビュー 


状態監視保全
方式の導入手
順 


廃止措置実


施方針 


Ⅲ-1 


外部自然現象
からの防護 


事業者として
優先的， 自


発的に取組む
べき安全性向
上策 


原子力プラン


トへのロボッ
ト技術導入 


実用発電炉の


原子力防災上
の計画・指針 


プラントの停
止状態が続く
状況での運


転・保守の人
材確保（R1必
須科目に類


似） 


原子炉の運
転・保守に係


る品質マネジ
メントシステ
ム （QMS) 


小型モジュ


ール炉開発
を考慮した
軽水炉の革


新的安全性
向上 


Ⅲ-2 
原子力発電所


の定検の実施
を規定する法
令と定検計画 


運転期間延長
認可制度 


原子力プラン


トにおけるシ
ビアアクシデ
ント用計測系 


過酷な外的事
象で複数防護
策が同時に破


られる想定に
対する方策 


１F事故での
原子炉制御室
及びオフサイ


トセンターの
問題点 


原子力事業者
等に対する検


査制度改正 


規制検査見


直し（使用
前事業者検
査） 


  







 


当該記事の無断転載を禁じます 


11 


 


表７.過去の選択科目の出題内容(3/5)～「核燃料サイクルの技術」関連～  


 


設問 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 


Ⅱ-1-1 


我が国のウラン
資源確保 


商業規模使用


のウラン濃縮
方法 


核燃料サイク


ル施設におけ
るテロ対策 


ウラン採鉱か


ら燃料になる
までの工程 


商用再処理施
設で製造され
るガラス固化


体 


PWRとBWRの軽


水炉ウラン燃
料の差 


ウラン資源の
利用から高レ
ベル処分まで


の概要 


Ⅱ-1-2 


核燃料サイク
ル施設におけ
る保障措置 


再処理施設で
過去に発生し
た事故事例 


核燃料サイク
ル施設におけ


る核不拡散留
意事項 


使用済燃料の
中間貯蔵施設
での貯蔵 


MOX 燃料製造
施設の安全上
の留意事項 


核不拡散の実
現に向けた保
障措置 


燃料製造段階
における燃料
破損防止対策 


Ⅱ-1-3 


国内外での過


去の再処理実
施例 


高レベル放射
性廃棄物の最
終処分プログ


ラム 


高速炉や加速
器を用いた長
寿命放射性核


種の核変換 


低レベル放射


性廃棄物の余
裕深度処分 


濃縮ウラン製
造のコストに
影響を及ぼす


事項 


クリアランス制
度 


再処理工場の工
程フロー 


Ⅱ-1-4 


我が国のクリア
ランス制度 


我が国の，軽


水炉でのプル
サーマル推進
の意義 


プルサーマル
実施における


課題と内容 


核兵器不拡散


条約に関する
IAEA- 日本の
追加議定書 


PUREX 法 


再処理施設や 


MOX 加工施設
等に用いる基
準地震動 


低レベル放射性


廃棄物の区分と
処分方法（Ⅼ1,
Ⅼ2,Ⅼ3） 


Ⅱ-2-1 


核燃料サイク


ル施設の保守
計画 


原子力施設の既
存製品改良 


事故に伴う放


射性廃棄物の
中間貯蔵施設 


放射性廃棄物


の減容処理実
証試験 


現地試運転試
験で要求性能
未達となった


トラブル対応 


1F 事故の燃料
デブリ一時保


管施設の概念
設計業務の手
順 


オフサイト環
境修復 


Ⅱ-2-2 


核燃料サイク


ル施設への新
規海外技術導
入 


燃料加工施


設，再処理施
設の重大事故
防護計画 


使用済燃料の
直接処分の有


効性 


高レベル放射
性廃液貯蔵の


冷却機能喪失 


１F 事故のよ


り汚染された
廃棄物の埋立
処分施設 


核燃料施設に
おける排気モ
ニタ指示値異


常時の対応手
順 


低レベル放射
性廃棄物の減


容処理 


Ⅲ-1 


核燃料サイク
ル施設の性能
未達設備の問


題解決 


今後の使用済
燃料貯蔵対策 


ガラス固化設
備における不
具合事象に対


する取り組み 


核燃料サイク
ルの克服すべ
き技術的課題


やトラブル 


六ヶ所再処理
工場の，新規


制基準適合の
設計基準と重
大事故対策 


日本の核燃料
サイクル技術
の現状と今後


のあり方 


1F事故に伴う
オンサイト、


オフサイトの
廃棄物処理・
処分 


Ⅲ-2 


LWR-MOX  リ 


サイクルと 


LWR ワンスル
ー 


１F 事故のオ


フサイト除染 


福島事故にお
けるオンサイ
トの廃炉計画 


核的制限値の
事例と未臨界


維持のための
考え方 


我国の使用済


燃料の再処理
シナリオ，直
接処分シナリ


オ 


使用済燃料の


冷却貯蔵期間
が核燃料サイ
クルに及ぼす


影響 


核燃料施設へ
のIoT、AI取込
み 
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表７.過去の選択科目の出題内容(4/5)～「放射線利用」関連～  


 


設問 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 


Ⅱ-1-1 
ガンマ線とイ
オンビームの
生物効果比 


（RBE)の特徴 


放射線の直接
効果と間接効
果，DNA に対


する効果 


LET（線エネ
ルギー付与）
と 


RBE(生物学的
効果比 


放射線の直接


効果と間接効
果 


LET（線エネ
ルギー付与）
と 


RBE(生物学的
効果比） 


量子ビームを


用いた元素分
析法 


確率的影響と確
定的影響、急性
障害と晩発性障


害の特徴 


Ⅱ-1-2 


金属系，有機
系物質へのイ


オン及び中性
子の照射効果 


X 線を利用し


た無機系材
料，生体系物
質のイメージ


ング 


イオンビーム
を用いた元素
分析法 


加速陽子によ
る中性子及び 


μ粒子の生成
方法 


農業・食品分
野で実用化さ


れている放射
線利用技術 


放射線の工業


分野での応用 


Ｘ線、γ線の測定
（放射線防護用、


吸収線量測定用）
の特性の違い 


Ⅱ-1-3 


農業分野で用
いられる放射
線利用技術 


放射線を利用
した医療診断
技術 


放射性同位元
素を用いた物


質動態の可視
化 


量子ビーム 


材料の放射線
照射効果を調


べる装置，方
法・原理 


放射性同位元
素を用いた医


療診断・治療
技術 


滅菌処理に用い
られる放射線の


種類とその長所
短所 


Ⅱ-1-4 


加速器質量分
析法の利用核


種と原理 


放射線を利用


した 2 種類
の水素原子検
出方法 


食品への放射
線照射の効果 


工業，農業， 


医療分野で利
用されている
放射線 


放射線により


誘起される 


「分解」「架
橋」等の化学
反応 


農業分野にお
ける放射線利


用技術 


核医学診断・治


療の具体例と放
出される放射線
の特徴 


Ⅱ-2-1 


放射性核種製
造手法開発 


放射線の細胞


への影響調査
計画 


放射線による
品種改良計画 


粒子線治療方
法の確立 


α核種を用い


たがん治療薬
の開発 


イオンビーム
加速器施設に
おける加速器


の選定 


最近の法令報告
事象、管理不備
の例に係る傾向


と対策 


Ⅱ-2-2 


放射線を用い
た先端機能性


材料の開発 


エネルギー可


変γ線発生原
理，γ線源利
用方法 


高分子材料の


放射線化学プ
ロセス開発計
画 


材料や製品に
対する照射計


画 


爆発物や核物


質を放射線に
より外部から
探査する方法 


放射性同位元
素を用いた植
物体内のイメ


ージング技術
の開発 


放射性同位元素


を用いた植物体
内のイメージン
グ技術の開発 


Ⅲ-1 


粒子線がん治


療が広く受け
られるための
検討 


ホウ素中性子
捕捉療法 


（BNCT） 


重粒子線治療
における照射


技術の高度化 


放射線育種で


目的以外の不
用な変位が付
属する問題 


食品への放射
線照射 


海底に残留し
た Cs137 の
系統的な放射


能測定計画の
立案 


非密封放射性同
位元素の使用計


画 


Ⅲ-2 


放射線透過能


利用の材料の
歪コントラス
ト形成 


原子空孔検出


手法に利用す
る放射線と相
互作用過程 


放射線を利用


した，汚染大
気及び排煙清
浄化技術 


イメージング


の考え方と従
来からの計画
法との違い 


人文科学分野
での放射線利


用 


粒子線がん治


療普及に対す
る技術的課題
の検討 


食品照射に係る
課題 
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表７.過去の選択科目の出題内容(5/5)～「放射線防護」関連～  


 


設問 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 


Ⅱ-1-1 
ICRP 放射線
防護の目標と
目標達成のた


めの３原則 


物理学的半減
期，生物学的
半減期，実効


半減期 


等価線量と実
効線量の定義
と放射線リス


ク 


内部被ばくに
よる障害を低
減させるため


の薬剤投与 


バイスタンダ


ー効果，適応
応答 


放射線防護に


おける線量の
概念 


確率的影響と
確定的影響、


急性障害と晩
発性障害の特
徴 


Ⅱ-1-2 


自然放射線と


人工放射線 


過剰相対リス


ク，過剰絶対
リスクを用い
た放射線リス


ク評価 


鉛，タングス
テン，アクリ


ルを用いた遮
へい 


ICRP   勧 告 


（1977）での
放射線防護の
三原則 


「計画被ばく


状況」「緊急
時被ばく状
況」 


「現存被ばく
状況」 


個人線量計の


原理と特徴 


Ｘ線、γ線の測


定（放射線防護
用、吸収線量測
定用）の特性の


違い 


Ⅱ-1-3 
Sn 法（離散


座標法），モ
ンテカルロ法
による遮へい


設計解析 


吸収線量，実


効線量，等価
線量，１ｃｍ 
線量当量の違


い 


確定的影響， 
確率的影響に


おいて発生す
る障害 


サーベイメー
ターのエネル
ギー特性改善 


γ線用線量当
量（率）サー


ベイメーター
の特性 


代表的な核分
裂生成核種が


環境中にある
場合の被ばく 


滅菌処理に用
いられる放射


線の種類とそ
の長所短所 


Ⅱ-1-4 


放射線管理区
域の根拠とな
る 4 種類の


法令 


内部被ばく測
定手法（鼻孔


スミア，対外
計測法，バイ
オアッセイ） 


シンチレーシ
ョン検出器， 


Ge 半導体検


出器 


自然起源の放


射線による外
部被ばく 


天然放射線核


種による内部
被ばく 


放射性核種の
規制に係り、 


IAEA が挙げ


る規制免除、
クリアラン
ス、規制除外


の概念の違い 


核医学診断・
治療の具体例
と放出される


放射線の特徴 


Ⅱ-2-1 
破損が生じた
原子力施設等
の処理におけ


る放射線防護 


自然放射線と
人工放射線の
種類，被ばく


形態 


避難住民帰還
地周辺の空間
線量率測定に


用いる検出器 


アイソトープ


取扱施設にお
ける火災 


気体状Ｉ-131 
漏えい時の作
業者の内部被


ばく評価 


ICRP 声明を


受けた水晶体
の被ばく管理 


最近の法令報
告事象、管理
不備の例に係


る傾向と対策 


Ⅱ-2-2 


汚染環境中の
放射線量測定 


Ge 半導体検
出器による測


定留意事項 


公衆の線量限
度が変更


（5⇒ 


１ｍSv/年）


された背景 


除染された土
壌の仮置き場


での保管 


内包物質不明
容器のＲＩの


調査方法 


老朽化した小
規模RI 施設
における漏


洩、湧水の早
期発見 


放射性同位元


素を用いた元
素動態の画像
化技術の開発 


Ⅲ-1 


学術会議提案
「被ばくの一


元管理」 


帰還後住民の
放射線管理 


LNT モデル成
立の背景と 
LNT モデルで


は説明できな
い事例 


SPEEDI とそ 


れによる住民
避難活用 


人工，天然核


種の我が国の
クリアランス
レベル 


1F 事故で発
生した汚染土


壌の処理 


非密封放射性
同位元素の使


用計画 


Ⅲ-2 


放射線の危険


性に関する一
般公衆の理解 


天然起源放射
性物質に対す
る ICRP 勧告


の立場 


ICP-MS を用 


いた一般環境
試料、廃水試
料の分析 


防護量と実用
量の線量単位


を全て 


「シーベル
ト」としたこ
とによる混乱 


放射線の取扱
いで被ばくす


る作業者の多
い業種と作業
内容 


管理区域内に
おける RI 飛
散事故時の措


置 


食品照射に係
る課題 
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(2) 問われ方の変化 


昨年度の出題においては、2.2で述べた技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）に応じて、


問われ方が大きく変化していることが特徴として挙げられる。 


以下に、各科目で求められるコンピテンシーと出題での問われ方を対比してみた。 


 


表８．技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）と問われ方の対比について 


 「平成31（2019）年度 
技術士試験の概要につ
いて」で評価項目とさ


れていた事項 


実際の問題での問われ方 


必須科目 


① 専門的学識 
② 問題解決 
③ 評価 
④ 技術者倫理 
⑤ コミュニケーション 


(1) 技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出せよ 
(2) 重要と考えられる課題を１つ挙げ、その課題に対する複数の


解決策を示せ 
(3) 解決策によって生じるリスクとそれへの対策について述べよ 
(4) 技術者としての倫理、社会の持続性の観点から必要な要件、


留意点を述べよ 
⇒技術者倫理、問題解決に係る事項は直接的に問われている。コ


ミュニケーションに関しては、解答での説明が適切かどうかで
判断されていると理解すべきであろう。専門的知識や評価に関
しては2.2に示した資質能力を直接的には問われていないよう
な出題のされ方であった。重要と考える根拠や生じるリスクを
示す部分、対策の比較など、解答の仕方で工夫する必要があろ
う。 


（参考：修習技術者のための修習ガイドブック） 


選択科目
Ⅱ－1 


① 専門的学識 
② コミュニケーション 


 …の具体例を示せ。…をブロック図で示せ。 
 …について説明せよ。…について述べよ。 
 …の特徴を述べよ。…の違い（長所・短所）を示せ。 
 …を複数挙げ、留意点を述べよ。 
⇒問題によって問われ方が異なってはいるものの、知識を直接的


に問う形となっている。図示を求められた問題では、コミュニ
ケーション能力をどうやって示すか配慮が必要であろう。 


選択科目
Ⅱ－2 


① 専門的学識 
② マネジメント 
③ コミュニケーション 
④ リーダーシップ 


(1) …調査、検討すべき事項を説明せよ。 
(2) …業務を進める手順について、留意点、工夫すべき点を述べ


よ。 
(3) …関係者との調整方策を述べよ。 
⇒各設問とも同じような問われ方をしている。2.2で示された資
質能力に照らすと、昨年度はどちらかと言えば、専門的学識、
マネジメントよりも問題解決の能力に近い形で問われている。
計画/実行/検証/是正（変更）等の過程やその際に必要な専門
的学識を意識して解答しこれらの能力を示すことを心掛けるこ
とが必要であろう。最後の問題については、コミュニケーショ
ン、リーダーシップに関わる資質能力を問われていると思われ
る。 


（参考：修習技術者のための修習ガイドブック） 


選択科目
Ⅲ 


① 専門的学識 
② 問題解決 
③ 評価 
④ コミュニケーション 


(1) …課題をあげて…多面的な観点から課題を抽出、分析せよ。 
(2) 最も重要と考える課題を挙げ、その課題に対する複数の解決


策を示せ。 
(3) 解決策によって生じる新たなリスクと…対策について述べ


よ。 
⇒問われ方は必須科目と大きくは変わらない。技術者倫理に関す


る問いが明示的に示されておらず、表３－２で示した資質能力
がそのまま問われているものと考えてよいだろう。 


 
(3) 他部門との共通の話題、グローバル化 


前述の他、産業界に共通するような話題や視点での問題が出題されていることについても特筆し


ておきたい。SDGs、IoT/IT/AI、人材確保（育成）/技術継承などがそれであり、他部門においても


類似の問題が出題されている（例として、森林部門でICT関連、船舶・海洋部門で再生可能エネルギ


ーや地球環境保護、電気電子部門でSDGsや人口減少など）。余裕のある方は、そちらも参照してお


くとよいだろう。したがって、原子力・放射線部門において、馴染みの薄いものや、今後の課題と


関連付けられる側面がある問題も出題されうると考えられる。こういった問題に対して解答に困ら


ないようにするため、基礎的なエンジニアリング知識に基づいた問題解決へのアプローチ、論理的


思考や説明能力を示せるよう、準備したい。原子力・放射線に限らず、日頃より社会的課題に対し


ても関心をもつことが必要であると思われる。 
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3.2 押さえておくべき技術情報 


(1) 用語の理解、法的要求の把握 


必須科目においては、原子力・放射線分野全般にわたる専門知識が求められるため、幅広い


範囲について、概要を抑えておく必要がある。これについては、日本原子力学会発刊の書籍


「原子力がひらく世紀」や原子力に関わる幅広い情報が掲載されているインターネット情報


「原子力百科事典 ATOMICA」、オーム社の「原子力教科書」シリーズなどを効果的に活用し、


専門知識を体系的に習得、整理しておきたい。 


また、2.2で示した専門的学識には、『「我が国固有の法令等の制度」及び「社会・自然条


件等」に関する専門知識を理解し応用すること』が含まれており、位置、構造及び設備の基


準に関する規則をはじめとする原子力規制委員会の規則（新規制基準）及び旧原子力安全委員会


の指針類の概要はおさえておきたい。 


 


(2) 時事問題の把握、最新の情勢、技術的課題の把握 
前述した通り、最新の情勢、時事問題などから出題されるテーマが選ばれる傾向が認められる。


原子力・放射線に関連する話題にアンテナを立て、情報収集に努めておく必要がある。収集した


情報の中から問題になりそうなものを選び、それぞれに対する見解をまとめておくことが有効で


ある。 


情報源は様々なものがあるが、日本原子力学会をはじめとする関連学協会の学会誌や関連雑誌の


特集記事、電気新聞や原子力産業新聞などの記事、原子力白書、エネルギー白書などの白書類、


原子力関係機関のホームページ、日本技術士会（原子力・放射線部会）のホームページ（講演等


の企画、活動報告、部会報、資料集等）や月刊技術士などが参考にできる。 


最近の話題は何だろうか。新しい検査制度の導入、IRRSでIAEAが指摘している事業者と規制当


局のコミュニケーション、依然として課題山積の福島第一原子力発電所関連の話題（中間貯蔵、


風評被害、トリチウムを含む処理水の問題等）、原子力施設の再稼働に係る問題（運転差し止め


裁判などを含む）、小型モジュール炉等の革新的原子炉、原子力施設の廃止措置（廃炉、東海再


処理施設の廃止措置）、余剰プルトニウム、エネルギー政策の在り方、科学的特性マップ、低線


量被ばく、甲状腺問題、水晶体の被ばく限度の見直し、核融合炉（JT60SA ～ITER）の開発の進展、


J-PARC10周年、BNCT法（ポリビニルアルコールを応用したがん治療）等々の問題に関心を持って


情報を入手、見解を整理しておくことが必要となろう。 


共通する話題にまで目を向ければ、大雨・洪水等の自然災害や防災関係、森林火災（豪州）、


コロナウィルス、テロ、米中摩擦なども挙げられる。 


一方、選択科目が統合されたことにより、統合前の個別分野のいずれか一分野のみの知識で解


答できる問題が相対的に減少している。昨年度の問題においては、従前の選択科目に属する問題


のみを選択していくことが可能な状況であったが、例えば、放射線利用を専門とするものが放射


線防護の領域まで、一定の論述ができる分野を広げておくことが望まれる。  


 


3.3 解答作成の訓練の必要性と心構え 


技術士二次試験は、他の資格試験と異なり、自らの見解を述べたり、課題を見つけてその対策


を論じることが求められる。単純な解決策が見つかる課題の設定や捉え方、技術者の視点ではな


いものなどは解答に相応しくない。技術士に求められるものは何かということを念頭においた解


答が必要となる。情報収集し知識として詰め込むのみでは適切な解答ができないため、実際に答


案を字数制限のある中で記載する練習、訓練が必要になる。 


答案作成にあたっては、主語と述語の位置を近くする、１センテンスを過度に長くしない、箇


条書きを活用する等、読み手が理解しやすい作文テクニックも習得しておきたい。 


特に、箇条書きについては肯定的なもの、否定的なものが交互に記載された場合でも違和感な


く読め、最後に挙げた項目について総合的な評価、見解を示すことができれば、まとまりのある


論述にでき、有効と思われるのでお勧めしたい。 


また、試験の時間は、答案を仕上げるのにギリギリになることが多い。事前に様々な試験問題


を想定して解答のパーツを作成しておき、試験ではこれらパーツを組み立てるとともに、足らな


い文章を付け足して解答を作成することで対処することを考えたい。 


 


3.4 業務への向き合い方 


技術士二次試験の受験において、一定程度の業務経験を有することが受験資格となっている。


「修習技術者のための修習ガイドブック － 技術士を目指して －」や「今後の技術士制度の在り


方」を読むと分かるが、単に、与えられた業務をこなすだけでは、技術士に求められる資質能力
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を身につけることは難しいであろう。 


普段の業務において、課題が何かを意識したり、関連する情報の収集や分析を行った上で、提案


をする等、意識して業務に向き合う必要がある。身の回りに技術士がいる場合は、指導、助言を


求めるのも一つである。 


普段の業務で意識しておかないと、受験申込書に業務経歴や業務内容を記載する際、困ってしま


う。特に業務内容については、技術士としての資質が備わっているかどうかを判断するための材


料になると考えるべきで、技術士としてふさわしい内容にする必要がある。 


 


【参考文献】 


[1] 「今後の技術士制度の在り方について」 


同添付資料「技術士が身に着けておくべき資質・能力（コンピテンシー）」 


https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu7/sonota/1381612.htm 


[2] 「令和2年度技術士二次試験大綱」 


https://www.engineer.or.jp/c_topics/006/attached/attach_6916_2.pdf 


[3] 「平成31（2019）年度 技術士試験の概要について」 


https://www.engineer.or.jp/c_topics/005/attached/attach_5698_1.pdf 


[4] 「修習技術者のための修習ガイドブック － 技術士を目指して」 


https://www.engineer.or.jp/c_topics/003/attached/attach_3637_1.pdf 


【その他の参考情報】 


[5] 日本技術士会ホームページ（過去問題） 


https://www.engineer.or.jp/c_categories/index02022240.html 


 


 


         参考  原子力・放射線部門の選択科目の見直し内容 


令和元年度以降 平成30年度まで 


原 子 炉 シ ス テ


ム・施設 


原子炉物理、原子炉及び原子力発電


プラントの設計、製造、建設、運転


管理及び保守検査並びに品質保証、


安全性の確保・向上、高経年化対


策、過酷事故対策、原子力防災、核


セキュリティ、原子炉の廃止措置


（過酷事故後の措置を含む）、核融


合炉その他の原子炉システム・施設


に関する事項 


原子炉システ


ムの設計及び


建設 


原子炉の理論、原子炉及び原子力発


電プラントの設計、製造、建設及び


品質保証、安全性の確保、核融合炉


その他の原子炉システムの設計及び


建設に関する事項 


原子炉システ


ムの運転及び


保守 


原子炉の理論、原子炉及び原子力発


電プラントの運転管理及び保守検


査、安全性の確保、原子力防災、廃


止措置その他の原子炉システムの運


転及び保守に関する事項 


核燃料サイクル


及び放射性廃棄


物の処理・処分 


核燃料の濃縮及び加工、使用済燃料


の再処理、輸送及び貯蔵、放射性廃


棄物の処理及び処分、保障措置、核


セキュリティ、核燃料サイクルシス


テムの安全性の確保・向上、過酷事


故対策及び廃止措置並びに原子炉の


過酷事故後の燃料・放射性廃棄物の


処理及び処分その他の核燃料サイク


ル及び放射性廃棄物の処理・処分に


関する事項 


核燃料サイク


ルの技術 


核燃料の濃縮及び加工、使用済燃料


の再処理、輸送及び貯蔵、放射性廃


棄物の処理及び処分、安全性の確


保、保障措置その他の核燃料サイク


ルの技術に関する事項 


 


放射線防護及び


利用 


放射線の物理、化学及び生物影響、


計測に関する事項 


遮蔽、線量評価、放射性物質の取扱


い、放射線の健康障害防止及び被曝


低減その他の放射線防護に関する事


項 


工業利用、農業利用、医療利用、加


速器その他の放射線利用に関する事


項 


放射線利用 放射線の物理、化学及び生物影響、


工業利用、農業利用、医療利用、加


速器その他の放射線利用に関する事


項 


放射線防護 放射線の物理、化学及び生物影響、


計測、遮へい、線量評価、放射性物


質の取扱い、放射線の健康障害防止


その他の放射線防護に関する事項 


（注）各選択科目の内容には関連する法令・許認可に係る事項を含む。 


 



https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu7/sonota/1381612.htm

https://www.engineer.or.jp/c_topics/006/attached/attach_6916_2.pdf

https://www.engineer.or.jp/c_topics/005/attached/attach_5698_1.pdf

https://www.engineer.or.jp/c_topics/003/attached/attach_3637_1.pdf

https://www.engineer.or.jp/c_categories/index02022240.html
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4. 令和元年度の試験問題（個別）に係る解答のポイント 


以降の記述は、昨年度までの解説と同様、解答を検討する上で、参考となる文献、書籍等の


情報、或いは解答の考え方、例示など、受験する方にとって、参考となる情報を解答のポイン


トとして、可能な範囲で提供している。なお、技術士第二次試験では、決められた枚数の解答


用紙内に解答を全て書き込むことが求められるが、本稿での解説はあえて制限にとらわれず、


受験者に多くの情報を与えることを旨とした。また、本解説の作成は、関連する分野の技術士が


中心となっているが、問題によっては必ずしも直接的業務経験を有する技術士によらない場合もあ


り、提供する参考情報に濃淡があることを、予め、ご了承いただきたい。 


 


4.1 必須科目Ⅰの問題と解答のポイント 


令和元年度の技術士第二次試験において【必須科目Ⅰ】として出題された各設問とそれに


対する解答のポイント（解説）を以下に示す。 


 
Ⅰ 次の２問題（Ⅰ－１、Ⅰ－２）のうち1問題を選び解答せよ。（解答問題番号を明記し、答案用紙3枚


以内にまとめよ。） 


 


Ⅰ－１ 現在、我が国の原子力及び放射線・医療応用などの関連分野においては、安全性・信頼性の向上、


廃炉の着実な実施、廃棄物の処理・処分、放射線の取り扱い、医療被ばく等に関して多くの課題


に直面している。それらを解決するためには、高度な知識や技術を有する人材の確保が必要とさ


れるが、我が国の現状を俯瞰して、以下の問いに答えよ。 


（1）広い意味での原子力の知識や技術を継承し発展させるための人材確保について、技術者と


しての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。 


（2）抽出した課題のうち最も重要と考える課題を１つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を


示せ。 


（3）解決策に伴って新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。 


（4）上記事項を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点


から必要な要件・留意点を述べよ。 


 


 


【解答のポイント】 


本問題は単に「人材確保」という言葉だけを捉えると、一見、人材確保のための活動（リクルータのよ


うな活動）を求めているような印象を与える表現になっているが、解答の作成にあたっては、技術士とし


てのコンピテンシーを意識した解答とする必要がある。 


まず、一つは、前置きに記載されている廃炉等の各事業や安全性向上、原子力の知識や技術の継承との


キーワードを捉え、その関連性を示しつつ解答することが考えられる。例えば、ロボット技術のような専


門的な技術に関すること、汚染水問題への対処や風評被害、地層処分の国民的議論の問題を捉えたコミュ


ニケーション、放射線/放射性物質の取扱施設の操作や保守のためのスキル、深層防護などの安全の考え


方や設計など、場面や業種に応じて求められる能力は多岐に渡ることから、資質能力の多様性で分類して


解答する案である。 


別の方法として、修習技術者のための修習ガイドブックに取り上げられている「技術者の取り扱う問題


の種類」に「技術上の問題」、「工程上の問題」、「組織上の問題」、「環境の問題」などを挙げており、


そういった切り口も考えられる。 


その他、以下のような観点での記述も考えられる。 


 事業ごとの情勢を踏まえた必要な人材像（求めるスキル）と確保し得る人材（スキル）とのギャッ


プなど、求める人材に係る課題 


 設計思想や過去の事故トラブルを含めた経験等の体系的整理など、継承すべき技術や知識そのもの


に関する課題 


 学校教育から社会人教育、技術士資格取得といった個人のキャリア形成、その育成にあたる指導者


側の課題 


 その背景にある原子力・放射線に関するリテラシー形成に関する課題、試験研究炉や放射性物質を


取り扱う研究施設等の基盤的施設・設備に関する課題（新規制基準への対応や高経年化の影響等） 


 


いずれにしても問題文で要求される「多面的な観点から」は、表5に示す資質能力に係ることであり、


いくつかの側面を挙げる必要がある。 


原子力・放射線に係る各分野で求められる人材や人その確保・育成に対する対応については、原子力委


員会がまとめている「原子力分野における人材育成について（見解）」、「原子力利用に関する基本的考


え方」などの資料が参考にできる。 


そこでは、高等教育から仕事を通じての教育まで、各段階での留意事項や、国内に留まらず、海外を含
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めた人材育成などの観点を含めて、見解が整理されている。 


 


最後の設問への解答に際しては、ＪＣＯ事故、福島第一原子力発電所事故等の過去の事故事例から安全


文化に関する事項を含めた形で整理しておきたい。 


 


【参考文献／参考情報】 


[1] 原子力・放射線に係る人材確保の課題については、原子力委員会がまとめている「原子力分野におけ


る人材育成について（見解）http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/180227.pdf 


[2] 原子力利用に関する基本的考え方http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/kettei170720.pdf 


[3] 平成30年度版原子力白書 


http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hakusho/hakusho2019/index_pdf30.htm 


[4] 日本技術士会 原子力・放射線部会部会報 第22号 


https://www.engineer.or.jp/c_dpt/nucrad/topics/002/attached/attach_2459_7.pdf 


[5] 日本技術士会 原子力・放射線部会HP資料庫より月刊技術士2019.10号記事「社会から求められる原


子力・放射線分野の人材とその育成」 


https://www.engineer.or.jp/c_dpt/nucrad/topics/003/attached/attach_3283_1.pdf 


[6] 日本技術士会 原子力・放射線部会HP資料庫より月刊技術士2017.11号記事『2017 年 5 月 26 日開


催，原子力・放射線部会見学会及び意見交換会「女川原子力発電所の事例に学ぶ」』 


https://www.engineer.or.jp/c_dpt/nucrad/topics/004/attached/attach_4843_3.pdf 


[7] 東日本大震災における原子力分野の事例に学ぶ技術者倫理,2016.3,（一社）日本原子力学会倫理委員


会 


 


【類似問題】 
 令和元年度 船舶・海洋部門 必須問題Ⅰ-1 


 令和元年度 化学部門 有機化学及び燃料 Ⅲ-2 


 令和元年度 情報工学部門 ソフトウェア工学 Ⅲ-2 


 
 


Ⅰ－２ 世界の使用済燃料の状況については、OECD/NEA加盟国の使用済燃料だけでも2015年時点で約22万


7千トンとなっており、使用済燃料問題は世界共通の課題である。現世代の責任として、その対策


を確実に進めることが不可欠である。我が国においても昨年策定されたエネルギー基本計画（第5


次）において、使用済燃料問題の解決に向けた取組の抜本強化と総合的に推進することの重要性が


述べられている。我が国の使用済燃料問題に関して、以下の問いに答えよ。 


（1）我が国の使用済燃料問題に関して強化、拡大、開発すべき領域を挙げ、技術者としての立場で


多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。 


（2）抽出した課題のうち最も重要と考える課題を１つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。 


（3）解決策に伴って新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。 


（4）上記事項を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から


必要な要件・留意点を述べよ。 


 


 


【解答のポイント】 


 問題文にある「エネルギー基本計画（第 5次）」の概要についてはおさえておきたい。 


2018 年 7 月に閣議決定された国の第５次エネルギー基本計画 [1] （P.20）は、「原子力利用に伴い確実


に発生する使用済燃料問題は、世界共通の課題であり、将来世代に先送りしないよう、現世代の責任とし


て、国際的な人的ネットワークを活用しつつ、その対策を着実に進めることが不可欠である。」と述べて


いる。 


 


 使用済燃料は、原子炉から取出後、原子力発電所の敷地内の使用済燃料貯蔵施設で保管される。軽水炉


では使用済燃料プールと呼ばれる水プールである。水は崩壊熱除去に加え、遮蔽の役割もある。各原子力


発電所の敷地内の使用済燃料貯蔵施設の容量には制約があるため、容量がひっ迫すると、原子炉の運転に


支障がでる。 


 電気事業連合会では「使用済燃料対策推進計画」を 2015 年 11 月に策定し、電気事業者の視点から課題


及び対応策を整理している[2]。表１は日本国内の原子力発電所の貯蔵状況である。当面の対策方針の列


をみると、使用済燃料貯蔵量が管理容量に近い発電所では、様々な対策が現に検討又は実施されているこ


とがわかる。対策は、原子力発電所の敷地内で行われるものと、敷地外への搬出に係るものに大別される。 


 


 原子力発電所の敷地内で行われる対策としては、敷地内の容量を増やす方法がとられる。ただし、敷地



http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/180227.pdf

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/kettei170720.pdf

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hakusho/hakusho2019/index_pdf30.htm

https://www.engineer.or.jp/c_dpt/nucrad/topics/002/attached/attach_2459_7.pdf

https://www.engineer.or.jp/c_dpt/nucrad/topics/003/attached/attach_3283_1.pdf

https://www.engineer.or.jp/c_dpt/nucrad/topics/004/attached/attach_4843_3.pdf
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内の貯蔵容量を増やし続けたとしても、将来的に廃止措置段階になれば原子力発電所の敷地外に搬出（サ


イト外貯蔵）する必要を生じる。 


① 貯蔵施設を改造し、貯蔵容量を高める方法がある。水プール内の配置を稠密化（使用済燃料の間隔を


小さく）するリラッキングと呼ばれる方法が一般的である。 


② 敷地内に貯蔵施設を新設（増設）する方法もある。その場合、水プールではなく、乾式キャスクに貯


蔵する方法がある。乾式貯蔵の場合、プール水の管理（温度、純度等）の管理が不要になる利点があ


る。 


  


 原子力発電所の敷地外への搬出（サイト外貯蔵）は、核燃料サイクル政策と密接に関係してくる。 


事業規制の建付けとなっているわが国の炉規法上、サイト内貯蔵は「原子炉設置者(電気事業者)」が行


うため、「原子炉の設置」の一部として規制されるが、サイト外貯蔵は「使用済燃料の貯蔵の事業」とい


う異種の事業として規制されるため、規制の枠組が変わると共に一般には規制を受ける事業主体も変わる。 


使用済燃料貯蔵に係る事業主体（「リサイクル燃料貯蔵㈱」が該当）の運営、それに要する人材の確保、


サイト内外貯蔵で共通する技術に対する規制上の整合性の確保等も考慮すべき事項があり、多面的に考察


すべき課題の一つとなる。(「貯蔵の事業」で認められた型式の貯蔵キャスクが「原子炉の設置」の一部


であるサイト内貯蔵への適用が議論となったこともこの課題の一つの現れ)。以下のように、日本の核燃


料サイクル政策、核燃料サイクル施設の操業の在り方にも直結する。 


 


③ リサイクルオプション：使用済燃料を再処理工場に搬出し、再処理する。日本では、日本原燃株式会


社の再処理工場（青森県六ケ所村）（処理能力：800 トン／年）が 2021 年度上期竣工を目指している


[3]。また、再処理まで最長 50 年間、中間貯蔵施設で保管する選択肢もある。リサイクル燃料貯蔵株


式会社がリサイクル燃料貯蔵センター（青森県むつ市）（貯蔵規模：１棟目 3000 トン）を整備中であ


る[4]。上記の再処理工場又は中間貯蔵施設が運転を開始すれば、原子力発電所の敷地内で保管中の


使用済燃料を順次搬出することができる。再処理すると使用済燃料は減量していくことになるが、回


収されたプルトニウムの利用（プルサーマル等）及び放射性廃棄物の処理処分（処分場の操業等）を


並行して進める必要がある。 


④ ワンススルーオプション：使用済燃料を処分場に搬出し、（地層）処分する（廃棄体化のための施設


や中間貯蔵施設を経由する場合もありえる）。リサイクルオプションの場合と同様、放射性廃棄物


（使用済燃料）を（処理）処分する必要がある。 


 


 使用済燃料の発生に対する技術的選択肢としては下記もある。 


⑤ 高燃焼度化により、使用済燃料の発生量自体を少なくすることもできる。ただし、減量の効果は小さ


いため、これだけでは問題解決の手段にはならない。 


 


 以上のように、使用済燃料問題は、原子力発電所の運転（再稼働）、核燃料サイクル施設（再処理施設、


中間貯蔵施設、ＭＯＸ燃料加工施設等）の操業、放射性廃棄物の処理処分等の原子力のエネルギー利用全


体に関連している。 


 使用済燃料問題の解決は、技術の進歩だけでなく、社会的信頼に依存するところが大きい。第５次エネ


ルギー基本計画の「原子力の課題解決方針」 [1] （P.100）は、「我が国においては、更なる安全性向上


による事故リスクの抑制、廃炉や廃棄物処理・処分などのバックエンド問題への対処といった取組により、


社会的信頼の回復がまず不可欠である。このため、人材・技術・産業基盤の強化に直ちに着手し、安全


性・経済性・機動性に優れた炉の追求、バックエンド問題の解決に向けた技術開発を進めていく。東京電


力福島第一原子力発電所事故の原点に立ち返った責任感ある真摯な姿勢や取組こそ重要であり、これが我


が国における原子力の社会的信頼の獲得の鍵となる。」と述べている。 


  


 技術者としての倫理については、技術士倫理綱領の解説（日本技術士会ホームページ）[5]が参考にな


る。その中には、「公衆の利益の優先」に安全確保を関連付ける、或いは、エネルギーや環境問題などを


含め「持続可能性の確保」として論述するなど、解答できるとよい。また、上記の視点に加え、国際的に


は、余剰プルトニウムを保有することは核兵器転用の疑念を持たれ原子力利用そのものに影響を及ぼしか


ねないということに言及することも視点の一つとなろう。なお、社会の持続可能性については、前述した


ように他の部門でも出題されている。「持続可能な開発目標（SDGs）」を項目だけでも把握しておく必要が


ある。「SDGs」とは、2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015 年 9 月の国連


サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016 年から 2030 年


までの国際目標である[6]。 


 


【参考文献／参考情報】 


[1] 資源エネルギー庁ホームページ 
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/ 



https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/
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[2] 電気事業連合会ホームページ 
https://www.fepc.or.jp/nuclear/cycle/chozou/index.html 


[3] 日本原燃株式会社ホームページ 
http://www.jnfl.co.jp/ja/ 


[4] リサイクル燃料貯蔵株式会社ホームページ 
http://www.rfsco.co.jp/index.html 


[5]  技術士倫理綱領の解説（日本技術士会ホームページ） 
https://www.engineer.or.jp/c_topics/000/attached/attach_25_3.pdf  


[6] 外務省ホームページ 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html 


[7]  月刊技術士 2019.9号記事「技術士倫理綱領の解説」精読のススメ」（渋谷高広） 


 


【類似問題】 


 令和元年度 機械部門 必須問題Ⅰ-2 


 令和元年度 電気電子部門 必須問題Ⅰ-1 


 令和元年度 化学部門 高分子化学 Ⅲ-2 


 令和元年度 資源工学部門 資源の開発及び生産 Ⅲ-2 


 令和元年度 衛生工学部門 必須問題 Ⅰ-1 


 令和元年度 水産部門 必須問題 Ⅰ-2 


 令和元年度 環境部門 必須問題 Ⅰ-2 


 


表１  


 


出典：電気事業連合会ホームページ https://www.fepc.or.jp/resource_sw/chozo.pdf 


 



https://www.fepc.or.jp/nuclear/cycle/chozou/index.html

http://www.jnfl.co.jp/ja/

http://www.rfsco.co.jp/index.html

https://www.engineer.or.jp/c_topics/000/attached/attach_25_3.pdf

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html
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4.2 選択科目の問題と解答のポイント 


 4.2.1 原子炉システム・施設 


 


20－１ 原子炉システム・施設 


Ⅱ 次の2問題（Ⅱ－１、Ⅱ－2）について解答せよ。（問題ごとに答案用紙を替えること。） 


Ⅱ－1 次の４設問（Ⅱ－1－1～Ⅱ－1－4）のうち1設問を選び解答せよ。（解答設問番号を明記し、答案


用紙1枚以内にまとめよ。） 


 


Ⅱ－１－１ 発電用原子炉に関し、原子力災害対策特別措置法（原災法）の第10条事象及び第15条事象に


ついてどのような事象か説明するとともに、各々の事象の具体例を示せ。また、各々の事象


が発生した場合の原子力災害対策重点区域における防護措置を説明せよ。 


 


 


【解答のポイント】 


第 10 条事象及び第 15 条事象については、それぞれの事象に至る条件を説明し、表１，２に示すような


事象から一例を具体例として示していく。そして、第 10 条事象に対応する「施設敷地緊急事態」と,第 15


条事象に対応する「全面緊急事態」における防護措置を説明するとともに、防護対象区域(ＰＡＺ，ＵＰ


Ｚ)についても説明を加えるとよい。 


 


（１）第 10 条事象[1] 


第 10 条は、原子力防災管理者の通報義務等について規定したものであり、以下の条件を満たした


時に、第 10 条事象として、直ちに、内閣総理大臣及び原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在


市町村長等へ通報することとしている。 


 政令で定める基準以上の放射線量が検出されたとき 


 原子力規制委員会規則で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したとき 


 


「政令で定める基準」は、参考文献[2]の第四条にガンマ線の放射線量に対して以下の基準が示され


ている。 


 敷地境界の空間線量率が 5 μSv/h以上 


 敷地内の管理区域外で 50 μSv/h以上 


「政令で定める事象」は、参考文献[3]の第七条に表１に示す事象等が規定されている。 


 


表１ 政令で定める事象の例（沸騰水型軽水炉の場合）[3] 


通報すべき事象 


・原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生


した場合において、非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水する


もののいずれかによる注水が直ちにできないこと。 


・全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上継続するこ


と。 


・使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと又は当該貯蔵槽の水位を維持できていない


おそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。 


・炉心の損傷が発生していない場合において、炉心の損傷を防止するために原子炉格納容


器圧力逃がし装置を使用すること。 


 等の全 14 事象 


 


（２）第 15 条事象 


第 15 条は、以下の条件を満たした時に、第 15 条事象として、内閣総理大臣は、直ちに、「原子力緊


急事態宣言」を行い、市町村長及び都道府県知事に対し、避難のための立退き又は屋内への退避の勧


告等を行うとしている。[1] 


 検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合 


 原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合 


 


「異常な水準の放射線量の基準」は、参考文献[2]の第六条にガンマ線の放射線量に対して以下の


基準が示されている。[2] 


 敷地境界の空間線量率が 5 μSv/h 以上(二地点以上において又は 10分間以上継続して検出され


た場合) 


 敷地内の管理区域外で 5 mSv/h以上 
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「原子力緊急事態の発生を示す事象」として、参考文献[3]の第十四条に表２に示す事象が規定さ


れている。 


 


表２ 原子力緊急事態の発生を示す事象の例（沸騰水型軽水炉の場合）[3] 


原子力緊急事態の発生を示す事象 


・原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入により原子炉を停止することが


できないこと又は停止したことを確認することができないこと。 


・原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生


した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと。 


・全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が一時間以上継続するこ


と。 


・全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続す


ること。 


・炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量を検知すること。 


等の全 13事象 


 


（３）緊急事態における防護措置 


原子力災害対策指針[4]では、緊急事態への対応を、準備段階・初期対応段階・中期対応段階・復


旧段階の４つに区分し、対応を検討しておくことの考え方が示されており、第 10 条事象、第 15 条事


象は、事態の発生段階である「初期対応段階」に該当する。 


「初期対応段階」では、緊急事態を、警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態の３つに区分


しており、これらの区分に該当する状況であるか否かを原子力事業者が判断するための基準として、


緊急時活動レベル（Emergency Action Level。 以下「ＥＡＬ」という。）が設定されている。 


また、防護措置は、事態の進展に応じて、原子力災害対策重点区域として定められた、「予防的防


護措置を準備する区域」（Precautionary Action Zone、以下「ＰＡＺ」。）（半径 5 ｋｍ内）と、「緊急


防護措置を準備する区域」（Urgent Protective Action Planning Zone。以下「ＵＰＺ」。）（半径 30 


㎞内）に適用される。 


以下に緊急事態の区分に対応した防護措置と各々の判断基準となるＥＡＬを示すが、施設敷地緊急


事態及び全面緊急事態での防護措置がそれぞれ第 10条事象と第 15条事象に対応している。 


 


（a）警戒事態 


警戒事態では、その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、原


子力施設における異常事象の発生又はそのおそれがある。この段階では、原子力事業者は、事象の発


生及び施設の状況について直ちに国に連絡しなければならない。国及び地方公共団体は、原子力施設


の近傍のＰＡＺ内において、実施に比較的時間を要する防護措置（要支援者の避難等）の準備を開始


しなければならない 


警戒事態を判断するＥＡＬとしては、以下が挙げられる。 


 立地道府県での震度６弱以上の地震 


 大津波警報の発令 


 規制委員長等が重大な事象と認めた場合等 


 


（b）施設敷地緊急事態（第 10 条事象に対応する防護措置） 


第 10 条事象である、施設敷地緊急事態は、原子力施設において公衆に放射線による影響をもたら


す可能性がある。この段階では、原子力事業者は、事象の発生等及び施設の状況について直ちに国及


び地方公共団体への通報、原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を行わなければ


ならない。国、地方公共団体及び原子力事業者は、主にＰＡＺ内において、基本的に全ての住民等を


対象とした避難等の予防的防護措置を準備しなければならない。 


 


（c）全面緊急事態（第 15条事象に対応する防護措置） 


第 15 条事象である、全面緊急事態は、原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可


能性が高い事象が生じている。この段階では、原子力事業者は、事象の発生等及び施設の状況につい


て直ちに国及び地方公共団体への通報、原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を


行わなければならない。国及び地方公共団体は、ＰＡＺ内において、基本的に全ての住民等を対象に


避難や安定ヨウ素剤の服用等の予防的防護措置、ＵＰＺ内においては、屋内退避を実施するとともに、


事態の推移に応じて、ＰＡＺ内と同様、避難等の予防的防護措置を講ずる必要がある。 


 


 







 


当該記事の無断転載を禁じます 


23 


 


【参考文献/参考情報】 


[1]原子力災害対策特別措置法 


https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?openerCode=1&lawI


d=411AC0000000156_20180627_430AC0000000066#66 


[2]原子力災害対策特別措置法施行令 


https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412CO000000


0195#26 


[3]原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 
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Ⅱ－１－２ トリチウムとは何かを放射性物質としての特徴を含めて説明し、また、原子力発電所内にお


いてどのように発生し、どのように管理されているかを説明せよ。 


 


 


【解答のポイント】 


解答にあたっては、問題文で問われていることに対し、専門的知識が必要である。以下に、参考とな


る情報を示す。これらの説明問題に対しては、求められる枚数で整理することを意識した情報の整理と


解答案作成の練習、訓練が必要と思われる。 


 


（1）トリチウムとは何かを以下に示す。 


トリチウム(3H, T)とは質量数が３の水素の同位体で、陽子１個、中性子2個で構成されている原子


である。水素の他の同位体には、陽子１個、中性子１個の重水素(2H, D)と陽子１個、中性子0個の水


素（軽水素, 1H, H）が存在する。これらの水素の同位体は、その質量数が大きく異なることから、原


子核としての性質が大きく異なる、一方、最外殻電子が同じであるため、化学的性質がほぼ同じであ


る[1][2]。 


トリチウムの放射性物質としての特徴は、半減期12.3年であり、非常に低いエネルギー（最大


18.7keV, 平均5.7keV）のベータ線を放出して、ヘリウム－3へと崩壊する。放出するベータ線のエネ


ルギーが低いため、人の表皮の部分で止まり、外部被ばくの影響は小さい[1][2]。一方、体内に摂取


した場合、トリチウム水(HTO)や、より滞在時間が長いトリチウムの一部が炭水化物やたんぱく質に


結合した有機結合型トリチウム(OBT)は、内臓や遺伝子に損傷を与える内部被ばくの原因となる可能


性がある。体内に摂取した放射性物質の濃度から、生涯にわたって受ける被ばく線量に換算する係数


である実効線量係数で比較するとOBTはHTOの2倍以上程度大きい。しかし、これらは、その他の放射


性物質である131I、137Cs、40Kと比較すると1/100以下と小さい[1]。 


 


【参考値】経口摂取による成人の実効線量係数[1]。 


 HTO：1.8 x 10-11 Sv/Bq 


 OBT：4.2 x 10-11 Sv/Bq 


 131I：2.2 x 10-8 Sv/Bq 


 137Cs：1.3 x 10-8 Sv/Bq 


 40K：6.2 x 10-9 Sv/Bq 


 


（2）原子力発電所内においてトリチウムがどのように発生するのか以下に示す[1][2][3]。 


（2-1）核燃料が中性子と反応した時に起こる三体核分裂 


ウランやプルトニウムが核分裂する際、3つの核種に分裂する三体核分裂が1000回に2～4回発生し、


2つの大きな原子核の核分裂生成物とともに1つの小さな原子核の核分裂生成物が生じる。この小さい


原子核のうちの1つとしてトリチウムが発生する。発電所内での主要な発生源であるが、大部分は燃


料棒内に留まり、被覆管内に隔離される。 


（2-2）ホウ素－10の中性子捕獲 


沸騰水型原子炉（BWR）では制御棒として使われる炭化ホウ素に含まれるホウ素－10が、加圧水型


原子炉（PWR）では一次冷却水に添加されているホウ素－10が中性子照射により、以下の式に示すホ


ウ素－10の中性子捕獲反応で、トリチウムとヘリウムが生じる。 
10B+n→2 4He + 3H 


この反応がPWR内で管理を必要とするトリチウムの主要な発生源となる。 


（2-3）重水素の中性子捕獲 



https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?openerCode=1&lawId=411AC0000000156_20180627_430AC0000000066#66

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?openerCode=1&lawId=411AC0000000156_20180627_430AC0000000066#66

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412CO0000000195#26

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412CO0000000195#26

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424M60000480002

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424M60000480002

https://www.nsr.go.jp/data/000024441.pdf
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原子炉の冷却材に用いている水に含まれる重水素が中性子を吸収してトリチウムが生じる。 
2H + n→ 3H 


本反応は軽水炉では大きな発生源ではないが、重水を減速材として用いる重水炉（HWR）などではト


リチウムの発生が多くなり、主要な発生源なる。HWRでは、重水から発生するトリチウムが多くなる


ことから、トリチウムの管理がさらに重要となる。 


このような観点から、軽水炉では、一次冷却水にほう素が含まれる加圧水型原子炉（PWR）の方が沸


騰水型原子炉（BWR）よりも多くのトリチウムを放出する。また、重水を減速材として用いる重水炉


などではトリチウムの放出が多くなる。 


【参考値】原子力発電所の発電量1MWy当りのトリチウムの発生量[3][4]。 


 BWR：1.9 GBq (気体排出物中の量)、3.7 GBq（液体排出物中の量） 


 PWR：7.4 GBq (気体排出物中の量)、74 GBq（液体排出物中の量） 


 HWR：590 GBq (気体排出物中の量)、150 GBq（液体排出物中の量） 


 


（3）原子力発電所内において発生したトリチウムがどのように管理されているかを以下に示す。 


液体状のトリチウムは主に冷却水中に含まれており、冷却水は循環されることで再利用する。その


際、ポンプなどの機器の部品接合部から漏れ出ることなどにより建屋の床にたまる床ドレン、機器配


管の水抜きの際の機器ドレン、原子炉冷却材浄化用イオン交換樹脂の再生廃液、洗濯廃液等から液体


状の放射性廃棄物が発生する。その水は、ろ過または蒸発処理を行って放射性物質を取り除き、その


濃度を測定して管理基準以下の量であることを確認の上、海洋放出する。 


気体状のトリチウムは排ガス系もしくは液体状のトリチウムとともに建屋内雰囲気に移行し、気体


状の放射性廃棄物が発生する。粒子状の放射性廃棄物は高性能フィルタでろ過することによって除去


し、希ガスやヨウ素は減衰タンクや活性炭式希ガスホールドアップ装置によりその放射能を減衰させ、


合理的に達成可能な限り低く（ALARA）して、排気筒から大気中へ放出する。[5][6]。 


「発電用軽水型原子炉施設における放射性物質の測定に関する指針」では、原子力発電所から放出


される液体状、気体状のトリチウムなどの量を測定することとなっており、液体状のトリチウムの場


合、多量の海水で希釈して、法令に定める濃度限度である60 Bq/cm3以下にして海域に放出している


[1][6]。各事業者において、法令で定める基準よりも厳しい放出管理の基準値を定めて管理している。


また、気体状のトリチウムは、希ガスやヨウ素などと比較し、発電所周辺に住んでいる人々に与える


影響が小さいため、放出管理の基準値を設定していないが、気体中に含まれる水分の一部を定期的に


採取・測定し、有意な変化がないことを確認することで管理している[5]。これにより、原子力発電


所から放出される放射性物質が周辺住民に与える被ばく線量を線量限度（年間１mSv）より低く抑え


ている、その線量は日本では、年間0.001 mSv以下であるといわれている[6]。 
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Ⅱ－１－３ 原子炉における反応度の測定方法を複数挙げ、そのうちの１つにつき、測定方法の概要と適


用時の留意点を述べよ。 


 


【解答のポイント】 


反応度測定方法には、次頁の表の分類のような様々な測定方法がある。 



https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_09-01-02-04.html

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committtee/tritium_tusk/pdf/160603_01.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committtee/tritium_tusk/pdf/160603_01.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committtee/tritium_tusk/pdf/160603_02.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committtee/tritium_tusk/pdf/160603_02.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku.html
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分類 測定方法 


静 
的 
手 
法 


中性子源増倍法（SM法) [1] [2] [4] [5] 


未臨界法 [3] 


指数実験法[5] 


比較法[2] 
臨界法 [4] 
補償法 [1] 


動 
的 
手 
法 


ペリオド法[1] [2] [3] 


逆動特性法 （Inverse Point Kinetics法：IPK法） [1] [4] [5] [6] [7] 


制御棒オシレータ法 [2] 


制御棒落下法（RD法）[2][3] 
外挿法 [1] 


積分法 [1] [4] 


中性子源引き抜き法 
外挿法 [2] 


Source Jerk法（SJ法）[4] [5] 


パルス中性子法 [1][2] 


Simmons-King法  [5] 


パルス中性子源法 [4] 


面積比法 [5] 


統 
計 
的 
手 
法 


炉雑音解析手法 


Feynman-α法 [1] [5] 


Rossi-α法 [5] 


Break Frequency Noise Analysis 法 


（BFNA法）[2][3][4] 


 


以下にペリオド法、比較法、逆動特性法、制御棒落下法、中性子源増倍法、中性子源引き抜き法、パル


ス中性子法を例に概要と留意点を記載する。他の方法の詳細は、表中に示した文献等を参考にするとよい


[1][2][3][4][5][6][7] 。 


 


（1）ペリオド法 


ペリオド法は、原子炉ペリオドTpと印加反応度δρの間に逆時間方程式が成立することを用いて、
臨界状態の原子炉から制御棒を少し引き抜いて小さい正の反応度をステップ状に投入し、制御棒の単
位長さ当たりの等価反応度を測定する方法である。 
原子炉を臨界に保ち、制御棒を適当な長さだけ急速に引き抜いて正のステップ状入力δρを加え、


炉出力が2倍になる時間Tdを測定する。この時、原子炉ペリオドをTpとして中性子出力N(t)をN(t) = 
N0e


t/Tpと置くと、eTd/Tp = 2 より、Tp = Td/ln2が求められる。これを逆時間方程式 


ρ = 
ℓ 


＋ 
6 
Σ  
i=1 


βi 


Tp 1+λiTp 


 
に代入することで印加反応度δρを計算することが出来る。なお、ℓ, βi, λiは原子炉固有の定数と


する。即発中性子寿命ℓが小さいとした場合は右辺第1項を無視して、 


ρ = 
6 
Σ  
i=1 


βi 


1+λiTp 


となる。この方法で注意すべきことは下記である。 


 測定した倍時間TdからペリオドTpを求めるので、測定系の線形性が成立していること 


 原子炉出力の統計的なゆらぎが測定に影響しない様に臨界点の保持に十分時間をかけて平衡状態


を確かめること 


 安全上の配慮および測定のしやすさから適当なペリオド範囲（正のペリオドは20～300 秒、負の


ペリオドは100～400 秒）とそれに見合った待ち時間をとること 


 


（2）比較法（または補償法） 


比較法（補償法および臨界法を含む）は、較正された既知の反応度を有する制御棒との比較で較正


したい制御棒の等価反応度を求める方法である。 


ペリオド法の測定では、投入された正の反応度C1を別の制御棒を挿入し負の反応度C2を投入して相


殺することで、再び臨界に戻す操作が行われる。このとき、加えられた負の反応度C2はペリオド法で


加えられた正の反応度C1に等しい。従って、ペリオド法ではC1の較正とC2の較正は同時に行うことが


出来る。このようなC2の反応度の測定方法を補償法と呼ぶ。補償法には、C1の代わりに較正された既


知の反応度を有する標準制御棒との比較法で等価反応度を求める標準反応度法も含まれる。 
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この方法で注意すべきことは、ペリオド法で使用する制御棒より補償法で較正する制御棒の反応度


価値が大きい場合は全ストロークの測定ができないことである。この場合は別の測定方法（例えばペ


リオド法）を併用する必要がある。また、基準となる制御棒と測定対象の制御棒位置における局部的


な中性子束の歪みの影響、制御棒の相互干渉、検出器位置と制御棒との距離の影響などにより測定誤


差が生じることに注意する必要がある。特に、互いに近接している制御棒をこの方法で較正するとき


は干渉に注意が必要である。 


 


（3）逆動特性法（IPK法） 


逆動特性法は、中性子の動特性方程式を反応度ρ(t)について解いた式、 


 


ρ(t) = βeff + Λd/dt(ln n(t)) – ΛＳ/n(t)  
                                            


– 1/n(t)Σβi{n(0)exp(-λit) + λi∫ n(τ)exp(-λi(t-τ))dτ} 


                                          


βi：第i群の遅発中性子割合 


βeff:実行遅発中性子割合(= Σβi)  


λi：第i群の遅発中性子先行核の崩壊定数 


Λ：中性子生成時間 


Ｓ：外部中性子源強度 


n(t)：中性子計数率 


 


を用いて、中性子計数率n(t)の測定値から反応度ρ(t)を求める方法である。 


βi，λi，Λ，Ｓなどの定数は予め求めておく必要がある。この方法を適用した反応度計が実用化


されており[7]、PWRで高温零出力時に行われる様々な反応度効果の測定（温度係数、ほう素価値等）


で使用されている。反応度計を用いることで、反応度ρ(t)をリアルタイムに評価することができる。 


この方法で注意すべき点は、中性子計数率の測定精度が反応度の測定精度に影響することである。


遅発中性子先行核濃度の積分精度は演算周期に依存するため，高速の演算周期が求められる。一方、


中性子計数率の測定に影響するノイズを効率よく除去のためには時定数の長いノイズフィルタが適し


ている。そのため、演算周期、サンプリング周期、フィルタ時定数などを適切に調整する必要がある。 


 


（4）（制御棒）落下法 


落下法は、制御棒の全引き抜き状態から全挿入状態にした時のような大きな負の反応度の絶対値測


定を行う場合に用いられる。制御棒落下法のデータ処理には外挿法と積分法がある。 


（a）外挿法 


外挿法は、臨界状態で運転中の原子炉に制御棒を急速に挿入した場合の即発跳躍出力から投入反応


度を求める方法である。 


出力n0の臨界状態で負の大きな反応度－δρを投入すると、即発跳躍で出力がn(0)に下がり、その


後は遅発中性子先行核の崩壊によって出力はゆっくり低下するので、n(t)/n0の落下後の計数の時間変


化をt=0に外挿してn(0)/n0を求める。 


この時、次の関係が成り立つ。ここで、βは遅発中性子発生割合βi(i=1～6)の合計である。 


n(0) 
＝ 


β 


n0 β + δρ 


      


従って、δρは、 


δρ = β(n0/n(0) - 1) 


となる。 


（b）積分法 


積分法は、反応度投入後の出力がバックグランドレベルになるまで測定し、その積分値を求めて、


次式により反応度を求める方法である。 


δρ＝ 
n0 


ℓ＋ 


6  


Σ 


i=1 


βi 


∫ 
∞ 


n(t)dt 


λi 


  


0 


出力の積分値は複数の測定系とマルチチャンネルスケーラ（MCS)またはスケーラ＆タイマを用いて


測定する。まずスケーラでn0を測定しておく。反応度投入と同時に計数を開始して次第に計数率が落


ちて計数がもはや増加しなくなった時点で測定を終了し、このときの値を上式の分母の積算値として


使用する。 


6 t 


0 i=1 
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この方法で注意すべきことは、落下法は一点炉近似動特性に基づくので、反応度投入の前後で中性


子分布が大きく変化しない場所に検出器を設置すること、測定開始前に原子炉の出力を遅発中性子先


行核寿命に比べて長時間一定に保つことである。外挿法では誤差が生じやすいことに留意すること。


また、積分法では複数の測定系を使用する場合に測定効率の違いに留意することと、出力が十分低下


するまで計測することである。 


 


（5）中性子源増倍法 


中性子源増倍法は、未臨界原子炉において中性子数nが，次の式で，中性子源強度Sと未臨界度1-


keffより一意的に決まる定位性があることを用いて反応度を測定する方法である。 


ｎ = αS/(1 - keff)      （α：比例定数） 


既知の実効増倍率k0で未臨界に保たれた原子炉で計数率C0が得られる場合に、未知の実効増倍率keff


で計数率Cを得たとすると、 


C0 ＝ 
1 - keff 


C 1 - k0 


となり、これより未知の実効増倍率：keff = 1 - C0･(1 - k0)/C が求められる。 


この方法で注意すべきことは、k0を較正した状態と未知状態とで中性子源の状態Sとｎの関係を示す


αが変わらないとしている点である。大きな実行増倍率の変化によって中性子分布が著しく変化する


場合は、αの値を補正する修正中性子源増倍法が適用される。 


 


（6）中性子源引き抜き法 


中性子源引き抜き法は、中性子源によって出力を一定に保っている未臨界原子炉から中性子源を急


に引き抜いた時の即発跳躍出力から未臨界度を測定する方法である。 


強度Sの中性子源によって出力（中性子数：n0）を保っている未臨界度ρ0の未臨界原子炉から中性子


源を急に引き抜くと、即発跳躍によって中性子数がn1に変化する。未臨界炉の1点炉動特性方程式に


遅発中性子生成率一定近似を用いると、 


n1 = n0･β/(β - ρ0） 


が得られる。これを変形すると、 


ρ0 = β･（1 - n0 / n1) 


が得られるので、n1を測定するとρ0が求まる。 


この方法で注意すべきことは、即発跳躍を前提とした制御棒落下法の外挿法と同じである。すなわ


ち、測定開始前に原子炉の出力を遅発中性子先行核寿命に比べて長時間一定に保つことが必要である。


また、即発跳躍出力n1の測定には誤差が伴うことも注意を要する。 


 


（7）パルス中性子法 


パルス中性子法は、加速器を用いてパルス状の中性子を減速材体系や増倍材体系に入射して、体系


内の中性子数の時間変化を測定・解析することによって、各種の積分的炉物理定数を求める方法であ


る。 


同一の原子炉の未臨界時と遅発臨界時にそれぞれ高速中性子を入射して中性子数の減衰率を比較す


ることで、未臨界状態（例えば、制御棒挿入状態）の反応度（制御棒の等価反応度）を求めることが


できる。 


未臨界体系に高速中性子（中性子数：ｎ）を瞬間的に注入すると、高速中性子は熱中性子にまで減


速されて燃料に吸収されて再び即発中性子（中性子数：n'）を生成する。この場合、遅発中性子の寄


与が少ないので、n'は中性子の生成割合として即発中性子増倍係数kpを用いて、 


n' = kp･ｎ 


と表される。kpは遅発中性子を含む実効増倍係数kと実効的な遅発中性子割合βを用いて、 


kp = (1 - β)k 


なので、中性子の変化率Δn/nはΔn=n'－nとして、 


Δn/n = (1 - β)k - 1 


となる。即発中性子寿命ℓでΔｎ/nを除することで単位時間当たりの中性子数の変化率が得られる。 


dn/dt = n･((1 - β)k - 1)/ℓ 


この微分方程式を解くと、中性子数n(t)の時間変化が求められる。 


n(t) = n0･exp{ t･((1 - β)k - 1)/ℓ} 


高速中性子入後の中性子数の減衰は指数関数となり、その減衰率をαとして上式と比較すると、 


n(t) ∝ e-αt 


α = - ((1 - β)k - 1)/ℓ 


未臨界炉の反応度ρ0=(k－1)/kと即発中性子生成時間をΛ=ℓ/kを用いて整理すると減衰率αは、 


α = (β - ρ0)/Λ 


となる。一方、原子炉を遅発臨界（すなわち、ρ=0）にしてパルス入射を行った場合の即発中性子減


衰率は αc=β／Λとなる。これを測定することで、次式にて未臨界度ρ0を求めることができる。 
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α/αc = (β - ρ0)/β = 1 - ρ0/β 


∴   ρ0 = β(1 - α/αc) 


この方法で注意すべきことは、中性子減速時間が原子炉の熱中性子平均寿命より十分短いときにの


みこの方法が成り立つことである。この方法では深い未臨界度の測定ができる利点がある一方、未臨


界度が深くなるにつれて中性子分布の基本モードの減衰が早くなり、高調波との分離が困難になるた


め減衰率に高調波の影響が表れ易くなることに注意を要する。 
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Ⅱ－１－４ 軽水炉の経年劣化に関し、プラントが長期停止した場合の影響について劣化事象の特性に即


して説明するとともに、保守管理上の留意点を述べよ。 


 


【解答のポイント】 


Ⅱ－１－４について 


(1) 軽水炉の経年劣化事象 


福島第一原子力発電所事故後，国内の多くの原子力発電プラントが長期停止しており，法令上の運


転期間である40年あるいは60年に近づいているものも多い。長期停止した状態での機器・構造物に対


する経年劣化の影響確認は，平成30年の電気事業連合会のレポートに取りまとめられているので参照


されたい。[1] 


原子力発電所の機器・構造物に想定される経年劣化事象の大きな分類として日常的な保全活動によ


って管理できる事象と，それに加えて詳細な評価が必要な事象を分けて説明すると良い。 


(2) 日常的な保全活動で管理できる経年劣化事象 


一般の腐食，配管減肉などは，適切な監視や検査等で傾向を把握し，必要に応じて補修，取替を行


うことで健全性を確保することが可能である。これはプラントが長期停止している状態であっても，


基本的には日常的な保全活動，加えて必要に応じて乾燥保管，ヒドラジン水による湿式保管などを行


うことによって，管理することが可能である。 


応力腐食割れ（照射誘起型応力腐食割れを除く）については，100℃未満となる停止期間中は発


生・進展の可能性は小さいと考えられる。 


(3) 日常的な保全活動に加え長期間の供用に際して詳細な評価が必要な経年劣化事象 


一方で，日常的な長期間の供用に対して高経年化対策実施ガイド[2]では着目すべき事象として，


以下を挙げている。 


① 低サイクル疲労 


② 中性子照射脆化 


③ 照射誘起型応力腐食割れ 


④ ステンレス鋼鋳鋼の熱時効 


⑤ 電気・計装設備の絶縁低下 


⑥ コンクリート構造物の強度低下及び遮蔽能力低下 


 


 解答としては，表などを用いて，これらの経年劣化事象各々の現象の概要を説明するとともに，長


期停止期間時に劣化事象を考慮すべきか否かを整理すると良い（表1参照）。たとえば，①低サイク


ル疲労は，起動等に伴う圧力・温度の過渡変化により疲労が生じる現象であるが，長期停止中は起動


停止の時のような大きな圧力・温度変化は起こりえないため，考慮する必要はないと言える。 
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表1 経年劣化事象の概要と長期停止に伴う影響（出典：[1]内の表を一部加工） 


No 経年劣化事象 現象概要 長期停止に伴う影響 


1 低サイクル疲労 プラントに起動・停止等の温


度や圧力の変化（過渡）によ


って生じるゆっくりとした応


力の変動による疲労現象 


停止期間中は大きな圧力・温度変動


がないため，疲労の蓄積を考慮する


必要はない 


2 中性子照射脆化 中性子の照射を受け延性脆性


遷移温度が上昇し、上部棚破


壊靭性値が低下する現象 


停止期間中は放射線の影響を受けな


いため、脆化の進展を考慮する必要


はない 


3 照射誘起型応力腐食割


れ 


中性子の照射がある閾値を超


えると、材料の感受性が増加


し、環境、応力との3因子の重


畳により亀裂が発生する現象 


停止期間中は放射線の影響を受けな


いため、感受性への影響を考慮する


必要はない 


4 ステンレス鋼鋳鋼の熱


時効 


ステンレス鋼鋳鋼が、高温に


長時間曝された場合に引張強


度が増加すると共に靭性が低


下する現象 


停止期間中は高温状態とならないた


め、脆化の進展を考慮する必要はな


い 


5 電気・計装設備の絶縁


低下 


電気・計装設備に使用されて


いる高分子絶縁材料が、環境


的、電気的及び機械的な要因


で劣化し、電気抵抗が低下


し、絶縁性を確保できなくな


る現象 


停止期間中の原子炉格納容器内等の


環境は運転中と比べ温度・放射線と


もに著しく低いが、劣化は進展する


可能性がある 


6 コンクリート構造物の


強度低下及び遮蔽能力


低下 


熱や放射線、中性化、塩分浸


透、機械振動などによる強度


低下、熱による遮蔽能力低下 


停止期間中の熱、放射線及び機械振


動の影響は、運転中と比較して著し


く低いが、中性化、塩分浸透は、進


展する可能性がある 


 


(4) 長期停止中に劣化が進展する可能性のある事象 


上述の通り，ほとんどの経年劣化事象は，考慮する必要はないと整理できるが，⑤電気・計装設備


の絶縁低下と，⑥コンクリート構造物の強度低下及び遮蔽能力低下に関しては，長期停止中であって


も進展する可能性がある。 


電気計装品に関しては，長期停止中の環境として，熱，放射線ともに低い状況であり，劣化速度は


十分遅いことを示した上で，定期的に保全活動を行っており，点検により劣化が検知できること，仮


に点検で有意な劣化が見られた場合でも，取替可能であり，停止期間を考慮して取替を行うことが可


能であることを示す。 


また，コンクリート構造物の中性化，塩分浸透については，中性化や塩分浸透が鉄筋位置まで容易


に達しないよう十分に余裕のある設計を行っていることに加え，健全性評価の結果，仮に進行または


進行する可能性が認められたとしても，耐力評価を行い当該部位を構成する部材または構造体の耐力


が設計荷重を上回っている等、構造健全性が維持できることを確認することで安全性を確保し得ると


判断されることが，実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準に記載されている［3］。 


これらの事象に関しては，運転期間延長認可申請を行った実機プラントの調査結果の例などを引用


し，仮に停止期間を10年とした場合でも，停止時の劣化は極めて小さく，劣化状況評価の結果に与え


る影響は僅かであること，または評価基準値に対して十分な裕度を有していることを示しても良い


［1］［4］［5］。 
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https://www.nsr.go.jp/data/000069146.pdf 


[3] 原子力規制委員会，実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準の制定について 


https://www.nsr.go.jp/data/000069246.pdf 


[4] 関西電力株式会社（平成27 年4 月（平成28 年4 月一部変更）），高浜発電所運転期間延長認可申


請書（1 号発電用原子炉施設の運転の期間の延長）の添付書類二「高浜発電所１号炉 劣化状況評


価書」 



https://www.fepc.or.jp/nuclear/other-materials/pdf/20180730.pdf

https://www.nsr.go.jp/data/000069146.pdf

https://www.nsr.go.jp/data/000069246.pdf
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https://www.nsr.go.jp/data/000153498.pdf 


[5] 日本原子力発電株式会社（平成29年11 月），東海第二発電所運転期間延長認可申請書（発電用原


子炉施設の運転の期間の延長）の添付書類二「東海第二発電所 劣化状況評価書」 


https://www.nsr.go.jp/data/000210828.pdf 


https://www.nsr.go.jp/data/000210827.pdf 



https://www.nsr.go.jp/data/000153498.pdf

https://www.nsr.go.jp/data/000210828.pdf

https://www.nsr.go.jp/data/000210827.pdf
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Ⅱ－２ 次の2設問（Ⅱ－2－1、Ⅱ－2－2）のうち、1設問を選び解答せよ。（解答設問番号を明記し、答


案用紙２枚以内にまとめよ。） 


 


Ⅱ－２－１ PRAから得られるリスク情報を活用した意思決定（Risk Informed Decision Making:RIDM）


を原子力発電プラントのリスクマネジメントに導入することとなった。RIDMによるリスクマ


ネジメント業務の担当責任者として業務を進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。 


（1） 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。 


（2） 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。 


（3） 業務を効率的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。 


 


【解答のポイント】 


 


RIDMとは、確率論的リスク評価（Probabilistic Risk Analysis: PRA)から得られるリスク情報を含
めた様々な情報をもとに、安全対策の優先順位を総合的に意思決定するものである。従来は決定論的手
法による評価をもとに意思決定がなされてきたが、より合理的な意思決定のために、確率論的手法の適
用が提唱されている。 


我が国の全原子力事業者からは、参考文献[1]としてRIDMの推進に向けた宣言がなされており、RIDM
の全体計画を把握するうえで有用である。 


以下、原子力発電事業者の立場として、各設問に対応する事項を纏める。 
 
（1）調査・検討すべき事項とその内容 


参考文献[1]において、RIDMは図１に示す3つの主要な活動とそれらを支える２つの活動から成り立つ
とされており、これら活動の基礎を構築すべきである。3つの活動の検討内容を次に纏める。 


 
・パフォーマンス監視・評価 


現状のプラントと目標とする姿とのギャップを調査・分析し、目標を達成するための課題抽出と解
決策の候補を摘出するとともに、適用した解決策が有効に機能していることを監視・評価する。 
リスク重要度と関係する情報をもとに、監視の対象とする構造物、系統、機器（Structure System 


Component: SSC）の範囲を決めるとともに、各SSCの異常を判断するしきい値を決定する。ここで、
しきい値はPRAだけでなく、設計マージンや運転マージンも考慮して決定する。 
また、運転員の操作、及び作業員の現場作業におけるパフォーマンスの監視／評価方法を検討する


とともに、運転員のストレス等のパフォーマンス上の問題点を把握し、その対策として保安規定、運
転要領、及び事故時手順書の改善等を検討する。 


・リスク評価 
課題が抽出された場合に、その解決策を決定論的評価と確率論的評価の両方により評価する。決定


論的評価では、規制基準への適合性、深層防護への影響、安全余裕の影響の観点で解決策を評価する。 
確率論的評価では、PRAにより、ハザードとそのハザードに対応する機能の成功基準について分析し、


プラント全体のリスク（炉心損傷頻度（Core Damage Frequency: CDF）、格納容器機能喪失頻度
（Containment Failure Frequency: CFF)、早期大規模放出頻度（Large Early Release Frequency: 
LERF)等）及び個々のSSC、運転操作のリスク重要度等を定量的に評価する。また、PRAの品質を向上
又は維持するにあたり、評価対象とするハザードや運転モードの範囲拡大に向けた研究を行うととも
に、インプットとなる故障率データについて可能な限り当該プラントの実績に近いデータを収集する。 


・意思決定実施 
リスク評価から得られる情報を、不確かさをふまえてその他情報とともに考慮し、課題の解決策の


中で最適なものを選定・実施する。さらに、海外プロセスの調査を行い、自社に最適なプロセスを構
築するとともに、ツール／マニュアル類も整備する。 
 


RIDMの3つの主要な機能を支える2つの活動の検討内容を次に纏める。 
 
・是正処置プログラム（Corrective Action Program: CAP） 


不適合の情報に加え、予兆、マイナーな事案、ヒューマンパフォーマンスの課題を含め、通常と異
なる状態に関する情報を報告書（Conditional Report: CR）としてまとめる。さらにこの情報のうち、
安全上重要な課題を特定し、重要度に応じて適切に対応（対策の検討、特に重要なものは根本原因分
析と再発防止対策まで実施）する一連のプロセス策定を検討する。 


・コンフィグレーション管理（Configuration Management: CM） 
対象とするSSCについて、設計要求、設計マージン、運転マージン、設計図、関連する文章を含め、


必要な情報を収集・整備し、必要なときに直ちに使えるように整理する。これによって、機器の劣化、
設備改造等のSSCコンフィギュレーションの変化に対して速やかに対応可能とする。 
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図１ パフォーマンスベースのリスク情報を活用した意思決定による 


リスクマネジメントの概念図[1] 
 
 
（2）業務を進める手順、留意すべき点、工夫すべき点 


(2)-1 業務を進める手順 
我が国における体系立ったRIDMの適用や、RIDMに必要なリスク評価等には将来的な研究要素がある。


そのため、継続的に研究の進捗をRIDMに組み込む手順を立案するとともに、実績に応じた柔軟な手順
変更が必要である。 
上記の状況を鑑み、参考文献[1]では、図２の通り、RIDMを２フェーズに分けて推進する計画が示


されている。 
・フェーズ１では、RIDMプロセス導入に向け（１）で示した事項を整備し、日常の発電所の運転にお
けるランダム故障及び経年劣化に伴う故障等の内的事象のリスクに対し、RIDMプロセスによる自律
的な安全性向上のマネジメントの仕組みを整備する。またそれと並行して、既存のリスク評価のプ
ロセスやツールにより評価したリスク情報を活用してパフォーマンスの向上、リスクマネジメント
能力の向上を進める。 


・フェーズ2では、フェーズ1で導入したマネジメントを実践し、規制当局から導入予定の原子力規制
検査において有効性を示しながら、その改善に引き続き取り組む。すなわち、以下に示すような発
電所の運転管理、保守管理等の日常的な活動に対しRIDMプロセスを適用し、その組織全体に定着さ
せていく。また、事業者は、これを自主的な活動にも展開し、運転員の訓練プログラムや手順書の
改善を行い、設計基準を超える事故への対応力のさらなる強化を図っていく。 


保全プログラム 
保安規定 
品質保証体系 
・RIDMプロセスの進捗、及びリスクマネジメントに関連する研究開発の進展をふまえて、業務を進め


る手順を適宜更新していく。 


 
図２ RIDMプロセスの導入手順[1] 
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(2)-2 業務を進める上で留意すべき点、工夫すべき点 
 RIDM文化の醸成 


事業者の経営トップから、安全最優先と組織全体にわたってRIDMプロセスを導入することを方針と
して打ち出し、組織全体にRIDMを文化として定着させ、リスクやパフォーマンスの問題が現場から
経営側に確実に情報伝達されるようにする。また、経営トップが率先した意思表明を行うことで、
実務担当者のモチベーション向上にもつなげる。 


 人材育成 
意思決定に携わる職員向けには、確率・統計学の基礎、PRA、RIDMに関する研修やワークショップを
受講し、そこで国外のRIDMの実例を学び、どのような課題に直面し、いかに意思決定をしてきたか
を理解する必要がある。 
また、運転、保全、エンジニアリング等に携わる職員向けには、PRAから得られる知見、及びRIDMプ
ロセスの中での使われ方を理解する必要がある。 


 PRAの品質確保 
解析標準の整備、及び国内外有識者によるレビューによって、PRAの品質を高いレベルに保つ。 


 PRAの不確かさ 
PRAの不確かさには、完全性の不確かさ等、定量化の難しいものもあるが、これらについては感度解
析やストレステスト等が有効とされており[2]、不確かさへの備えとしてこれらの評価も網羅的に実
施する。また、意思決定においては、これら不確かさを十分に考慮する必要がある。 


 工程／コスト管理 
海外の失敗／成功事例を十分に分析し、計画初期の段階で計画全体のリスクマネジメントを行って
おく。また、共通技術の研究について国内外事業者との共同研究や、自社でのPRA評価実施に向けた
技術導入も検討し、原子力事業者、メーカー、研究機関を含めた全体リソースを鑑み、最適な計画
を検討する。 


 
（3）業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策 
 社会に対して 


原子力発電所を運転する組織がいかにリスクを管理しているか、公衆理解促進を目指し、以下につ
いて掲示するとともに、継続的に議論の場を設ける。 


① 原子力発電所が持つリスクに対する認識 
② 原子力発電所が持つリスクへの対応方針及び実際のリスク管理の状況 
③ 今後原子力発電所が目指す姿 


また、上記のようなリスクコミュニケーションにおいては、リスクコミュニケーションに特化した
人材の育成が有効であるとされており、専門性の高い人材育成も併せて行う。[3] 


 
 産業界・学術界に対して 


RIDMの高度化に資する事案に対し優先的に研究／投資が行われるように、事業者と産業界／学術界
の目指すべき方向性の調整を行う。具体的には、PRAの標準作成、及び保守性を排除した現実的なリ
スク評価に向けた決定論／確率論両面からの研究等を優先的に取り組むよう、学会発表等を通じて
議論を深める。 


 規制当局に対して 
RIDMは事業者による自主的な取り組みであるが、事業者と規制当局の追求するベクトルが相違して
いると、安全性向上という観点から建設的な活動ができなくなる恐れがある。そこで、事業者のリ
スクマネジメントの活動への考え方や今後の方向性が規制当局と一致しているかどうか、議論を深
める必要がある。 


 社内担当者間 
PRAは専門性が高いため意思決定者は必ずしもPRAの内容をすべて理解しておく必要はないが、PRA実
施方針等で相互に理解の齟齬がないようにしておく。 


 意思決定担当者とプラント現場担当者の間 
設備の修理・整備に必要な所要時間や、機器故障に伴うCDF等の増加について情報交換を行うことで、
双方の立場からリスク情報を活用したプラント安全性向上を促す。 


 意思決定担当者とプラント運転員の間 
事故時操作を直接担う運転員との意見交換を踏まえ運転手順を整備するため、運転員との対話が重
要である。訓練を通して手順の合理性、ヒューマンエラーを把握し、手順書最適化を図る。 


 
【参考文献/参考情報】 
[1]  リスク情報活用の実現に向けた戦略プラン及びアクションプラン, 平成３０年２月８日, 国内原子


力事業者 
https://www.fepc.or.jp/about_us/pr/oshirase/__icsFiles/afieldfile/2018/02/08/press_201802
08_a.pdf 


[2]  原子力リスクと科学的意思決定 不確かであっても安全が保たれていると言えるのか, 東京大学大学
院 山口彰 
https://www.canon-igs.org/event/report/161122_yamaguchi_document.pdf 


[3]  科学技術振興機関、「リスクを「伝わるよう」に「伝える」ために―「リスクコミュニケーション」



https://www.fepc.or.jp/about_us/pr/oshirase/__icsFiles/afieldfile/2018/02/08/press_20180208_a.pdf

https://www.fepc.or.jp/about_us/pr/oshirase/__icsFiles/afieldfile/2018/02/08/press_20180208_a.pdf

https://www.canon-igs.org/event/report/161122_yamaguchi_document.pdf
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考」 
https://scienceportal.jst.go.jp/columns/opinion/20190201_01.html 


[4] 「原子力発電所の安全確保活動の変更へのリスク情報活用に関する実施基準」（日本原子力学会標
準） 


[5] 「継続的な安全性向上対策採用の考え方について」（日本原子力学会標準委員会技術レポート） 
 
【類似問題】 
・平成29年度 原子炉システムの設計及び建設Ⅲ-2 


 


 
Ⅱ－２－２ 運転中の原子炉施設においても廃止措置計画方針を策定し公開することが法令により規定さ


れている。あなたが廃止措置実施方針策定・改定業務の担当責任者として業務を進めるに当


たり、下記の内容について記述せよ。 


（1） 調査、検討すべき事項とその内容を、法令の規定に基づいて説明せよ。 


（2） 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。 


（3） 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。 


 


【解答のポイント】 


本問題では、法令の規定に係る対応を直接的に問われている。運転中の施設であっても予め廃止措置


実施方針の策定を求められていることから、各事業者共通の課題といえる。廃止措置進行中のプラント、


再稼働を目指しているプラントなど状況は様々であり、それらを想定して解答する必要がある。特に、


業務を進める手順にはマネジメントの資質が、調整に係る部分にはリーダーシップの資質が問われてい


ると捉えるべきであろう。また、この問題に関しては関係法令に関する知識がないと答えることができ


ない。以下、法令の条文などを参考に解答のポイントを示す。 


 


（1） 調査、検討すべき事項とその内容について 


IAEAのIRRS(Integrated Regulatory Review Service)の報告書（2016年4月22日）のうち廃止措置に


関する勧告において、原子力及び放射線施設の供用期間の全段階において廃止措置を考慮することに


関する要件の基準を規定すべきとされた。 


これを受けて、原子力発電所の検査制度見直しを柱とする改正原子炉等規制法が平成29年4月7日 成


立、平成29 年4 月14 日に公布された。 


これによれば、発電用原子炉設置者及び試験研究用等原子炉設置者については原子炉ごとに、製錬


事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者については許可


又は指定を受けた工場又は事業所ごとに、廃止措置実施方針を作成することとなった。 


具体的には、例えば、原子炉等規制法第四十三条の三の三十三には、「発電用原子炉設置者は、発


電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該発電用原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃


料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で


定める発電用原子炉の廃止に伴う措置（以下この節において「廃止措置」という。）を実施するため


の方針（以下この条において「廃止措置実施方針」という。）を作成し、これを公表しなければなら


ない。」とされている。この実施方針は、実際には、同法第四十三条の三の三十四にある、実際に廃


止措置を実施する際に申請する廃止措置計画の内容に準じるものとなっている。 


実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則によれば、第百十五条の二に、「廃止措置実施方針


には、発電用原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない」とされている。 


(1) 氏名又は名称及び住所 


(2) 工場又は事業所の名称及び所在地 


(3) 発電用原子炉の名称 


(4) 廃止措置の対象となることが見込まれる発電用原子炉施設及びその敷地 


(5) 前号の施設の内解体の対象となる施設及びその解体の方法 


(6) 廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲渡し 


(7) 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去（核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を


含む） 


(8) 廃止措置において廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の発生量の見込み


及びその廃棄 


(9) 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理 


(10) 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生すると想定される


事故の種類、程度、影響等 


(11) 廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設及びその性能等並びにその性能を維持す


べき期間 


(12) 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法 



https://scienceportal.jst.go.jp/columns/opinion/20190201_01.html
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(13) 廃止措置の実施体制 


(14) 廃止措置に係る品質マネジメントシステム 


(15) 廃止措置の工程 


(16) 廃止措置実施方針の変更の記録 


 


なお、他の原子力施設に関しても同様の規則が定められている。 


この他、より具体的には、既に廃止措置計画の認可を受けているならば同計画及び添付資料におけ


る記載事項を基本としつつ、「廃止措置実施方針の作成等に関する運用ガイド」に基づき調査、検討


を行うことが必要である。なお、本法令の改正後、各原子力事業者は、2018年12月末までに廃止措置


の実施方針を定め、HP等で公開している。 


 


（2）業務を進める手順、留意すべき点、工夫を要する点について 


初期の段階では、予め調整することが難しい事項もあり、明確にすることが難しい項目（例：対外


調整、廃止措置費用等）が多いが、最終的にどのようなステップを踏んで廃止措置を行うかどうかを


運転段階から想定し、その対応を整理し、方針を提示できるものから順次、公表していく必要がある。 


例えば、核燃料物質の譲渡しについては、サイト内の廃止措置対象外の施設に移すことも考えられ


るが、再処理施設や中間貯蔵施設への搬出を想定している場合には、対外的調整を要する。核燃料サ


イクル政策、バックエンド対策の動向の影響を受けることになるため、その動向について確認し、そ


れらに配慮した記載とする必要がある。また、汚染された物（放射性廃棄物等）の発生量の想定につ


いては、運転時の履歴や解体の時期などに影響を受けると考えられるほか、廃棄物量はクリアランス


制度等の適用の想定や廃止措置費用に関連する事項となる。 


手順としては、①廃止措置実施方針の作成②当該実施方針の公表③当該実施方針の変更があり、そ


れぞれにおいて以下のように留意及び工夫をしていく必要がある。 


 


① 廃止措置実施方針の作成 


 初期の段階で廃止措置方針を策定する際、その時点で想定している内容、外部の状況などを踏ま


えた上で、(1)に示した各項目について、品質保証計画に則って廃止措置実施方針を作成する必要


がある。このため、廃止措置実施方針策定・改定をどのように行っていくかについて、あらかじ


め実施方針に定められた各項目について、所掌業務と関わりがある担当課を特定し、必要に応じ


て参集し情報共有及び意見のすり合わせを行い、廃止措置方針や計画の変更の考え方、手順など


（品質マネジメントシステムに基づく作業計画等）を定めるなどして、改善を図りながら計画的


に進められるようにしておく。 


 廃止措置中に起きうる事故の想定において、被ばく評価上、残存放射能（放射能インベントリ）


が重要な情報となる。火災・爆発などのリスクを含めて広く可能性を想定し、必要な安全対策を


採れるようにしておく必要がある。 


 具体的記載が難しい項目（例：使用済み核燃料の運搬先、廃棄物の最終処分場所等）については、


理由を示した上で可能な限り記載する。また、核物質防護上の配慮を十分に行った上で、その時


点で想定している内容やその前提条件を明確に示すこととする。公表することが前提にあること


から、国民に対してわかりやすい形での情報提供に努めるために図表等を適宜使用する等の工夫


が必要である。 


② 当該実施方針の公表 


廃止措置実施方針は、作成及び変更の都度、その内容を公表することが必要である。公表の方法


については、インターネット等による。インターネットを用いて公表する場合には、継続的にアク


セス可能な場所に情報を設置することとしておくこと。なお、併せて事業者が任意に設置している


PR館等を用いて公表を行っても良いこととなっている 


③ 当該実施方針の変更 


 実施方針策定後の後の情勢の変化や、情報が明確となった、或いは検討の進捗等により、変更が


あり得ることを想定した記載としておくこと。廃棄物量の記載にあたってはプラントの運転履歴


の情報先行プラント（類似プラント）に係る情報の収集や、放射化計算による推定など、参考に


できる情報を収集、整理した上で記載内容を検討すること。以降の見直しにおいて、見積、推定


の見直しを行う際の変更理由などを説明できるようにしておくこと。 


 廃止措置実施方針は策定後も、定期或いは必要に応じて廃止措置実施方針を変更することになる。


廃止措置実施方針公表後、少なくとも５年ごとに、当該廃止措置実施方針の見直しを行い、必要


があると認めるときは変更を加えるものとされている。なお、廃止措置計画の認可を受けている


場合において、廃止措置実施方針の見直しの結果、廃止措置計画の変更の必要が生じた際には、


廃止措置計画の変更認可を受け、又は軽微な変更について届出を行い、その後速やかに廃止措置


実施方針を変更することになる。廃止措置を円滑な推進のためには、必要なデータ取得、外部調


整などを通じて、早い段階で、なるべく具体化しておくことが必要である。 


 廃止措置実施方針の見直しの際には、物価の変動や技術革等により費用の見直しも行う必要があ
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る。特に、近年においては福島第一原子力発電所における遠隔解体技術等の廃止措置に係わる技


術が多岐にわたり開発が進んでいることから、常に最新の知見を得るための取り組みを行い、適


宜修正していくことが重要である。 


 


（3） 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について 


廃止措置実施方針の策定・改定にあたっては、社内外の調整が重要になる。  


① (1)に示した各項目のうち、予算調整や意思決定に係る項目については、そのために必要となる


見積条件、技術的評価を含めて、予め品質保証計画に定めた、それぞれの役割を担う担当部署間


（廃止措置を実施する部署・拠点と意思決定や予算配分を担当する本部等）と情報共有と調整を


行うことになる。想定される役割として、例えば 


 廃止措置実施方針の策定・改定の全体管理、統括 


 関連する品質保証計画等の作成 


 施設の解体実施、使用済み核燃料運搬、解体撤去物等の廃棄物管理、放射線管理及び施設か


らの放出管理、施設の設備保全等の実施部所 


などが考えられる。これらの関係各所が定期的に或いは必要に応じて進捗状況、懸案事項、実現性


などに関して必要な情報が共有され、方針、計画の見直しを含めた議論、意思疎通が図られている


ことが重要である。 


② 一方、使用済核燃料の譲渡し・引き渡しや低レベル放射性廃棄物の最終処分に係る事項等につい


ては、外部情勢を踏まえた上で、関係省庁、地元自治体及び利害関係者(廃棄物処分事業者等)と


の対外的な調整（説明、交渉、協議など）が必要となる。これらの実施可能な時期（見通し）に


よっては、予定していた期間で廃止措置を終えられない可能性も生じる。少なくとも、廃止措置


実施方針に記載するにあたっては、関係機関等との対外的な調整を踏まえた上で、国民に対して


わかりやすい表現で記載する必要がある。特に、一般公衆の放射線被ばくの低減策、使用済核燃


料の運搬及び廃棄物の最終処分等の事項については、核物質防護上の配慮を十分に行った上で情


報共有しておくことが重要である。 


 


 


【参考文献/参考情報】 


[1] 原子力規制委員会ホームページ（廃止措置実施方針の作成等に関する運用ガイド（案）） 


   https://www.nsr.go.jp/data/000202487.pdf 


[2] 原子力規制委員会ホームページ（実用発電用原子炉に係る廃止措置実施方針の公表状況） 


   https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/reactor/haishi/jitsuyou.html 


[3] 原子力規制委員会ホームページ（発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の


審査基準の制定について） 


https://www.nsr.go.jp/data/000281779.pdf 


[4] 日本原子力学会標準（実用発電用原子炉施設等の廃止措置の計画） 


[5] 長崎晋也、中山真一、『原子力教科書「放射性廃棄物の工学」』、オーム社 


[6] 原子力百科事典ATOMICA（ 原子炉廃止措置に係る国の考えと安全規制 (05-02-01-01)） 


 https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_05-02-01-01.html 


[7] 原子力百科事典ATOMICA（ 原子力発電所の廃止措置費用評価 (05-02-01-02)） 


 https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_05-02-01-02.html 


 


 



https://www.nsr.go.jp/data/000202487.pdf

https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/reactor/haishi/jitsuyou.html

https://www.nsr.go.jp/data/000281779.pdf

https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_05-02-01-01.html

https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_05-02-01-02.html





 


当該記事の無断転載を禁じます 


37 


 


Ⅲ 次の2問題（Ⅲ－１、Ⅲ－2）のうち1問題を選び解答せよ。（解答問題番号を明記し、答案用紙3枚以


内にまとめよ。） 


 


Ⅲ－１ 福島第一原子力発電所事故を契機とした国内外の軽水炉に係る研究開発においては、それ以前か


ら主に投資リスクの観点で開発されていた小型モジュール炉の開発の促進、新たな燃料の開発とい


った動きが見られる。このような状況を踏まえ、軽水炉の革新的な安全性向上に向けた中長期の開


発計画を策定することを想定し、以下の問いに答えよ。 


（1） 事故時のシビアアクシデントへの進展に関して、現状の軽水炉の安全設計及び燃料が有する課


題を具体的に挙げて、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。 


（2）抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。 


（3） 解決策に伴って新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。 


 


【解答のポイント】 


問題文に「小型モジュール炉や新しい燃料開発の状況を踏まえ」とある。これらに関する一定の専門


的学識を示した上で、（1）～（3）で問題解決、評価に係る資質能力を示す必要がある。小型モジュー


ル炉については、インターネットや情報サイトでも取り上げられており、小型であるがゆえに、投資リ


スクが小さいこと、外部電源がなくても自然冷却が可能など、安全性が高いとの長所も挙げられている。


様々な炉型が存在し、実用化のレベルも炉によって異なる。 


現状の軽水炉の安全設計と燃料が有する課題を具体的に挙げた上で、多面的な観点からの分析が求め


られている。以下に関連するキーワードを挙げて解説する。 


 


（1）「現状の軽水炉の安全設計及び燃料が有する課題」について 


本問題ではシビアアクシデントへの進展に関しての設問である。「シビアアクシデント」は、炉心冷


却機能の喪失、反応度の過大な投入等により、燃料の大規模破損を起こし、放射性物質の大量放出に至


る事象をさす。シビアアクシデントの発生、進展を考えるとき、原子炉の基本的安全機能である「止め


る」、「冷やす」、「閉じ込める」機能を順に発揮させることがポイントとなる。この観点から、シビ


アアクシデントに対する安全上の課題として挙げられるものとして、以下が考えられる。 


1)停止能力の強化 


2)炉心冷却の確保（多重性、多様性の確保） 


3)事故耐性燃料の開発 


4)固有安全性の確保、冷却喪失のリスク低減 


5)放射性物質の閉じ込め機能の維持 


  


それぞれについて、以下に解説する。 


 


1) 停止能力の強化 


チェルノブイリ原発事故では、正の反応度フィードバックの状態で反応度が投入され、過出力となり


反応度事故に至ったといわれている。このような事象に対しては、常に負の反応度フィードバックの状


態になるような設計、投入反応度量の抑制等が対策として考えられる。これらは現状の炉心設計でとら


れているものである。本設問は軽水炉の革新的な安全性向上に向けた中長期の開発計画を対象としてい


ることから、新型炉の設計開発も想定していると考えられ、様々な炉型、規模に応じ、この視点からの


検討が必要になると考えられる。 


 


2) 炉心冷却の確保 


米国スリーマイル島発電所事故、福島第一原子力発電所の事故では、炉心冷却を確保できなかったた


め炉心損傷に至った。 


米国スリーマイル島発電所事故では、設備の保守・管理状況が不十分なことが炉心冷却喪失を生じさ


せたこと、炉心冷却喪失となった状態を運転員が把握できず、適切な対応をとれなかったこと等が炉心


損傷となった原因として挙げられている。このことから、施設の維持管理の重要性、運転手順の確立と


遵守が求められる。また、施設の状態の把握のためのマン・マシンインターフェースの向上が図られて


きた。  


このような観点からは、今後AIやIoT技術の進展を取り入れたプラントの状況把握や事象進展予測技


術の向上、事象予測に基づいた運転員補助機能の向上などが課題として挙げられる。 


福島第一原子力発電所の事故では、地震による原子炉停止後、炉心冷却が行われていたが、冷却系を


稼働させるための電源が津波によりすべて喪失したことにより炉心損傷へと至った。 


現行の発電用軽水炉では、ECCSとして高圧注入系、低圧注入系や各種の冷却系統が用意されているが、


福島第一原子力発電所の事故では、これらの冷却系を稼働させるための電源がすべて喪失したことによ


り炉心損傷に至っている。これに鑑み、既存の施設においては、炉心損傷を防ぐための方策として電源
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の信頼性向上、非常用発電設備の多重化、多様化、可搬型設備の追加等の対応が行われている。このほ


か、電源の不要な冷却系、例えばアイソレーションコンデンサのような固有の安全性を持つ設備の積極


的な利用がある。また、事故対応手順の見直しによりシビアアクシデントに至る前に終息させる対応手


順の強化といったアクシデントマネージメントの検討なども重要である。 


一方、これらの対策をとることで、プラントに対して新たな設備の追加や既設の設備の高機能化等が


図られることになるが、プラントの経済性に対する影響が懸念される。また、新たな手順や管理体制の


構築に必要なマンパワーの確保等、施設運営の見直しなどマネジメントの面から課題もある。 


各国の新型炉開発においては、一次冷却水系の信頼性向上の観点から、軸シール部がないキャンドポ


ンプの採用、自然循環の採用などが検討されている[10]。 


 


3) 事故耐性燃料の開発 


炉心損傷事故は、燃料が破損しFPの閉じ込め機能を喪失することにより生じる。炉心損傷を防止／抑


制させるためには、炉心損傷の大きな用意の一つである水－ジルコニウム反応の抑制、燃料破損が生じ


ない燃料の開発、もしくは事象が発生しても燃料破損への進展を著しく遅らせる事故耐性燃料の開発が


ある。 


事故耐性燃料としてはクロム被覆ジルカロイ製燃料被覆管とクロミア添加物ペレットの組み合わせに


よる水－ジルコニウム反応による水素発生の遅延/低減、ガス状FPの閉じ込め能力の向上、燃料ペレッ


トと被覆管の相互作用の軽減を目指したもの、ジルカロイ以外の被覆管材料の開発（フェライト系/マ


ルテンサイト系合金鋼製被覆管の開発、炭化ケイ素繊維強化炭化ケイ素複合材による被覆管の開発、等


各種の研究開発が行われており、いくつかの種類の燃料は実炉での試験も行われている。 


このような燃料は異常状態における被覆の健全性向上という観点に基づいて開発されているものであ


り、必ずしも核的、熱的更には経済的にメリットがあるわけではないと考えられる。そのため、このよ


うな燃料を採用した場合の核特性、熱流動特性に対する影響、燃料製造上の技術的・経済的な影響、さ


らには再処理・最終処分まで見据えた影響の評価が必要であろう。 


 


4) 固有安全性の確保、冷却喪失のリスク低減 


現行の発電用軽水炉では、事故時には能動的設備により炉心冷却を行うことが主である。これに対し、


出力数万～数十万kW程度の小型炉では事故時の冷却を自然循環のような受動的方法により確保し、循環


ポンプのような能動的設備なしに原子炉の安全を確保することが可能である。その一例として現在米国


で設計が進められているNuScaleが挙げられる。小型炉では大型の軽水炉をそのまま小さくするだけで


は相対的にコスト高となることから、安全性を大前提としてシステムの簡素化を進める必要があるとさ


れており、当該NuScaleの例ではヘリカルコイル型蒸気発生器の圧力容器内に設置、炉心冷却に自然循


環方式を採用して炉心冷却ポンプを削除するなど、工夫が施されている。[10] 


なお、軽水炉ではないが、小型の高温ガス炉も固有安全性を有する炉であり、熱源の利用、水素製造


など他の用途への活用も含めて開発が進められている炉型である。その他、高速炉技術をベースとした


４S炉など各種の研究が行われており、開発の制約条件にもよるが、炉型の選択肢がある場合にはこれ


らの炉型について、合わせて検討することが考えられる。 


新型炉は安全性の面での改良についての様々な工夫が可能であり、導入されればシビアアクシデント


の観点からの安全性向上は大きなものがあると考えられる反面、全く新しい炉型となると、導入のため


の安全性・信頼性の確認、評価が必要であること、導入シナリオの検討、経済性の検討等、事前に解決


すべき課題が多く、これらの面からの課題の克服がカギとなる。 


 


5) 放射性物質の閉じ込め機能の維持 


シビアアクシデントでの放射性物質の閉じ込め機能は、環境への放射性物質の大量放出に対する最後


の方策となる。そのため、現行の軽水炉に対して、格納容器外からの冷却による機能維持、フィルタベ


ント設備の設置等各種の対策が取られている。これらの方策は今後も採用されていくと考えられる。新


規制基準で追加されたフィルタベント設備、放水設備等についての対策が参考となると考える。 


また、このほか、炉心溶融時の対策として、溶融デブリの保持（炉内、炉外（コアキャッチャー）に


係る技術開発などについても課題として挙げることができる。 


 


（2）について 


（１）の課題として挙げた各項目の中にいくつか解決策を挙げている。受験者が自身に関連する課題


について、重要と考える理由を述べた上で、考えられる解決策を挙げていくとよい。例えば炉心冷却の


確保については、新規制基準で新たに要求された代替冷却設備、可搬型設備等に対する要求が参考にな


ると考えられる。固有安全性の確保については、自然循環による冷却システムを採用するために必要な


ポイント、例えば炉心熱出力、出力密度、冷却材の選定、更には高温ガス炉のような非軽水炉を採用す


ることについてのメリット・デメリットを記述することになる。 


 事故耐性燃料については、新規の燃料となることから、燃料の成立性や核特性、燃料サイクルに関


わる技術的な課題だけでなく、R&Dに必要となる期間、資金、研究開発体制、許認可取得の手続き等プ
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ロジェクトマネージメントの観点からの課題についても指摘することが不可欠であろう。 


（３）について 


解決策に従って新たに発生するリスクとしては、技術的なものだけでなく、施設の運営に関するもの、


経済性に関するもの等を網羅するべきであろう。例えば代替冷却設備を新たに導入する場合、その導入


コストが一つ問題となる。これに加えて、施設の維持管理体制の構築、施設を使用するにあたっての人


員の定期的な教育訓練計画の立案、要員の確保と訓練の実施等、技術的な問題以外に解決すべき管理運


営上の問題が多く発生する。このような幅広い観点での技術が求められる。 


このほか、新たな解決策として管理運営上の方法、例えば点検・確認項目の追加を行ったとすると、


この点検・確認項目を確実に実施したことの確認方法をどうするのか、また、時間がたってしまえば点


検・確認項目の目的についての知識が希薄になり形式的な作業となってしまうことも予想される。この


ような状況では場合によっては点検の省略といった手続きが取られる可能性もある。 


このような事態を防止するためには、品質保証や教育訓練の内容についての議論も必要になる。 


課題解決の方法としては、上記のように技術的な観点からの議論はもちろん、経済性、保守管理、組


織の管理運営、品質保証上の観点からと多方面からの議論が重要であると考える。 
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Ⅲ－２ 日本における原子力施設の規制制度を更新するための手続きが現在進められている。当該制度に


おいては、原子力施設の機能そのものについては、規制当局が実施する原子力規制検査において


ではなく、事業者が実施する使用前事業者検査・施設定期事業者検査において確認を行うことと


なっている。新しい検査制度の趣旨を踏まえて、原子力事業者において使用前事業者検査要領書


を策定する技術者として、以下の問いに答えよ。 


（1） 技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。 


（2） 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。 


（3） 解決策に伴って新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。 


 


 


【解答のポイント】 


新しい検査制度については、事業者が一義的責任を負う観点で、事業者が検査を行い、規制当局は、


この検査の対応を含めた保安活動全般を観察するという考え方に変わる。この制度は米国のROPを参考に


検討されたものであり、規制当局が事業者の活動を観察、監視するプロセスに対し、それぞれ規制当局


がその観点や方法を記載したものがガイドとして、整理されている。各ガイドの内容については、予め


事業者とのコミュニケーションを図りながら成立性が確認されてきた経緯があるため、その際の説明内


容や確認した考え方を参考にする必要がある。事業者が行う検査として従来、施工メーカが受検してき


た溶接検査の扱いについて、事業者の活動の中に取り込む必要があるため、留意しておく必要がある。 


また、検査をする者の独立性、力量などの要件が問われることになるため、その根拠を説明できるよ


うにしておく必要がある。制度の法制化の背景と、従来の検査のやり方との違いを念頭におき、課題と


なる事項を具体的に挙げて、解決策を記載することで、専門的学識，問題解決，評価等の資質能力を示


す必要がある。以下に関連するキーワードを踏まえ、参考となる情報を記載する。 


 


(1)検査要領書作成上の課題について 


 新しい検査制度は、事業者の一義的責任の観点で、従来、「規制当局による検査として実施してい


たもの」を「事業者自らが行うこと」に変更となる。検査の実施にあたり、事業者にて使用前事業者


検査要領書を作成する必要がある。また、設計及び工事計画（以下「設工認」という。）に溶接事業


者検査も含まれたため、使用前事業者検査として検査を行うことになるので注意が必要である。さら


に、これまでの使用前検査で必ずしも対象としてこなかったものであっても、基準への適合性を示す


必要のあるものは使用前事業者自主検査の対象とする必要がある。検査対象は許認可手続きとの関係


もあるが、検査の実施にあたっては、設備の重要度や工事に係る品質保証活動との関係を踏まえた上


で、グレーデッドアプローチの観点から、検査の仕方をグレード分けするなど、様々な事項を考慮し


なければならない。 


① 溶接事業者検査については、事業者自らが検査を行う方法以外に、溶接検査を施工メーカと別の会


社に外注するという選択肢もある。この方法の選択については、事業者が有する人的資源、資金調


達等との関係があり、要領書作成前にどのような体制で行うこととするのか検討が必要である。い


ずれの方法を採るにしても関与する検査員、技術者の力量について基準を定めるなどして管理しな


ければならない。また、工事計画や他の使用前事業者検査の実施時期などを考慮して、対応可能な


要領とする必要がある。 


② 使用前事業者自主検査の 検査要領書については、検査内容が法令要求を満足していることがわかる


よう整理しておくことが必要であり、具体的には、 


(a) 実用炉規則 第十四条の二「構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法」、「機能及


び性能を確認するために十分な方法」であることを示すために設工認と技術基準の整理が必要。 


(b) 「その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確


認するために十分な方法」であることを示すため、技術基準の要求事項が整理され、設計から


工事及び事業者検査までの各プロセスにどのように反映されているのかを明確にしておく。 


(c) 「品質管理の方法」については保安規定、品質保証計画書等に基づき施工及び検査のPDCAサイ


クルが機能していることを明確にしておく必要がある。 


③ 検査の実施にあたっては、独立した組織によることが求められ、要領書の作成にあたって、必ずし


も検査対象設備に対しての知識、理解が十分でない場合が想定される。要領書の作成にあたって、


必要となる設備、関連技術の情報などを見極め、不足している場合には、関連する設備情報等の入


手し、把握する必要がある。 


 


(2)課題と解決策 


重要と思われる課題の選定にあたっては、重要と考えた理由に言及しつつ、評価の資質能力を認め


てもらえるよう心掛けるとよい。 


溶接事業者検査を挙げる場合、これまで事業者としての経験がないことや体制の構築から検討・調


整の要素があること等を理由にすることが考えられる。 
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法的な基準との適合に関する部分を挙げる場合、基準が追加された事項への適合の確認方法につい


て、全体としての論理的体系化、グレーデッドアプローチの考え方との関連に言及するなどして、選


定の理由を示す案がある。 


設備に関する必要な情報の把握を挙げる場合、関連する許認可図書の提示、聴取、過去の使用前検


査実施状況など、検査を受検する部署の責任者から情報を入手し、説明させることになると思われる


が、これらの対応に時間を要すること或いは、検査の品質確保のために重要であること等を理由とし


て主張することになるであろう。 


いずれを選定したとしても、複数の解決策の提示が必要であるということについて、留意する必要


がある。解決策としては、外部からの人材の登用、研修・訓練による力量の付与、経験者を中心とし


た組織の構築・再配置による体制整備、他事業者との協力調整等、受験者自らの経験を踏まえ、提案


するとよい。 


 


(3)リスクと対策 


挙げた対策を踏まえても様々なリスクが生じうる。 


 要領書の不備に伴う検査不成立 


 検査員の力量不足による検査判定の不備 


 溶接検査を含め技術者、検査対応者の不足等、資源不足による検査工程、スケジュールの遅延 


 規制当局への説明責任を果たせず、再工事の実施の必要性を生じることなど 


 


受験者の経験、前段の想定を踏まえて、これらを発生させないための対策を挙げる。 


 検査活動の試行や経験者による第3者レビューの実施などによる要領書の品質を確保するための


改善の方策 


 技能、経験、技術力を有する要員の補充等による検査組織の人的資源の拡充又は人的資源の再配


分 


 検査部署と受検箇所の実情を勘案したスケジュール管理の方法の検討、管理組織の設置 


 検査プロセスの監査、確認による不備な点の改善の促進など 
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https://www.nsr.go.jp/data/000237121.pdf 


資料3 原子力規制検査の検査ガイドの運用準備状況 


https://www.nsr.go.jp/data/000237123.pdf 


[13]第31回原子力規制委員会,資料3 新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向けた法令類の整


備（第二段階）及び意見募集の実施について 


https://www.nsr.go.jp/data/000284795.pdf 


[14](14) 第17回会合検査制度の見直しに関する検討チーム 


資料１－１ 新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向けた法令類の整備（第二段階）につい


て 


https://www.nsr.go.jp/data/000281091.pdf 


資料１－２ 文書一覧 


https://www.nsr.go.jp/data/000281100.pdf 


資料２ 新たな検査制度の整備状況について 


https://www.nsr.go.jp/data/000281093.pdf 


[15] 検査制度の見直しに関する試運用実施のための説明会 平成 30 年 8 月 20 日～9 月 26 日 


https://www2.nsr.go.jp/data/000243275.pdf 


[16] パブリックコメント 新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向けた法令類の整備（第二段


階）に対する意見募集について（許認可関連手続及び保安措置等に関するガイド） 


https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=198019211&Mode=0 


 


【類似問題】 
・平成30年度 原子炉システムの運転及び保守 Ⅲ-1 



https://www.nsr.go.jp/data/000237120.pdf

https://www.nsr.go.jp/data/000237121.pdf

https://www.nsr.go.jp/data/000237123.pdf

https://www.nsr.go.jp/data/000284795.pdf

https://www.nsr.go.jp/data/000281091.pdf

https://www.nsr.go.jp/data/000281100.pdf

https://www.nsr.go.jp/data/000281093.pdf

https://www2.nsr.go.jp/data/000243275.pdf

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=198019211&Mode=0





 


当該記事の無断転載を禁じます 


43 


 


4.2.2 核燃料サイクル及び放射性廃棄物の処理・処分 


 


20－２ 核燃料サイクル及び放射性廃棄物の処理・処分【選択科目Ⅱ】 


Ⅱ 次の2問題（Ⅱ－１、Ⅱ－2）について解答せよ。（問題ごとに答案用紙を替えること。） 


Ⅱ－1 次の４設問（Ⅱ－1－1～Ⅱ－1－4）のうち1設問を選び解答せよ。（解答設問番号を明記し、答案


用紙1枚以内にまとめよ。） 


 


 


Ⅱ－１－１ 天然に存在するウラン資源を核燃料として利用し、原子炉から取り出した使用済燃料を再処


理し、高レベル放射性廃棄物として処理・処分するまでの各過程について述べよ。 


 


【解答のポイント】 


オーソドックスな専門知識を問う問題である。いわゆる核燃料サイクル、しかも、軽水炉燃料サイク


ルについて概説すればよい。ウランの採鉱・精錬、転換・濃縮、燃料加工、（原子力発電）、使用済燃


料再処理、 MOX 燃料加工、廃棄物処理・処分の核燃料サイクルについて記載する。答案用紙1 枚600 


字であるから、均等に配分して記載するにしても、1つの過程に割り当てられるのは約100字となるので、


基本的なことを簡潔に記載すればよい。逆に言えば、核燃料サイクルの意義やマスフロー等について記


載する余白はない。 


 


【参考文献/参考情報】 


[1] 原子力百科事典 ATOMICA「核燃料リサイクルの概要 (04-01-01-01)」他


https://atomica.jaea.go.ip/index.html 


[2] 日本原子力学会再処理リサイクル部会，テキスト「核燃料サイクル」 


1-1「原子力発電と核燃料サイクルの仕組み」、1-3「ウランの有効利用と核燃料サイクル」 


http://www.aesj.or.ip/～recycle/nfctxt/nfctxt.html 


[3] 日本原子力学会編「原子力がひらく世紀」 


第 7 章 核燃料とリサイクル、第 8 章 放射性廃棄物の処理処分 


 


 


Ⅱ－１－２ 軽水炉の燃料破損にはどのようなものがあるかを述べよ。また、燃料製造段階で取られる燃


料破損の防止対策について述べよ。 


 


【解答のポイント】 


軽水炉燃料は、設計、製造、運搬、運転、そして使用済み燃料の保管のそれぞれの段階で破損の防止


のための様々な対策が取られている。このうち、設計と製造における対策は密接な関係があり、設計だ


けで完結する対策や製造段階のみでとられる対策は無い。例えば製造現場におけるペレットの水分管理


については、管理そのものは製造段階で行われるが、それは設計段階で設定された水分の許容量を製品


品質に落とし込むために行われる行為であるため、設計段階における対策でもある。したがって、設計


と製造を切り離すことはできないため、本設問で問われている「燃料製造段階」とは、燃料設計と製造


を合わせたものと捉えて解答するとよい。 


構成については、設問の流れに合わせて破損の例を挙げたうえでそれを防止する対策を記述する構成


にするとまとまりが良いと思われる。それにより、どの対策がどの破損を防ぐのかを理解していること


が採点者に伝わるよう配慮するとよい。また、文字数の関係もあるため、燃料製造における各種の改良


により発生しなくなった破損については概要を述べるに留め、現在でも発生している破損について重点


的に記述するとよい。以下、関連する項目について、解説する。 


 


1．軽水炉の燃料破損 


PWRの燃料破損には、グリッドフレッティング、異物フレッティングが主な原因として挙げられ、製造


欠陥による破損、被覆管の腐食等がそれに続く。過去に見られた燃料破損のうち、被覆管の水素化につ


いては、ペレット密度を約97%TDまで高めたことによる吸着水分の減少、製造工程における乾式化、及


び、製造中の水分の管理により発生しなくなってきている。クリープコラプスについては、ペレット密


度を約97%TDまで高めたことによる焼き締まりの低減及びHeによる燃料棒の予加圧により発生しなくな


ってきている。 


 


BWRの燃料破損には、被覆管腐食、異物フレッティング、燃料ペレット・被覆管相互作用(PCI)による応


力腐食割れ(SCC)が主な原因として挙げられ、製造欠陥による破損等がそれに続く。PCI破損は頻度が減


っているが、ジルコニウムライナ被覆管がリークした後の被覆管の2次水素化による破損の拡大が注目


されている。1980年代にはCILC(Crud Induced Localized Corrosion)による燃料リークが多く発生した



https://atomica.jaea.go.ip/index.html

http://www.aesj.or.ip/%EF%BD%9Erecycle/nfctxt/nfctxt.html
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が、累積焼きなましパラメータを小さくした金属間析出物の小さな微細構造の被覆管を採用することで


発生しなくなってきている。 


 


2．現在でも発生している主な破損に対する製造段階の防止対策 


2．1  グリッドフレッティング摩耗 


冷却水の流れにより燃料棒が振動し、支持格子と接触している部分が摩耗する現象である。製造


段階における対策としては、以下の対策が取られている。 


a) 支持格子製造時の不具合を防止する。 


b) 燃料棒を支持格子に組み込む際のスプリングの損傷を防止する。 


 


2．2  異物フレッティング 


炉内の異物が燃料集合体の狭隘部に捕獲され、冷却水の流れにより振動して燃料棒と繰り返し


接触し、燃料棒を減肉させる現象である。 


製造段階における対策としては、以下の対策が取られている。 


a) 異物を燃料の領域に至る前に捕捉する。BWR用燃料では下部タイプレートに異物捕獲用のフィ


ルタを設け、PWR用燃料では下部ノズルの流水穴を小さくしている。 


b) PWR用燃料では、燃料棒の下部端栓を長くし、下部グリッドの位置を下げることで、燃料棒の


下部端栓と被覆管との溶接部が下部支持格子の中に入るようにする。 


 


2．3  被覆管腐食 


BWR用ジルカロイ-2被覆管では、ノジュラー腐食が主な腐食メカニズムである。腐食に関して


は照射条件、水質等の影響等、明らかにしなければならない課題が残っているが、燃料製造段階


で取られる耐ノジュラー腐食特性の改良対策としては、被覆管製造工程で(α+β)あるいはβ領


域から焼入れ処理を施した高耐食性ジルカロイ-2被覆管を用いる対策が取られている。 


 


2．4  燃料ペレット・被覆管相互作用(PCI)による応力腐食割れ(SCC)  


燃料ペレットが熱応力によりつづみ型に変形し、被覆管にリッジングが生じ、FPの一種である


ヨウ素による腐食環境が重畳することで被覆管が応力腐食割れを起こす。 


製造段階における対策としては、以下の対策が取られている。 


a) 燃料ペレットの細径化により線出力を低減する。 


b) 被覆管の内側に柔らかくPCI破損を起こしにくいジルコニウム層を内張りしたライナー被覆


管の採用。 


c) ジルカロイの六方晶のC軸を半径方向に集積し、半径方向へのクラックの伝播を抑える集合


組織調整管の採用。 


 


2．5  2次水素化による燃料破損の拡大 


何らかの原因により燃料に1次破損が生じ、冷却水が燃料棒内に浸入すると、1次破損から離れ


た場所で水素化が発生する。ジルコニウムライナ被覆管では、内面での水蒸気との反応速度が大


きく、クラック発生後のライナの酸化と体積膨張により破損が拡大しやすい。2次水素化対策と


して以下の改良案が挙げられている。 


a) ライナ表面に、20μm以下の非常に薄いジルカロイの層を付け、3層構造にする。 


b) 腐食挙動がジルカロイ-2と同等なスズ合金ライナ被覆管や、鉄の含有量を増やしたライナ被


覆管といった被覆管の改良。 


 


 


 


【参考文献/参考情報】 


[1] 軽水炉燃料のふるまい 第5版  平成 25 年 3 月：公益財団法人  原子力安全研究協会 


[2] 原子力百科事典ATOMICA 「軽水炉燃料の破損原因 (03-06-01-07)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_03-06-01-07.html 


[3] 原子力百科事典ATOMICA 「軽水炉（BWR）燃料の損傷 (02-07-02-17)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_02-07-02-17.html 


 


 


 


 


 


 



https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_03-06-01-07.html

https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_02-07-02-17.html
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Ⅱ－１－３ 商業規模の再処理工場の工程フローをブロック図で示せ。ブロック図には、使用済燃料の受


入貯蔵から製品までの工程だけでなく、高レベル放射性廃液の固化処理工程を含めること。 


 


【解答のポイント】 


本問題は、ブロック図で示せとある。問題文では説明文の記述を求められておらず、判断が難しいと


ころであるが、用語のみでは専門的学識、コミュニケーションに係る資質能力を判断できないのではな


いだろうか。本解説では、一定の説明を加えることを想定して、以下のキーワードを含め、情報として


解説文を記載した。 


 


再処理とは、原子炉で照射した後の使用済燃料からウラン及びプルトニウムを再利用するために分離


回収する化学処理のことをいう。再処理の技術開発として、リン酸ビスマス法の他、REDOX法、BUTEX法


と呼ばれる溶媒抽出法などの研究が進められてきたが、その溶媒抽出法の中でも廃棄物発生量、コスト、


用いられる抽出剤（リン酸トリブチル（TBP：TriButyl Phosphate））の耐硝酸性（使用済燃料の溶解


に硝酸を使用）、耐放射線性等の点で優れたPurex法が広く用いられるようになった。現在、商業規模


の再処理工場を有する主な国は日本（六ケ所再処理工場※）以外にはイギリス、フランス及びロシア等


があり、これらの再処理工場では、全てPUREX法が採用されている。 


※東海再処理工場は廃止措置へ移行（2018.6.13） 


 


図は商業規模の再処理工場として六ケ所再処理工場を想定したブロックフローである。ただし、工程


内で使用する硝酸の再利用（酸回収工程）や高レベル以外の廃棄物（液体/気体）の処理工程について


は割愛した。 


使用済燃料の燃料部分は、ジルカロイなどの化学的に安定な材料でできた被覆管に収納されており、


そのままでは硝酸に溶解できないことから使用済燃料をせん断する。この際、使用済燃料集合体の両端


末部分（エンドピース）には燃料部分が含まれていないので、せん断時に取り除いた上でせん断を行う。


エンドピース及び溶解後に溶け残った被覆管は高レベル固体廃棄物として貯蔵する。 


溶解槽で溶解した使用済燃料は清澄機を通過して分離/分配工程に移送するが、溶解槽で溶け残った


使用済燃料は不溶解残渣として、高レベル廃液の貯蔵工程へ移送する。 


分離/分配工程では、溶媒抽出を用いてまず溶解液中のウランとプルトニウムから核分裂生成物


（FP：Fission Product）を取り除く。FPはHAW濃縮工程で蒸発濃縮により減容し、最終的に溶融炉でガ


ラス固化する。 


FPを除去した溶解液は、さらにウランとプルトニウムに分離され、それぞれの精製工程で溶媒抽出を


繰り返すことで、ウランとプルトニウムに含まれる微量のFPをさらに除去し、硝酸ウラニル溶液、硝酸


プルトニウム溶液として回収する。 


回収した硝酸ウラニル溶液は、蒸発濃縮して濃度を高めた後、加熱した三酸化ウラン粉末の流動層
中に直接噴霧して水分と硝酸分を除去することにより、三酸化ウラン粉末として回収する。 


回収した硝酸プルトニウム溶液は、蒸発濃縮して濃度を高めた後、硝酸ウラニル溶液と混合し、混合


した溶液をマイクロ波加熱することにより、水分と硝酸分を除去してウラン・プルトニウム混合酸化物


粉末（MOX粉末）として回収する。 
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【参考文献/参考情報】 


[1] 原子力百科事典ATOMICA ,「 世界の再処理工場（04—07-01-07）」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_04-07-01-07.html 


[2] テキスト「核燃料サイクル」編集委員会（編）：テキスト「核燃料サイクル」,日本原子力学会, 再


処理・リサイクル部会（2015年6月）、第6章 


[3] 日本原燃㈱ホームページ 


https://www.jnfl.co.jp/ja/ 


[4] 藤巻 和範、六ケ所再処理工場の保障措置システム（2006年10月） 


http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/seisaku/siryo/seisaku08/siryo3.pdf 


[5] 一般財団法人 日本原子力文化財団 原子力・エネルギー図面集（2006年10月） 


http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/seisaku/siryo/seisaku08/siryo3.pdf 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


受入れ 


分離/分配 


精製（U） 精製（Pu） 


脱硝（U） 


製品貯蔵（U） 製品貯蔵（MOX） 


貯蔵（HAW） 


ガラス固化 


濃縮（U） 濃縮（Pu） 濃縮（HAW） 


脱硝（MOX） 


【凡例】 
U：ウラン 
Pu：プルトニウム 
HAW：高レベル放射性廃液 
MOX：ウラン・プルトニウム混合酸化物 


高レベル固体廃棄物貯蔵 
被覆管 


調整 


せん断 


溶解 


清澄 


エンドピース 


貯蔵 


不溶解残渣 



https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_04-07-01-07.html

https://www.jnfl.co.jp/ja/

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/seisaku/siryo/seisaku08/siryo3.pdf

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/seisaku/siryo/seisaku08/siryo3.pdf
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Ⅱ－１－４ 低レベル放射性廃棄物のL1,L2,L3の区分は、それぞれどのような廃棄物であり、どのよ


うな処分となるか述べよ。また、その廃棄物の処分の現状はどのようであるかを述べよ。 


 


【解答のポイント】 


求められるコンピテンシーの中に専門的学識があるが、その中には法令に関する事項が含まれ


るため、技術的事項に加えて、法令に言及しつつ、解答するのがよいと思われる。概念について


は、下記参考文献、特に原子力百科事典ATOMICAに多くの情報が掲載されているため、これを参考


に解答するとよい。後段で現状のことについての認識が問われているが、こちらについては、原


子力百科事典ATOMICAの情報は古いものが多いため、埋設事業を進めている日本原燃ホームページ


や原子力白書等で、最新の状況を把握しておくことが必要となる。 


以下、概要について解説する。 


 


放射性廃棄物の区分は、発生元施設の違い（発電所廃棄物、核燃料施設からの廃棄物等）、性


状による違い（均質固化体、充填固化体等）、施設の運転段階（操業（運転）中の廃棄物、解体


廃棄物等）、含まれる放射性物質の種類・濃度による違いによって、様々な分類がなされている。 


ここで、低レベル放射性廃棄物のL1、L2、L3は放射性物質の種類・濃度による分類で、低レベ


ル放射性廃棄物の陸地埋設処分の方法と関連付けて整理する場合によく使われる。放射能レベル


の比較的高いものから順にL１、L2、L3と称され、L3では放射性物質濃度は極めて低いものとなる。 


放射性物質の濃度に応じて、埋設の深さ（生活圏からの隔離）の程度や管理の期間、埋設の方


法などが選定されることになる。 


その方法については、技術的要求が法制化されている（核燃料物質又は核燃料物質によつて汚


染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則）。その処分の区分の考え方は大よそ、以下


の表の通りである。 


処分の方法 放射能濃度 


トレンチ処分（L3） 
深さ七十メートル未満の地下の廃棄物埋設地に埋
設することで処分する方法 


下記濃度を超えないことが条件 
Co-60 ： 10 GBq／t、Sr-90 ： 10 MBq／t 
Cs-137：100 MBq／t 


ピット処分（L2） 
深さ七十メートル未満の地下の廃棄物埋設地に以
下のいずれかの方法で処分する方法 
・外周仕切設備を設置した廃棄物埋設地に放射性
廃棄物を定置する方法 


・外周仕切設備を設置しない廃棄物埋設地に放射
性廃棄物を一体的に固型化する方法 


 


下記濃度を超えないことが条件 
C-14 ：100 GBq／t、Co-60 ： 1 PBq／t 
Ni-63 ： 10 TBq／t、Sr-90 ： 10 TBq／t 
Tc-99 ： 1 GBq／t、Cs-137：100 TBq／t 
アルファ線を放出する放射性物質：10 GBq／t 
 


中深度処分（L1） 
深さ七十メートル以上の地下に設置された廃棄物
埋設地に埋設にすることで処分する方法 
 


上記の濃度を超えた場合、中深度処分の対象とな
る。いまた、埋設事業に係る関連法規の中で、第
二種廃棄物埋設に限るとされており、深地層処分
対象となるものは除かれる。 


深地層処分 
地下300m以深への埋設 
 


以下の基準値を超えるものは、特定放射性廃棄物
として300m以深の埋設が必要となる。 
C-14 ： 87TBq／t、Cl-36： 96GBq／t 
Tc-99：1.1TBq／t、I-129： 6.7GBq／t 
アルファ線を放出する放射性物質：8.3 GBq／t 
 


 
また、第二種廃棄物埋設（トレンチ処分、ピット処分、中深度処分）の対象とする廃棄物には、法律


上で、技術的要件が定められており、固型化又は封入すること、廃棄体の健全性を損なうおそれのある


物質を含まないことなどの技術上の基準を満足しなければならない。 


 


現在、原子力発電所の運転に伴って発生した以下の放射性廃棄物については、日本原燃㈱の埋設セン


ターで埋設処分が進められている。 


 濃縮廃液、使用済樹脂、焼却灰などをセメント、アスファルト、プラスチックを用いてドラム


缶に固型化したもの（均質固化体） 


 原子力発電所の運転に伴い発生した低レベル放射性廃棄物で、金属類、プラスチック、保温材、


フィルター類などの固体状廃棄物を分別し、必要に応じて切断・圧縮・溶融処理などを行いド


ラム缶に収納した後、セメント系充てん材（モルタル）で一体となるように固型化したもの


（充填固化体） 
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中深度処分に関しては、試験坑道内でのコンクリートピットへの定置、閉鎖技術や力学的安定性など


について、確認、評価するための研究が行われているところであり、立地を含めて今後の対応となる。 


 
 


【参考文献/参考情報】 


[1] 原子力教科書「放射性廃棄物の工学」 


[2] 原子力百科事典ATOMICA「わが国の放射性廃棄物の種類と区分 (05-01-01-04)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_05-01-01-04.html 


[3] 原子力百科事典ATOMICA「解体廃棄物の放射能レベル区分 (05-02-01-04)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_05-02-01-04.html 


[4] 原子力百科事典ATOMICA「解体に伴う廃棄物の処理・処分の方法 (05-02-01-07)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_05-02-01-07.html 


[5] 原子力百科事典ATOMICA「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基準値について 


(11-03-04-08)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_11-03-04-08.html 


[6] 原子力百科事典ATOMICA「処分を前提とする放射性廃棄物の区分（放射能基準） (11-03-04-01)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_11-03-04-01.html 


[7] 原子力百科事典ATOMICA「日本における放射性廃棄物の発生の現状と将来の見通し (05-01-01-05)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_05-01-01-05.html 


[8] 原子力百科事典ATOMICA「原子力施設の廃止によって発生する大量の放射性廃棄物の処理処分対策 


(05-01-04-06)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_05-01-04-06.html 


[9] 原子力百科事典ATOMICA「わが国の低レベル放射性廃棄物の処分に係る経緯 (05-01-03-03)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_05-01-03-03.html 


[10]原子力百科事典ATOMICA「わが国における低レベル放射性廃棄物の処分についての概要（制度化の観


点から） (11-02-05-02)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_11-02-05-05.html 


[11]原子力百科事典ATOMICA「放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方 (11-03-04-06)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_11-03-04-06.html 


[12]平成30年度原子力白書（6－3 現世代の責任による放射性廃棄物処分の着実な実施） 


http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hakusho/hakusho2019/6-3.pdf 


[13]日本原燃㈱ホームページ 


https://www.jnfl.co.jp/ja/business/about/llw/summary/ 


 


【類似問題】 
・平成27年度 核燃料サイクル Ⅱ-1-3 
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Ⅱ－２ 次の2設問（Ⅱ－2－1、Ⅱ－2－2）のうち、1設問を選び解答せよ。（解答設問番号を明記し、答


案用紙２枚以内にまとめよ。） 


 


Ⅱ－２－１ あなたは、自治体からオフサイトの環境修復を目的として、福島第一原子力発電所の事故に


よって汚染した土壌等を効果的に除染する業務を受託した会社の技術的責任者である。下記


の内容について記述せよ。 


（1） 業務を開始するに当たり調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。 


（2） 業務を進める手順について、留意事項と工夫を要する点を述べよ。 


（3） 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。 


 


【解答のポイント】 


汚染土壌の除染において、現状の課題や取扱い上の問題点などをしっかり認識し、土壌の除染を担う技


術者として、関係機関との調整も含めて、手順、留意事項等を整理し提案する必要がある。以下に把握整


理しておくべき、要点を解説する。 


 


福島第一原子力発電所事故により、福島県内外の広範囲にわたって、放射性物質による汚染が広がった。


汚染した土壌等については、可能な限り除染がなされるが、そのうち、10万㏃/kgを超えるものについて


は中間貯蔵施設へ、それより低い特定廃棄物については、既存の管理型処分場を活用し埋立処分が進めら


れている。 


特定廃棄物には①環境大臣が指定した汚染廃棄物対策地域内の廃棄物のうち、一定の要件に該当するも


の（地震・津波等によって生じた瓦礫、家屋解体によって生じた廃棄物等）と、②事故由来の放射性物質


による汚染の状態が8,000 ㏃/kgを超えると認められ環境大臣の指定を受けたものが含まれる。 


これらの処理・処分を含めた処置の方法については、「放射性物質汚染対処特措法」等に定められてい


る。なお、福島県内の除染に伴い発生した放射性物質を含む土壌、福島県内に保管されている10 万 


Bq/kg を超える指定廃棄物等を最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管する施設として中間貯


蔵施設が整備されているが、「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法」（平成15年法律第44 号）の中で


「中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」ことが明文化


されており、期限が定められている。 


中間貯蔵施設の容量は、幅があるものの約2,000万 ⅿ3と推計されており、土壌等は、中間貯蔵施設で一


定期間保管した後、安全に処分する必要があるが全量そのまま最終処分することは、必要な規模の最終処


分場の確保等の観点から実現性が乏しいと考えざるを得ない。 


 


福島県内で発生した10万 Bq/kg以下の指定廃棄物等については、既存の管理型処分場を活用して、速や


かに埋立処分が進められている。本事業を実施するに当たって、福島県、地元の富岡町、楢葉町の当局や


議会、住民への説明等の対応を行い、事業の容認を得て、平成28年４月に既存の管理型処分場を国有化し


ている。以降、必要な準備工事等を進め、平成29年11月に施設への廃棄物の搬入が開始されている。また、


特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」を通じて積極的な情報発信に取り組まれている。 


福島県以外の県（宮城県・栃木県・千葉県・茨城県・群馬県）については、放射能濃度測定等の現状把


握を行いながら、各県それぞれの状況を踏まえた対応が進められているところである。宮城県、栃木県及


び千葉県については、有識者会議や各県の市町村長会議での議論を経て確定した選定手法に基づき、平成


26年１月、平成26年７月、平成27年４月にそれぞれ詳細調査の候補地を公表したが、その後の地元の反対


により、詳細調査は難航又は実施に至っていない。 


宮城県においては、平成29年７月、まずは指定廃棄物を除く8,000 Bq/kg以下の汚染廃棄物から圏域ご


とに処理するという方針が決定され、平成30年3月から試験焼却が開始されている。 


栃木県においては、長期管理施設を整備するという方針は堅持しつつ、指定廃棄物を保管する農家の負


担軽減を図るため、平成30年11月、環境省から栃木県及び保管市町に対し、指定廃棄物の暫定的な減容


化・集約化の方針を提案し、合意が得られており、調整が行われているところである。 


千葉県においても、長期管理施設の詳細調査の実施について、地元の理解を得る努力を継続している。


茨城県は平成28年2月、群馬県は平成28年12月に「現地保管継続・段階的処理」の方針を決定。両県では


この方針を踏まえ、保管場所の補修や強化等を実施しつつ、8,000 Bq/kg以下になった指定廃棄物につい


ては、段階的に既存の処分場等で処理することとしている。 


 
このような状況の中、環境省から、出された「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略（戦


略目標の達成に向けた見直し）2019.3」で種々の対応（減容・再生利用技術の開発、再生利用の推進、最


終処分の方向性の検討、全国民的な理解の醸成等）について検討され、今後の中長期的な方針が整理され


ている。その概要は以下の通り。 


(1)土壌の分級処理技術 


 分級処理は、放射性セシウムが土壌のうち細粒分（シルト・粘土）に付着しやすいという特性を


踏まえ、土壌を細粒分と砂・レキに分離する方法 
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 重金属除去技術として実績があることから、要素技術としては実用化段階の技術が多く、また、


大量かつ比較的安価に処理が可能という特徴を有する。 


 重金属の場合と異なり、線量が比較的高くなる分離した細粒分の取扱い、使用した機器のメンテ


ナンスにおける被ばく対策、粘土分の割合が高い土壌や砂・レキの表面に固着した放射性セシウ


ムの分離等に課題有り。 


（2）土壌の化学処理技術 


 化学処理は、強酸等の溶媒を用いて土壌中の放射性セシウムを溶媒中に溶出させることで土壌か


らセシウムを分離する方法。溶液中のセシウムは吸着剤等で回収。 


 分級処理と比較して分離の効率が高く、砂質土に加え粘性土にも効果が期待される。 


 分級処理と比較してコスト高。分離後の土壌に含まれる溶媒の処理や吸着剤の安定性評価、放射


性セシウムでの技術実証の実績が限定的等の課題有り。 


（3）土壌の熱処理技術 


 熱処理は、土壌に反応促進剤を添加した上で加熱し、放射性セシウムを一旦揮発させ分離した後、


冷却・捕集する方法。 


 土壌の性状（砂質土、粘性土）によらず適用でき、高効率で放射性セシウムの分離が可能。 


 分級処理や化学処理に比べてコスト高。処理対象物によっては相当量の反応促進剤が必要となる


こと、土壌の性状・組成が変化した生成物の取扱い等に課題有り。 


（4）焼却灰（飛灰）の洗浄処理技術 


 飛灰の洗浄処理は、一般的に飛灰に付着している放射性セシウムが水に溶けやすい特性を踏まえ、


放射性セシウムを水に溶出・分離する方法。水溶液中のセシウムは吸着剤等で回収。 


 高効率で放射性セシウムの分離が可能 


 排水処理や吸着剤の安定性評価、放射性セシウムでの技術実証の実績が限定的等の課題有り。 


（5）焼却灰（主灰・飛灰）の熱処理技術 


 焼却灰の熱処理は、必要に応じて反応促進剤を添加した上で加熱し、焼却灰中の放射性セシウム


を一旦揮発させ分離した後、冷却・捕集する方法。 


 主灰・飛灰によらず適用でき、高効率で放射性セシウムの分離が可能 


 洗浄処理に比べてコスト高。処理対象物によっては相当量の反応促進剤が必要となること等の課


題有り。 


  


 この戦略の中では、技術の成熟度が高いこと、除去土壌等の大量かつ安価な処理が可能であることから、


土壌の分級処理技術について優先的に実用化を図ることとされた。また、小規模技術実証・評価事業等を


通じて、除去土壌の高度処理や焼却灰の減容処理のうち、コスト、処理効率・効果、実用可能性等の観点


から優位性が認められる技術を選定し、検討会での検討を踏まえ、段階的に実用化を図ることとされてい


る。 


除去土壌を減容する基本的な処理工程は、まず異物除去を行い、その後、各種減容処理（分級処理、熱


処理、化学処理等）の単独又は組合せとする。その際、対象土壌の放射能濃度と物理減衰による経時変化


を考慮して、処理方式や実施時期を定める。この際、熱処理、化学処理等の高度処理は、分級処理後の放


射能濃度の比較的高い土壌に適用することを基本とする。なお、高度処理技術を適用する場合、処理後に


発生する放射能濃度の高い残渣は吸着剤等により更に高濃度の回収物になるため、その取扱いや最終処分


に当たって、作業員の放射線管理、最終処分のための安定化措置の必要性等に留意が必要とされている。


焼却灰の減容処理についても同様に、処理後に発生する放射能濃度の高い残渣の取扱いや最終処分に当た


って、作業員の放射線管理、最終処分のための安定化措置の必要性等に留意が必要であるとされた。 


 


以上は、技術開発的視点から、その得失を比較し、整理したものであるが、マネジメント、リーダーシ


ップに係る資質能力を示すためには、計画、実施、評価、改善のプロセスや資源配分に関すること、自治


体、メーカの他、一連のプロセスに関係する関係者との調整に触れる必要があることに注意し、解答とし


て仕上げる必要がある。 


  


【参考文献/参考情報】 


[1] 平成29年度版原子力白書 


[2] 中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略（戦略目標の達成に向けた見直し）2019.3 


http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/investiga


tive_commission_review_1903.pdf?1904 


[3] 環境省ホームページ（第９章 事故からの回復に向けた取組）


https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h30kisoshiryo/h30kiso-09index.html#h30_9.1 


[4] 環境省ホームページ除染情報サイト（汚染土壌等の管理） 


http://josen.env.go.jp/soil/disposal_removed_soil.html 


[5] 第14回原子力機構報告会資料（除染廃棄土壌の現状 ―環境再生事業と次世代人材育成―） 



http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/investigative_commission_review_1903.pdf?1904

http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/investigative_commission_review_1903.pdf?1904

https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h30kisoshiryo/h30kiso-09index.html#h30_9.1

http://josen.env.go.jp/soil/disposal_removed_soil.html
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https://www.jaea.go.jp/jaea-houkoku14/shiryo/07.pdf 


[6] 岡田尚ほか、「福島の環境回復に向けた取り組み,6; 安全性の確保を大前提とした除去土壌等の再生


利用」、原子力学会誌2017/10 


[7] 澤口拓磨ほか、「除去土壌の再生利用の安全評価」（1F事故による環境回復に伴う廃棄物の管理と除


去土壌の減容・再生利用の取り組み,4）、原子力学会誌2017/8 


[8] 矢板毅、「再生利用を目指した粘土鉱物へのCs吸脱着機構解明」（1F事故による環境回復に伴う廃棄


物の管理と除去土壌の減容・再生利用の取り組み,2）、原子力学会誌2017/8 


[9] 日本技術士会 原子力・放射線部会ホームページ「中間貯蔵等のオフサイトに係る課題と対応状況」


大迫 政浩氏講演資料及び会員報告（2018.11） 


https://www.engineer.or.jp/members/c_dpt/nucrad/topics/006/attached/attach_6323_12.pdf 


https://www.engineer.or.jp/members/c_dpt/nucrad/topics/005/attached/attach_5793_1.pdf 


https://www.engineer.or.jp/members/c_dpt/nucrad/topics/005/attached/attach_5793_2.pdf 


 


【類似問題】 
・平成30年度 放射線防護 Ⅲ-1 
・平成29年度 核燃料サイクル Ⅱ-2-2 
 


 


Ⅱ－２－２ 核燃料施設で発生した低レベル放射性廃棄物を長年保管（30～40年間）している廃棄物貯蔵


施設がある。廃棄物を収納しているドラム缶に腐食が見られること、廃棄物保管スペースが


ひっ迫していることから、廃棄物をドラム缶から取り出し減容する施設を建設することとな


った。減容処理施設の基本設計の技術的責任者として、下記の内容について記述せよ。 


（1） 設計において調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。 


（2） 業務を進める手順、留意事項と工夫を要する点を述べよ。 


（3） 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。 


 


 


【解答のポイント】 


 基本設計においては、対象とする廃棄物、基本設備の構成、物質収支、物流、処理能力など、施設の基


本的な事項を決定した上で、安全上の評価を行う必要がある。また、通常当該事業の範囲内で行う場合、


加工施設であれば「核燃料物質の加工の事業に関する規則」及び「加工施設の位置、構造及び設備の基準


に関する規則」を、再処理施設であれば「使用済燃料の再処理の事業に関する規則」、「再処理施設の位


置、構造及び設備の基準に関する規則」を満足する必要がある。関連法規、基準を満足させることを念頭


において、解答したい。また、減容にあたっては、できれば、廃棄物の処理を2度手間としないため、処


分の基準を満たすための処理（廃棄体化）を考慮すべきであろう。設計時にその辺りの要求事項を整理し、


意思決定しておく必要がある。 


 


 問題文中にいくつか、「廃棄物を収納しているドラム缶の腐食」、「保管スペースのひっ迫」、「廃棄


物をドラム缶から取り出す」など、考慮すべきキーワードが記載されている。これらの表現から、対象と


する廃棄物は、固型化されていないものであると考えられるが、可燃物、不燃物の種類は指定されていな


い。また、放射性物質濃度（汚染の状況）や核種、線量率などの条件、その他の有害物質を含むかどうか


や、物理的、化学的性状、発生経緯等が明らかにされていない。処理方法の選択にあたって、対象とする


廃棄物に係るこれらの情報を調査し、整理する必要がある。 


 次に、ドラム缶の腐食については、その状況によってドラム缶の移動を含めた取扱いに支障を及ぼす可


能性が考えられる。また、保管場所によって、腐食環境が異なることもあり得るが、保管場所がひっ迫し


ているとの情報から、保管施設の奥側にある廃棄物に容易にアクセスできない可能性が想定される。廃棄


物の取扱いの流れや処理能力などの検討にあたって、これらのことについて、関連する状況（ドラム缶の


腐食状況、現状の保管状況、減容処理施設の建設を完了するまでの推移予測など）を調査することが望ま


しい。 


 


 処理方法は、対象とする廃棄物の物理的、化学的性状、廃棄物中の放射性物質濃度等を考慮して、選定


することになる。廃棄物が可燃物であれば、一般的に減容比が高い焼却処理を行うが、必要とする処理能


力によって、焼却炉の規模、タイプ等を決めていく。一方、金属などの不燃物が対象の場合には、圧縮処


理、溶融処理などが考えられる。圧縮処理では大部分の放射性物質が処理後の圧縮体に留まると考えられ


るが、溶融処理においては、オフガス系への放射性核種の移行が考えられるため、2次廃棄物の発生量の


評価が重要になる。また、処理方法の選定にあたっては、先行プラントの情報、廃棄物処分に係る情報な


ど、関連する情報を入手し、参考としたい。 


  


主要な設備が決定したら、その保守管理の方法をある程度想定しておく必要がある。保守管理方法の想



https://www.jaea.go.jp/jaea-houkoku14/shiryo/07.pdf

https://www.engineer.or.jp/members/c_dpt/nucrad/topics/006/attached/attach_6323_12.pdf

https://www.engineer.or.jp/members/c_dpt/nucrad/topics/005/attached/attach_5793_1.pdf

https://www.engineer.or.jp/members/c_dpt/nucrad/topics/005/attached/attach_5793_2.pdf
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定は、設備の配置を決める上で重要な情報となるため、可能な限り早い段階で考慮する。高線量の廃棄物


を取り扱う必要がある場合、遠隔操作の導入も視野に入れることになる。 


 


 また、処理方法の選定にあたっては、処分するまでの流れと大きく関係するため、予め関係者と情報を


共有し、手戻りのないよう意思統一、調整しておきたい。また、選定した処理方法によっては、廃棄物管


理の方法がそれまでと変更になる場合には、廃棄物の発生元、保管担当部署などと情報を共有しておくと


よい。 


 


【参考文献/参考情報】 


[1] 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 


[2] 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 


[3] 核燃料物質の加工の事業に関する規則 


[4] 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 


[5] 技術士ハンドブック 


[6] 長崎晋也、中山真一『原子力教科書「放射性廃棄物の工学」』2011.1 


 


 


【類似問題】 
・平成28年度 核燃料サイクル Ⅱ-2-1 
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Ⅲ 次の2問題（Ⅲ－１、Ⅲ－2）のうち1問題を選び解答せよ。（解答問題番号を明記し、答案用紙3枚以


内にまとめよ。） 


 


Ⅲ－１ 東京電力福島第一原子力発電所の事故は、8年間経過した時点においても、発電所敷地内（オン


サイト）、発電所周辺（オフサイト）及び更に発電所から遠方に位置する地域それぞれで放射性


廃棄物の処理・処分を始めとする諸課題が解決されない状態となっている。このような問題を克


服するために、技術者としての立場から以下の問いに答えよ。 


（1） この問題を解決する上で、多面的な観点から重要な課題を抽出し分析せよ。 


（2）抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。 


（3） 解決策に伴って新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。 


 
【解答のポイント】 


福島第一原子力発電所事故に関わる課題等の情報については、「東京電力ホールディングス㈱福島第一


原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン2019」（以下、「廃炉戦略プラン」という）や環境省ホーム


ページ、原子力白書等を参考にすることで、様々な視点から、課題を挙げることができる。 


本設問では、放射性廃棄物の処理・処分を例示しつつ諸課題に対しての認識が問われているため、廃棄


物に関する内容を中心としつつ、「多面的な観点」を意識して、その他の視点に触れるような形で解答す


るのがよいと思われる。オンサイト、オフサイト（発電所周辺）、発電所から遠方に係るものが見えるよ


うな形で整理するとバランスがよいであろう。 


 


例えば、以下のような課題に係るキーワードが考えられる。 


(1) オンサイト 


燃料デブリ取り出し、 廃棄物対策、汚染水対策、使用済燃料プールからの燃料取り出し、  


原子炉の冷温停止状態の継続、 発電所全体の放射線量低減・汚染拡大防止、これらに関 


連する技術開発、廃棄物の処理処分に係る技術開発など 


(2) オフサイト 


中間貯蔵施設の整備、除去土壌等の減容・再生利用（設問Ⅱ-2-1参照）、帰還困難区域の除染、帰還


のためのインフラの整備、長期的環境モニタリングなど 


(3) 遠方の地域 


指定廃棄物処分方策の決定、対応（実証試験等）、長期的環境モニタリングなど 


(4) その他 


廃炉に携わる人材の育成・確保 


福島第一原子力発電所内労働者の労働環境、労働条件の改善 


国際協力（世界の英知の結集） 


地域との共生に係るコミュニケーション、風評被害払拭に係る対応、食品中の放射性物質の検査等の


対応、情報発信、他プラントの安全対策等への反映 


健康影響へのケア、帰還住民のコミュニティ形成支援 


イノベーションコースト構想、新たな産業の創出 


原子力損害賠償 


 


上記に挙げたキーワードは、例えば、直接的な技術的課題を有するもの、ステークホルダーとの調整や


課題に関するのコミュニケーションに要点があるもの、その他のものに大別できる。或いは、廃棄物の処


分に関すること、健康影響や生活環境に関すること、その他情報の取扱い等に関することのように分類す


ることも可能であろう。何らかの視点で、分析し、解答の中で示す必要がある。 


 次に、最も重要な課題を挙げる際には、その課題を重要と考えた理由に触れることが望ましい。受験者


の取り組んでいる業務上の課題や、問題意識を示した上で、重要な課題として１つ挙げるとよい。 


 以降の記載にあたっては、既存の報告書や資料のコピーや、その説明のような形にならないように注意


する必要がある。自らの経験、学識を基に解決策を提案し、自らの問題解決能力を示す必要がある。 


なお、解決策に伴って新たに生じるリスクに関する内容がイメージしにくい場合には、例えば、具体的


技術を適用する場面を想定して、その技術の欠点・課題、下流側工程への影響、技術開発や調整の失敗、


スケジュール的な観点からの手戻り、新たに必要となる安全対策や資源の確保等を考え、リスクとして記


載することが考えられる。その対応については、リスクが現実のものとなる前に状況を把握して対処する


モニタリング、そのリスクが現実のものとなった場合に影響を緩和するような対策などを挙げるとよい。 


 


【参考文献/参考情報】 


[1] 「東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン2019」（原子力


損害賠償・廃炉等支援機構） 


http://www.dd.ndf.go.jp/jp/strategic-plan/index2019.html 


[2] 環境省ホームページ 



http://www.dd.ndf.go.jp/jp/strategic-plan/index2019.html
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http://josen.env.go.jp/ 


[3] 野田耕一、野崎信久ほか、「1Fの廃炉と環境回復をめざして（1）」原子力学会誌2019.12 


[4] 佐藤優樹、川瀬啓一ほか、「第2回1Fの廃炉と環境回復をめざして（2）」原子力学会誌2020.1 


[5] 大西世紀、鎌田創、「福島第一原子力発電所事故に伴う海底土広域測定手法」、原子力学会誌2019.6 


[6] 眞田幸尚、「事故7年後の福島の放射線分布状況および環境モニタリング技術の最前線」、原子力学


会誌2019.6 


[7] 福田俊彦、「福島第一原子力発電所廃炉の技術戦略について 廃炉の道筋と戦略プラン2018」、原子


力学会誌2019.2 


[8] 中野純一、引田直人、「福島第一原子力発電所の廃炉と世界の叡智の結集」、月刊技術士2018.5号、


日本技術士会 原子力・放射線部会HP資料庫 


[9] 堀口 賢一、「VR 技術を応用した福島第一原子力発電所の廃止措置への挑戦」、月刊技術士2018.4


号、日本技術士会 原子力・放射線部会HP資料庫 


[10]越智小枝、『福島が問う新しい「技術の安全」』、月刊技術士2017.10号、日本技術士会 原子力・


放射線部会HP資料庫 


[11]佐々木聡、「オフサイトの現状と課題，専門家の役割」、月刊技術士2017.3号、日本技術士会 原子


力・放射線部会HP資料庫 


[12]和田隆太郎、芳中一行、「福島第一原子力発電所の廃棄物処理・処分の研究開発」、月刊技術士


2016.11号、日本技術士会 原子力・放射線部会HP資料庫 


[13]芳中一行、「燃料デブリの取り出しに係る検討状況と遠隔技術」、月刊技術士2016.10号、日本技術


士会 原子力・放射線部会HP資料庫 


[14]大橋正雄、「東京電力福島第一原子力発電所の汚染水対策の現状」、月刊技術士2016.9号、日本技術


士会 原子力・放射線部会HP資料庫 


[15]山外功太郎、『2015年7月24日開催，原子力・放射線部会7月度講演会から「福島第一原子力発電所事


故に関する放射線防護上の課題と提言」』、月刊技術士2015.11号、日本技術士会 原子力・放射線


部会HP資料庫 


 


【類似問題】 
（1）オンサイト 


 平成27年度 核燃料サイクル Ⅲ-2 


 


（2）オフサイト 


 平成26年度 核燃料サイクル Ⅲ-2 


 平成27年度 核燃料サイクル Ⅱ-2-1 


 平成29年度 核燃料サイクル Ⅱ-2-2 


 平成30年度 放射線防護 Ⅲ-1 


 


 


Ⅲ－２ 近年、工場の生産ラインのセキュリティ対策、自動車自動走行などへのIoTやAI技術の検討や取


り入れが急速に進められている。今後の核燃料サイクルの施設や放射性廃棄物関連施設の管理の


経済性、効率性、安全性などの向上を目的としてIoTやAI技術の取入れを検討する技術者の立場か


ら以下の問いに答えよ。 


（1） 施設の制御や運転管理などへのIoTやAI技術の取り入れに関して、多面的な観点から重要な課題


を抽出し分析せよ。 


（2） 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。 


（3） 解決策に伴って新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。 


 
【解答のポイント】 


核燃料サイクル施設では、AI/IoT導入の報告例は余りない。一方で、現行の規制基準では、サイバーセ


キュリティに係る対策を求めており、本設問に解答する上では、そのことに触れる必要があるだろう。報


告例に乏しいため、実務としてセキュリティ等の関連業務に携わっている技術者やシステム開発等の携わ


っている技術者以外の者が本設問に解答する場合、他の業界の導入例を踏まえた上で、今後導入すること


を想定し具体的に課題を抽出し、解決策を提案することになる。以下に、文献から得られる情報を基に参


考とできる情報を提供しておく。 


 従来の制御システムはネットから隔絶されており、標的型攻撃で使われるようなマルウェアに感染


することは少なかった。2000 年代に入り製造業（工場）のIT 化が進み、一般的な通信技術が工場


内のネットワークで活用されるようになってきたことに伴い、マルウェアに感染する事例が増えて


いる。このため、安定稼働を最優先する制御システムでは、被害の拡大が懸念されている。 


 具体例として、アメリカのダイムラー・クライスラー社においては2005年にZotobと呼ばれるマル



http://josen.env.go.jp/
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ウェアに感染し米国にある13の自動車工場が操業停止に陥った事例、ドイツの製鉄所でもマルウェ


アに汚染して溶鉱炉を正常にシャットダウンできずに生産設備に大きな損傷を受けた事例がある。 


 製造分野では、従来、アナログでの情報（データ）を多く扱い、これらを活用して各業務の合理化


や個別最適化が進められていた。IoT システムを活用すると、情報（データ）がデジタル化され、


従来実現できなかった収集・蓄積・解析、解析結果のフィードバックといった一連のサイクルを実


現できるようになる（物流／営業関連／保守などの情報（データ）の分析→需要予測→工場へフィ


ードバック→生産計画の変更→必要部品の調達へ反映等。サプライヤーとの情報（データ）のシェ


ア等）で、自律的に考える工場への進化が期待されている。 


 このほか、製造工場での応用例として、製造工程（生産プロセス）の見える化、効率化、予知保全、


部品交換、遠隔保守などがある。 


 核燃料サイクル施設の事例としては、2010年にイランの核燃施設の制御システムがStuxnetと呼ば


れるマルウェアに感染し、約8400台のウラン濃縮用遠心分離機すべてが稼働不能に陥った事例があ


る。 


 島根原子力発電所では、機器故障予兆システムを導入し、故障の予兆監視などに活用されている。 


 


上記の参考情報から、核燃料サイクル施設への適用を考えた場合、島根原子力発電所の例にあるように、


設備機器故障の予兆を把握し、保全計画への反映などに活用できるとも考えられるが、セキュリティ上の


対策が不十分となった場合に、大きな損失や安全上の問題を生じるリスクをはらんでいるともいえる。


IoTやAI技術の導入の検討にあたっては、目的を明確にした上で、導入範囲や実施内容を十分吟味する必


要があると考えられる。 


また、プラント間の運転情報や廃棄物発生・保管の状況などを連動させ、操業計画を立てやすくするな


どの応用も考えられるが、こういった応用においてもセキュリティ上の配慮は必須である。 


マルウェアへの感染、サイバーテロなどの脅威から防護するためには、従業員への教育を含めた情報管


理やメディア管理の徹底のほか、オープン/クローズの仕分け（システムの隔離に係る検討）、日々進化


する脅威への迅速な対応などを含めたセキュリティ対策の徹底、改善に係る仕組み、管理体制の整備も必


要となろう。 


このほか、別の視点として、ブラックボックス化やAIによる誤判断、誤操作などのリスク（判断の信頼


性、妥当性についての確認やその説明が難しいこと等）について、述べることも考えられる。 


 


【参考文献/参考情報】 


[1] 福田敏博、『図解入門ビジネス「工場・プラントのサイバー攻撃への対策と課題がよ～くわかる


本」』、2015.9 


[2] 平成２７年度製造基盤技術実態等調査（製造分野における IoT システムのセキュリティ対策に関す


る調査事業）報告書、㈱日立製作所 


 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000057.pdf 


[3] サイバーセキュリティ経営ガイドライン（経済産業省） 


https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/CSM_Guideline_v2.0.pdf 


[4] AI白書2019,（独）情報処理推進機構 


[5] 原子力規制委員会ホームページ 


https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/other/CNO/00000029.html 


[6] 技術士CPD教材「最近のICT（情報システム）と課題」 


https://www.engineer.or.jp/members/c_cmt/cpd/topics/006/attached/attach_6598_1.pdf 


[7] 山本直樹、「島根原子力発電所 機器故障予兆監視システム開発について」、月刊技術士2018.2号、


日本技術士会 原子力・放射線部会HP資料庫 


[8] 堀口賢一、「VR 技術を応用した福島第一原子力発電所の廃止措置への挑戦」、月刊技術士2018.4号、


日本技術士会 原子力・放射線部会HP資料庫 


【類似問題】 
 令和元年度 資源工学部門 必須問題 Ⅰ-2 


 令和元年度 機械部門 流体機器 Ⅲ-2 


 令和元年度 化学部門 無機化学及びセラミックス Ⅲ-2 


 令和元年度 化学部門 化学プロセス Ⅲ-2 


 令和元年度 金属部門 金属材料・生産システム Ⅲ-2 


 令和元年度 農業部門 畜産 Ⅱ-2-1 


 令和元年度 農業部門 植物保護 Ⅱ-2-1 


 令和元年度 森林部門 必須問題 Ⅰ-1 


 令和元年度 経営工学部門 サービスマネジメント Ⅲ-2 


 令和元年度 情報工学部門 コンピュータ工学 Ⅲ-1 


 令和元年度 環境部門 環境測定 Ⅱ-2-2 



https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000057.pdf

https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/CSM_Guideline_v2.0.pdf

https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/other/CNO/00000029.html

https://www.engineer.or.jp/members/c_cmt/cpd/topics/006/attached/attach_6598_1.pdf
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4.2.3 放射線防護及び利用 


 


20－３ 放射線防護及び利用【選択科目Ⅱ】 


Ⅱ 次の2問題（Ⅱ－１、Ⅱ－2）について解答せよ。（問題ごとに答案用紙を替えること。） 


Ⅱ－1 次の４設問（Ⅱ－1－1～Ⅱ－1－4）のうち1設問を選び解答せよ。（解答設問番号を明記し、答案


用紙1枚以内にまとめよ。） 


 


 


Ⅱ－１－１ 人体に対する放射線影響を、確率的影響と確定的影響（組織反応）、急性障害と晩発性障害


と分けた場合の、それぞれの項目の特徴を説明せよ。 


 


【解答のポイント】 


人体に対する放射線影響の専門的知識を示す必要がある。放射線取扱主任者の資格試験に係るテキス


ト等に記載された情報を要約し、解答するとよい。以下に、記載例を示す。 


 


（解答例） 


ある一定の線量（しきい値）以上の放射線による被ばくをしたときに現れる影響を、確定的影響（組


織反応）という。症状によって、それぞれの発症のしきい値が異なり、しきい値以下の被ばくでは発症


せず、受けた放射線量が多くなるほど、その影響度（障害）も大きくなるという特徴があり、その症状


の主な代表例としては、白内障、不妊、皮膚の損傷、血液障害などがある。 


一方、確率的影響には、しきい線量はないと仮定されており、つまり、理論上どんなに低い線量でも


その影響が発生する確率はゼロではないことを示している。また、確率的影響は受けた放射線量が大き


くなるほど、その影響の発生頻度が上昇するという特徴があり、その症状の主な代表例としては、悪性


腫瘍，遺伝的影響などがある。 


放射線に被ばくしてから影響が現れるまでの潜伏期間に応じて、非常に高い線量の放射線を一度に被


ばくした場合に、被ばく後数時間から数日後に現れる影響を急性障害といい、その主な代表例としては


皮膚障害、造血臓器機能不全などがある。一方、放射線に被ばくし、急性障害から回復しても、数年～


数十年といった長い潜伏期の後に影響が発生したり、また症状を発現しないような低線量率で長年にわ


たって被ばくしたり、あるいは低線量を繰り返し被ばくした後に、ある期間を経て影響が出現する場合


がある。このような影響を晩発障害といい、この主な代表例は、白内障、固形がん、白血病などがある。


（598字） 


 


【参考文献/参考情報】  


[1] 原子力百科事典ATOMICA「放射線の確定的影響と確率的影響 (09-02-03-05)」 


[2] 原子力百科事典ATOMICA「放射線の晩発性影響 (09-02-03-02)」 


[3] 原子力百科事典ATOMICA「放射線の晩発性影響 (09-02-03-02)」 


[4] 原子力百科事典ATOMICA「放射線の急性影響 (09-02-03-01)」 


[5] 「放射線概論（第7版）」,柴田徳思編、通商産業研究社(2011 年7 月15 日) 


[6] 電気事業連合会ホームページ（確定的影響と確率的影響） 


[7] 電気事業連合会ホームページ（身体的影響と遺伝的影響）  


 


 


 


Ⅱ－１－２ エックス線・ガンマ線の線量測定に用いられている測定器のうち、人の放射線防護に用いら


れているものと、照射施設で吸収線量の測定器として用いられているものの各々の例を一つ


挙げよ。両者の特性の違いを述べ、測定器の長所・短所を挙げよ。 


 


 


【解答のポイント】 


この問題では例示を求められている。自らの知識経験に照らし、特性、長所、短所を説明しやすいもの


を選んで解答するとよい。 


以下に、代表的な測定器に関連する情報について解説する。 


 


法令に基づく放射線業務従事者の定期の線量評価には、熱ルミネセンス線量計、蛍光ガラス線量計、光


刺激ルミネセンス線量計等の受動形個人線量計が用いられる[1]。日本産業規格では、個人線量計の測定


可能な線量範囲を0.1 mSv～10 Svとして規定している[2]。現行法令では、放射線業務従事者の実効線量


評価で実用量を評価することになっており、体幹部に対する1cm線量当量、体幹又は末端部の皮膚に対す


る70μm線量当量をそれぞれ計測できる（なお、目の水晶体に対し3mm線量当量が定義されているが、現行
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法令では1cm線量当量又は70μm線量当量のいずれか高い値を採用するよう規定されている）。これら受動


形個人線量計は、長期間の安定性に優れており電源を要さない。多様な放射線場での放射線（種類、エネ


ルギー）に感度を有するよう一つの線量計に素子を複数持ち、フィルタ等で感度が調整されている。また、


熱・光等の再生処理を行うことにより、繰り返し使用できる特徴がある。上記の個人線量計は定期（1月


毎又は3月毎）又は必要の都度回収し、専用の読取装置で線量評価するためリアルタイムで被ばく量を知


ることはできない。ただし、補助的な個人線量計として用いられる電子式線量計はリアルタイム計測が可


能である。 


一方、放射線の工業利用や農業利用（医療器具の滅菌、食品照射等）の照射施設において重要な測定量


は吸収線量である。目的とする照射効果を与えるために必要な最低線量と、被照射物の材質変化や経費の


面から過剰な照射を防止するための最大線量が要求される。医療機器の滅菌に必要な最小吸収線量は10 


kGy～30 kGyである[3]。食品に関して言えば、コーデックス委員会（国際食品規格委員会）において10 


kGyの吸収線量が最大線量として認められている。したがって、個人線量計と比べ測定領域が極めて高い


線量計が要求される。この領域に適用される線量計として、アラニン線量計、フリッケ（Fricke）線量計、


セリウム（Ceric cereous sulfate solution）線量計、PMMA（Polymethylmethacrylate）線量計等の照射


施設の利用に適した線量計が用いられる[4]。これらの線量計は化学的変化を利用した原理を用いるもの


が多く、リアルタイムの計測は不可能である。 


 


個人線量測定に用いられる代表的な測定器は次のとおり[2],[5],[6]。 


(1)ＴＬＤ（熱ルミネセンス線量計） 


検出素子に熱ルミネセンス物質（CaSO4など）が用いられる。これに放射線を照射すると熱ルミネセン


ス物質は励起状態となり、これを加熱したときに励起状態が解放され、光を発生する。 


 高感度で温湿度の環境変化にあまり影響されない。 


 再生処理を行うことによって、繰り返し測定することが可能。 


 熱ルミネセンス線量計測装置を用いて、一度でも線量計に蓄積された情報を読み取ると、その線量


情報は消失する。 


(2)蛍光ガラス線量計 


検出素子に銀活性化リン酸塩ガラスを用いられる。これに放射線を照射した後、紫外線を当てること


で、照射量に応じた蛍光を発する現象を利用した線量計である。 


 放射線照射により生成された蛍光中心が、読取操作により消滅することがないため、線量計に蓄積


された放射線情報の保存性に優れる。 


 照射後の時間の経過による線量情報の減少（フェーディング現象）の影響が小さい。 


 線量計に蓄積されたデータを高温加熱することによって消去できる再生処理が可能。 


(3)ＯＳＬ（光刺激ルミネセンス）線量計】 


検出素子として、炭素添加α酸化アルミニウム（α-Al2O3:C）が広く用いられている。素子が放射線を


受けると、素子となる物質の結晶格子の欠陥部分に励起された電子がトラップされることでエネルギー


が蓄積される。素子に光を当てると、線量に比例した量の蛍光が発せられる。 


 光を用いたアニーリングを行うため、これによる素子の劣化がなく繰り返して使用可能である。 


 検出素子の破損による線量情報の損失がない。 


 


照射施設で使用される吸収線量測定に用いられる代表的な測定器は次のとおり[3] ,[4],[7], [8],[9] 


(4)アラニン線量計 


アミノ酸の一種であるアラニンを、パラフィン等のバインダーに60～90％の割合で混入ししたものを


成形して線量計とする。これに放射線を照射して生成されるラジカルの数から吸収線量を求める方法で


ある。1Gyから105 Gyの幅広い線量域において精度が高い（＜2%）。生成したラジカルの安定性が高い


ことから、参照標準線量計、実用線量計、郵送用標準線量計（参照標準線量計のうち、線量計を線量評


価・校正サービス機関に郵送して線量評価を行い、トレーサビリティを確立させることに適した線量計）


として広く用いられている。 


 非破壊で繰り返し測定が可能である。 


 低線量域において、生成されるラジカル量が少ないため、未照射素子のバックグラウンド線量の補


正・低減、読取装置の感度向上が必要となる。 


 読取装置が高額である。 


（5）フリッケ（Fricke）線量計 


照射された溶液中のFe2+がFe3+に変化した量を測定することによって吸収線量を求める液体化学線量


計の一つである。 


 溶液の大部分が水で、水と等価物質をみなすことができる。 


 他の線量計を比べると正確度、精度が高い。 


 純度の高い溶液の作成に大変な手間を要する。 


 測定可能な線量域は1 Gy～200 Gyと狭い。 


（6）PMMA（Polymethylmethacrylate）線量計 
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ポリメタクリル酸メチル樹脂から成る線量計で、数mm厚の板状の形状をしている。湿度の影響を防ぐ


ための密封袋に封入されている。放射線照射によって色の変化が生じ、吸光光度計によって測定するこ


とで吸収線量を求める。 


 安価で大量生産が容易である。 


 測定可能な線量域は100 Gy～50 kGyと比較的広い。 


 液体化学線量計と比べると、測定の不確かさが大きい。 


 


【参考文献/参考情報】  


[1] 個人線量測定機関協議会（http://kosenkyo.jp/index.htm） 


[2] 日本産業規格,”X・γ線及びβ線用受動形個人線量計測装置並びに環境線量計測装置”, JIS Z 


4345(2017) 


[3] 山口英俊,”アラニン線量計を用いた放射線加工レベルの線量標準及び医療応用に関する調査研


究”, AIST Bulletin of Metrology, Vol.10, No.1 (2019) 


[4] 須永博美, “[総説] 放射線照射施設と照射技術―食品照射の実際”, 食品照射, pp25-47, 第40


巻 第1，2号（2005） 


[5] 伊藤精ら,”個人外部線量測定用蛍光ガラス線量計の基本特性”, JAERI-Tech, 2001-048 (2001) 


[6] 鈴木朗史ら,”外部被ばく個人線量測定用OSL線量計の諸特性”, JAEA-Technology, 2014-049 


[7] 一般財団法人放射線利用振興協会ホームページ, 放射線利用・原子力基盤技術データベース


（http://www.rada.or.jp/dbtop/index.html） 


[8] 小嶋拓治ら,”アラニン線量計の放射線治療線量レベル（1－100Gy）への応用”, RADIOISOTOPES, 


44, 603-607 (1995) 


[9] 日本産業規格 JIS Z4574：2017（ISO/ASTM 52628:2013）放射線加工処理における線量計測方法 


 


 


Ⅱ－１－３ 商用照射施設において滅菌処理に使用される放射線の種類を3つ挙げ、それぞれの特徴と使


用上の長所短所を述べよ。 


 


【解答のポイント】 


放射線障害防止法の規制の対象となる放射性同位元素又は放射線発生装置は、様々な用途で幅広く利用


されており、医療用具の滅菌には、主にコバルト60 が用いられている。最近、コバルト60からのγ線に


代わって、高エネルギー加速器の開発が進み電子線が利用されるようになってきている。その理由として、


電子加速器の信頼性が高まったこと、殺菌の効果は同等と考えられること、施設の管理がより容易である


ことが挙げられる。ただし、透過力の関係から電子線はすべてのものに適用できるわけではない。さらに


は、電子線を金属ターゲットに照射しⅩ線に変換して利用する研究もおこなわれている。 


どのような滅菌技術を選択するかは、材料の性質、パッケージの仕方、透過力の必要性等によって異な


るとされる。３つの放射線に関し、参考文献/参考情報に記載されている特徴等を整理すると以下の通り


となる。 


 ガンマ線 電子線 Ⅹ線 


エネルギー源 コバルト 電気 電気 


エネルギー 小 大 小 


処理時間 長い 短い 長い 


照射の中止 できない できる できる 


透過力 高い（高密度製品向き） 低い（低密度製品向き） 高い 


均一性（不均等性への適
用） 


良い（異種混載可、梱包
形態を問わない） 


平均的（低い） 良い 


線量率 低い 非常に高い 中間 


保守管理 容易 より容易 － 


市場 普及 普及 新技術 


 


 通常、滅菌に必要な最小線量と製品の許容最大過剰照射量の間で線量が決められる。当然、過剰照射


などないことが理想であるが、実際には、照射対象物全体にわたって必要な線量を達成するために過


剰照射が必要となる。過剰照射は照射に強い材料を処理するとき重大な問題とはならないが、照射に


対して限られた耐性しか持たない材料の製品では問題となる。 


 電子線は透過力が低いため、大型のもの、高密度のものには不向きである。γ線、X 線は透過力が高


いため、透過力を必要とする場合に向いている。 


 このほか、Ⅹ線、電子線はソースエネルギーが電気であるため、放射を必要に応じて停止させること
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ができる特徴がある。 


 


【参考文献/参考情報】  


[1] 平成30年度版原子力白書 


[2] 原子力百科事典（ATOMICA）放射線による医療器具の滅菌 (08-02-03-01) 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_08-02-03-01.html 


[3] 工藤久明、原子力教科書「放射線利用」、オーム社、2011.2 


[4] 日本照射サービス㈱ホームページ 


https://www.jisco-hq.jp/compare.php 


[5] JAPAN Medtec ホームページ著者：Philippe Dethier 


http://www.medtecjapan.com/ja/news/2014/01/21/978 


[6] 原子力が開く世紀（改訂第3版）（一社）日本原子力学会,2011.3 


[7] 放射線概論、通商産業研究社 


 


【類似問題】 
 平成28年度 放射線利用 Ⅱ-2-2 


 


 


Ⅱ－１－４ 核医学診断・治療の具体例を3つ挙げ、それぞれに用いられる核種の例とその核種が放出す


る放射線の特徴について述べよ。 


 


【解答のポイント】 


 問題文では、用いられる核種と放射線の特徴とあるため、RIを用いた診断・治療に関して、核種の例と


放射線の特徴を述べればよい。以下、関連する情報について解説する。 


 


１． 核医学診断 


核医学診断（検査）は、放射性核種で標識した物質をトレーサ（追跡子）として疾患の診断、検査に


利用することをいい、インビボ（㏌ vivo）検査とインビトロ（㏌ vitro）検査の２つがある。 


（1）患者の体内に放射性医薬品（放射性核種を含む薬剤）を投与し、シンチカメラ（図１参照）や全


身用PET（陽電子断層撮影装置）などの装置で臓器や組織の形態や機能を検査するインビボ（in 


vivo：生体内）核医学検査 


（2）患者から採取した血液や尿などの試料と、放射性核種を含む試薬を混ぜて、その中に含まれるホ


ルモンなどの微量な物質を調べるインビトロ（in vitro：生体外）核医学検査 


  


インビトロ核医学検査では、患者自身に放射性医薬品が投与されるわけではないので、患者は全く被ば


くしない。一方、インビボ核医学検査では、体内に投与された放射性医薬品から放出される放射線によっ


て、患者の被ばくが生じる。患者の被ばくが問題となるのはインビボ核医学検査だけである。 


(1)インビボ核医学検査で用いられる核種 


 インビボ核医学検査のために患者に投与された放射性医薬品は、短半減期のものが用いられ、体内から


直ぐになくなっていく。現在もっとも多く用いられている放射性核種は99mTc（約6時間）であり、PET法


（Positron Emmission Tomography）で用いられる核種には15Ｏ（約2分）、11C、13Nがあり、SPECT法


（Single Photon Emmission Computed Tomography）で用いられる核種として、67Ga（約3.3日）、81mKr


（約13秒）、111In（約2.8日）、123I（約13時間）、125I（約59日）、131I（約8日）、133Xe（約5.2日）、201Tl


（約73時間）がある。また、腫瘍診断に高い臨床的有用性が認められているFDGでは、18Ｆ（約110分）が


用いられる。 


注）各核種の直後に記載した（ ）内の時間は物理学的半減期を表す。 


  


 PET法で用いられる核種は陽電子を放出する核種であり、陽電子が電子と対消滅する際に180°反対方向


に消滅γ線（511eV）が放出される。 


 一方、SPECT法で用いる核種からの放射線は、単光子であり、γ線又は特性Ⅹ線のみを放出し、α線や


β線を放出しない。放出される放射線は100～400keV程度のエネルギーのものである。 


 （2）インビトロ検査で用いられる核種 


 インビトロ検査では、以下のような核種が用いられる。 


 3H ：18.6keVの低エネルギーのβ線を放出する。γ線は放出されない。 


 59Fe：主な放射線として、273keV、465keVのβ線、1099keV、1292keVのγ線がある。ここで挙げ


た他の核種に比べるとγ線のエネルギーが高い。 


 125I：主な放射線として、軌道電子捕獲に伴う27.5keVのγ線がある（インビボ検査でも用いられ


る核種で半減期は約59日）。 


 131I：主な放射線として、606keVのβ線、364keVのγ線がある（インビボ検査でも用いられる核



https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_08-02-03-01.html

https://www.jisco-hq.jp/compare.php

http://www.medtecjapan.com/ja/news/2014/01/21/978
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種で半減期は約8日。131mXeを娘核種に持つ） 


 


２．核医学治療 


 RIを用いた治療には、以下のようなものがある。 


（1） 膣のような体腔に放射線源を挿入して、子宮頸部にできたがん病巣に192Irや137Csなどの線源を用い


て大量の放射線を照射する方法（体腔内照射法） 


 192Ir：主な放射線に、539keV、675keVのβ線、317keV、468keVのγ線がある。このほかのエネル


ギーの放射線もあり、ここに挙げた他の核種に比べ、多数のエネルギーの放射線を放出する。 


 137Cs：主な放射線として、662keVのγ線、514keVのβ線がある（137mBaと放射平衡状態となる。β、


γ共にエネルギーがやや高めの放射線）。 


（2） 舌などのような体の表層部にできたがんの病巣内に針やビーズ状の192Irや198Auの放射線源を埋め込


んで、大量の放射線を照射する方法（密封小線源治療）。一般的には小さながんに効果が高いとさ


れる。 


 198Au：主な放射線として、412keVのγ線、961keVのβ線がある。ここで挙げた他の核種に比べる


とややβ線のエネルギーが高いものとなる。 


（3） バセドウ病や甲状腺がんの治療にそれぞれある特定の放射性物質（131Iなど）が集まる性質を利用し


て、病巣部に集積した放射性物質から放出される放射線でその病巣部自身を照射する方法 


 131I：γ線（364keV）とβ線（606keV）体内に入ると甲状腺組織に選択的に取り込まれる。 


（4） 脳腫瘍に集まる性質のあるホウ素の化合物を患者に投与したのち、原子炉からの熱中性子を頭部に


当てると、放射性の7Liが生成し、この時α線（核反応に伴うα線の利用）が放出される。このアル


ファ線は近くのがん細胞だけを効率よく破壊する（中性子捕捉療法（BNCT）） 


 B＋ｎ→7Li＋4He（α線） 


  


 なお、89Sr、90Yなども用いられることがある。それ以外にも薬事法上多くのRIの使用について許可され


ており、その中から核種を選び、放射線の特徴を説明してもよいだろう。 


 


【参考文献/参考情報】  


[1] 原子力百科事典（ATOMICA）「核医学診断と人体影響 (09-03-04-03)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_09-03-04-03.html 


[2] 原子力百科事典（ATOMICA）「治療用医療放射線と人体影響 (09-03-04-02)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_09-03-04-02.html 


[3] 工藤久明、原子力教科書「放射線利用」、オーム社、2011.2 


[4] 原子力が開く世紀（改訂第3版）（一社）日本原子力学会,2011.3 


[5] 原子力のいまと明日（一社）日本原子力学会,2019.3 


 


【類似問題】 
 平成26年度 放射線利用 Ⅱ－1－3 


 平成30年度 放射線利用 Ⅱ－1－3 


 


 


 



https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_09-03-04-03.html

https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_09-03-04-02.html
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Ⅱ－２ 次の2設問（Ⅱ－2－1、Ⅱ－2－2）のうち、1設問を選び解答せよ。（解答設問番号を明記し、答


案用紙２枚以内にまとめよ。） 


 


Ⅱ－２－１ 原子炉等規制法、放射線障害防止法の対象事業所で原子力規制庁が最近示している事故等の


法令報告事象及びより頻度の多い管理不備の例について、それらの傾向を分析した上で、発


生を未然に防止するための対策を答えよ。 


（1） 調査、検討すべき事項とその内容について、具体的例を挙げて説明せよ。 


（2） 業務を進める手順について、留意すべき点と工夫を要する点を含めて述べよ。 


（3） 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。 


 


 


【解答のポイント】 


この問題文では、前文において、「傾向を分析した上で」との要求が記載されており、その内容に触


れておく必要がある。こういった分析の要求については、普段から業務の中や、外部からの情報収集な


どを意識しておかないと、その場で分析、解答するのは難しいように思える。また、選択科目は放射線


防護及び利用であるが、前文で対象としている事象を放射線障害防止法の対象事業所（以下「RI施設」


とする）のみでなく、原子炉等規制法を含んでいることに注意しておきたい。取り上げる例や主要な観


点については、選択科目を専門とする技術者から見たものでよい。以下に関連する情報を挙げ、解説す


る。 


 


最近（1年程度）の法令報告事象（～2019年6月頃）[1] 


発生時期 事象 
法令 


区分 
種別 原因分析/関連情報等 


2019.4.24 
放射性同位元素等取扱事業所におけ
る放射線業務従事者の計画外被ばく
（㈱ウィズソル） 


RI施設 被ばく 原因については未報告 


2019.4.10 
放射性同位元素等取扱事業所におけ
る放射性同位元素の所在不明（成田
国際空港㈱） 


RI施設 所在不明 


 放射性物質を含む部品の扱いに対する
認識不足（報告した社、保守会社） 


 機器故障中で関連部品が取り外されて
いると気づかず 


2019.1.30 


核燃料サイクル工学研究所における
核燃料物質の漏えいに伴う立入制限
区域の設定（国研）日本原子力研究
開発機構） 


核燃料 漏えい 


 梱包用袋の穴が開いた（突起物の影響
と推定） 


 過去のトラブルの水平展開が不十分等 


2018.12.1
1 


放射性同位元素等取扱事業所におけ
る放射性同位元素の管理区域外への
漏えい（塩野義製薬（㈱）） 


RI施設 漏えい 原因については未報告 


2018.12.5 
放射性同位元素等取扱事業所におけ
る放射性同位元素の所在不明（有）
横浜シティーサービス） 


RI施設 所在不明 原因については未報告 


2018.9.20 
放射性同位元素等取扱事業所におけ
る放射性同位元素の所在不明（群馬
県） 


RI施設 所在不明 
 ヘリコプターに搭載していたものが、
墜落により扉、表示板が外れた。 


2018.9.7 
放射性同位元素等取扱事業所におけ
る密封された放射性同位元素の破損
に伴う漏えい（福岡県警察本部） 


RI施設 漏えい 


 取扱い方法上の問題 
 取扱いにおける重要性の認識の欠如
（長年の間、取扱い方法を見直さず） 


 教育の不徹底（取扱要領、危険性） 


2018.9.6 
1号機非常用ディーゼル発電機（B）
過給機軸固着（東京電力ホールディ
ングス㈱柏崎刈羽原子力発電所） 


原子炉 故障 
 部品の加工不良 
 取外し、再取付けによる状態変化 


2018.7.2 


放射性同位元素等取扱事業所におけ
る密封された放射性同位元素の破損
に伴う漏えい（㈱JALエンジニアリ
ング） 


RI施設 漏えい ・米国の製造者による製造上の不具合 


2018.6.22 
4号機において定期検査中に確認さ
れた蒸気発生器伝熱管の損傷（関西
電力㈱高浜発電所） 


原子炉 故障 
・製造時の残留応力と使用環境による
PWSCC 


2018.6.5 
５号機非常用ディーゼル発電機(B)
号機の故障に伴う運転上の制限の逸
脱（中部電力㈱浜岡原子力発電所） 


原子炉 
運転制限 


逸脱 


 組立時の打痕と熱疲労の複合要因 
 作業要領の不備（注意点、適正工具の
記載不備） 


 力量不足（薄肉部材への打痕の影響） 


2018.5.14 
放射性同位元素等取扱事業所におけ
る放射性同位元素の所在不明（長野
県消防防災航空センター） 


RI施設 所在不明 
 ヘリコプターに搭載していたものが、
墜落により表示板が脱落。 


2018.4.27 
放射性同位元素等取扱事業所におけ
る放射性同位元素の所在不明（能美
防災㈱） 


RI施設 所在不明 


 分別業務担当者の認識不足（イオン感
知器の分別が法令に基づく作業である
ことの認識） 


 管理体制の不備（担当者のみの確認） 
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上記の整理からは、放射性同位元素等取扱事業所で発生しているものが多く、事象の種別は所在不明、


漏えいが多いことが分かる。また、最近、原子力事業者に出された指示としては、以下のような例があ


る。 
 


原子力規制員会から発出された指示文書等の案件例[1] 


時期 資料種類 概 要 備 考 


2013.5.29 措置命令 


相手：日本原子力研究開発機構 


内容：もんじゅの保守管理業務の改善 


 人材、設備、予算の適正配分 


 保全計画に基づく点検状況を管理するシステムの構築 


 


2015.11.13 勧告 


相手：文部科学大臣 


内容：もんじゅの出力運転を安全に行う能力を有するものを具体


的に特定すること。それが困難であれば、もんじゅが有する安全


上のリスクを明確に減少させるよう、もんじゅの在り方の抜本的


見直し 


事業者の能力との関


連で行政庁に出され


た勧告 


2016.1.6 追加指示 


相手：東京電力㈱ 


東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不適切なケ


ーブル敷設に係る対応について（追加指示） 


 根本原因分析の実施 


 系統間分離の観点からの不適切なケーブル敷設の調査、安全上


の影響の評価、再発防止策 


 QMSの検証 


 


2016.8.4 指示文書 


相手：日本原子力研究開発機構 


内容：東海再処理施設の廃止に向けた計画の検討（以下の事項の


当面の計画の検討と報告） 


 東海再処理施設の廃止に向けた計画 


 高放射性廃液の貯蔵に係るリスク低減とガラス固化処理に要す


る期間の大幅短縮 


 「施設の集約化、重点化」及び「バックエンド対策」の総合的


な計画 


今後の計画、意思決


定に係る内容 


2016.8.24 指示文書 


対象：国内の原子力発電用原子炉の原子炉容器等 


内容：仏国原子力安全局で確認された原子炉容器等における炭素


偏析の可能性に係る調査 


 


2016.11.16 指示文書 


相手：北陸電力㈱ 


内容：志賀原子力発電所2号機の原子炉建屋内に雨水が流入した


事象に係る対応 


 雨水流入事象の直接原因分析と再発防止対策 


 根本原因分析、再発防止対策 


 安全機能を有する機器等を内包する建屋への貫通部から水の浸


入を防ぐ措置の現況調査 


 


2016.12.14 報告徴収 


相手：日本原燃㈱ 


内容：事実と異なる評価結果、不適切な意思決定プロセス等が確


認されたことに伴う報告命令 


 事実と異なる評価結果、不適切な意思決定プロセス等が発生し


たこと、品質マネジメントシステムが機能しなかったことにつ


いての原因究明 


 是正処置計画 


 


2016.12.21 指示文書 


相手：日本原子力研究開発機構 


内容：原子炉廃止措置研究開発センターにおける記録等の管理不


備に係る対応（原因調査と対策） 


 


2017.3.15 指示文書 


相手：日本原子力研究開発機構 


内容：核燃料サイクル工学研究所Pu燃料第3開発室の加工の事業


取り下げに伴う使用施設等の安全上重要な施設の再評価 


 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈


「安全上重要な施設の有無の確認に当たっての実効線量の評価


方法」を踏まえた再評価 


 基準に適合させるための可能な限りの改造等の措置。 


 


2019.6.26 報告資料 


内容：製造業者における不適切行為にへの原子力事業者の対応状


況について 


 ㈱神戸製鋼所、三菱マテリアル㈱などの製造業者の不適切行為


とそれに対する原子力事業者の対応を整理したものの報告（関


連設備と事業者による影響評価、対応等） 
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法令報告案件では、放射性同位元素の所在不明に関する案件が多いが、そのほか、漏えいなどについ


ても報告されている。一方、規制委員会から発出された文書等の情報からは保守管理の不備、品質保証


に係る事項が多く、その中で、意思決定プロセスや組織運営に係る事項まで指摘されているケースもあ


る。このほかにももう少し遡れば内部被ばくに至った事象などもあり、そちらを取り上げてもよいだろ


う。 


これらのような他事業者で発生した事象と同様の事象を起こさない（未然防止）ようにするためには、


まず、発生元から提出、公表されている情報を可能な限りタイムリーに入手するとともに、自社におい


て同様の事態が起きうる可能性を洗い出すことが必要となる。 


特に重大な影響を及ぼし得るような案件については、時系列データ、関係者の関与を整理した上で、


根本原因分析が行われる場合があり、その報告書が入手可能な場合は、詳細な情報を得ることができる


と思われる。 


各事業者からの報告において、初期の段階で原因等の情報が明らかにされているケースは多くない。


タイムリーに調査・検討を進めるためには、情報が得られる時期、内容に応じて実施する内容を決めて


いくことが必要になる。 


実際には、事象が発生した初期の段階においては、発生した事象の内容や、被害、影響の状況程度し


か情報を把握できない場合が多い。この段階においては、重大な影響を生じうる事象への対応について


は、広く自らの設備機器、放射線管理（放射性物質の管理、汚染管理、被ばく管理を含む）、保守管理


の状況、品質保証上の対応などをレビューするなどして、広く事象発生の可能性を調査・検討する必要


がある。特に海外プラント（先行プラント）の事故事例などから得られた情報については、相当の資源


をあててでも安全性の評価を含めた対応が必要と思われる。 


一方で、影響が軽微であり、事象が発生した場合でも対応が可能と考えられる事象については、当該


製品と同仕様のものがあるかどうかを調査した上で、重要な問題に発展することがないかどうか程度を


調査すれば、十分である。 


 


次に原因調査や再発防止策が明らかになった段階においては、分析された原因に係る情報を参考に、


上記の対応に追加して行う必要があるかどうかを検討し、調査範囲を決めるとよい。この段階で、力量


不足や教育の必要性などが報告される場合、ハードウェア上の欠陥などについても言及される場合もあ


る。 


根本原因分析に係る報告書が公表された場合には、品質保証システムやその運用上の問題、組織の関


与（組織文化に起因する原因）や体制上の問題まで言及される場合がある。この場合には、社内で情報


を共有した上で、対策を採る必要があるかどうか、関係者（経営者を含む）と議論、調整を行うことが


重要になる。予め、自社で発生した不適合に関し、部署ごとや、m-SHELモデルなどをベースに分類し、


自組織における傾向を統計的に分析して共有しておけば円滑に進める上で有効に働くであろう。管理担


当部署においては、過去の水平展開や自社の品質保証システムとその運用状況を把握しておくと現場対


応部署への指示が的確かつ円滑に行えると考えられ、日頃の改善活動についてこれらの状況の把握に努


めておくとよい。 


一方、現場対応部署においては、外部情報の積極的な入手、現場設備の不具合の兆候への気配りと、


自らの設備に類似するプラントなどの関連情報の積極的入手、関連部署との情報共有に努めることがよ


り重要と考えれれる。 


なお、外部の情報は種々雑多であり、予め関連情報の調査に関する役割分担などを決めておくと効率


的に進められると考えられる。前述したように、近年の事例の中には、不適切な意思決定プロセス、そ


の意思決定の記録が残されていない、或いは、資源配分や、長期的な対応を要する事項に言及されるケ


ースもある。新たな検査制度が2020年度より施行され、より事業者が自律して継続的な改善に取り組む


必要があると考えられており、積極的に改善すべき点を見出して、改善策を講じていく必要があるだろ


う。 
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子力学会和文論文誌（2012） 


https://www.jstage.jst.go.jp/article/taesj/advpub/0/advpub_J11.016/_pdf/-char/ja 


[6] JEAG4121-2009「原子力発電所における安全のための品質保証規程（JEAC4111‐2009）の適用指針-原


子力発電所の運転段階-[2011追補版] 


【類似問題】 
・ 平成28年度 原子炉システムの運転及び保守 Ⅱ-2-1 


・ 平成30年度 原子炉システムの運転及び保守 Ⅲ-1 


 
Ⅱ－２－２ 放射性同位元素を用いて、植物体内の光合成産物や栄養分、有害元素などの物質・元素動態


を画像化して観察する技術を開発することとなった。あなたがその担当責任者として業務を進めるに当た


り、以下の内容について記述せよ。 


（1） 調査、検討すべき事項とその内容について、具体的な例を挙げて説明せよ。 


（2） 業務を進める手順について、留意すべき点と工夫を要する点を含めて述べよ。 


（3） 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。 


 


【解答のポイント】 


昨年度の放射線利用のⅡ-2-2とほぼ同様の内容となっている。昨年度の問題では、調査、検討すべ


き手順の前にモニタリング対象と使用するＲＩ及びイメージング方法の具体例の設定についての設問


があり、これを記載した上で、その設定の前提に基づき手順、留意すべき事項についての問題であっ


た。令和元年度の問題では、最初の前提はなく、最後の設問で関係者との調整方策が加わっている。  


そこで、昨年度の解説で問題に令和元年度の問題に関連するための要点を再掲した上で、解答のポ


イントとなるところを補足する。 


 
 今年度の設問に対しては、観察の目的に照らし、適用可能な関連する技術にどのようなものがあるかを


調査し、適用の可能性と課題を整理する必要がある。主な技術として、植物ポジトロンイメージング装置


（Positron Emitting Tracer Imaging System， PETIS）が開発されており、その特徴を参考情報として、


以下に記載する。この装置は、生きた植物の体内で行われている物質の移動や蓄積を、経時的に可視化す


るために開発されたもので、以下のような点で、植物個体の機能を研究する手法として優れた計測法とさ


れる。 


① 物質透過力の高いγ線を計測する。ポジトロン放出核種に由来する消滅γ線は容易に植物組織を


透過するので、14Ｃのβ線を計測するオートラジオグラフのように試料薄切片を作成し、フィル


ム面に密着させる必要がない。トレーサを植物の根や葉から組織を傷つけることなく吸収させら


れるので、非接触・非侵襲での計測が可能である。 


② 画像を構成するすべての画素（１画素の大きさは1.1mm×1.1mm）について、検出した放射線強度


の経時変化をデータとして蓄積できる。従って、視野（W 12cm×H 19cm）内の任意の領域につい


て、注目する物質動態の定量的な解析が可能。 


③ 消滅γ線を検出するため、ポジトロン放出核種であれば元素の種類にかかわらず同じ装置で計測


が可能。これまでに計測用トレーサとして炭素や窒素など植物の主栄養素や、鉄、マンガン、亜


鉛など必須金属元素やカドミウムのトレーサが開発されている。 


④ ポジトロン放出核種には、11Ｃ（20分）や13Ｎ（10分）に代表されるように半減期が短いものが


あり、計測終了後にしばらくの冷却時間を設けることにより、植物内に取り込まれたポジトロン


放出核種を検出限界以下にまで減衰させることができる。これにより、同一個体を用いて複数回


の計測の計測が可能で、異なる環境条件下での植物機能の応答などを、個体差の影響を受けるこ


となく同一個体で調べることができる。 


 また、この技術を用いて、光合成産物など炭素化合物や、窒素化合物の動態研究に既に取り組まれてい


る。従来の光合成に関する研究では、葉における二酸化炭素の同化速度を測定する手法が採られてきたが、


この手法では「葉がどれだけの炭酸ガスを同化したか」という情報は得られるが、「同化された光合成産


物がどこに・どれだけ輸送されたか」という情報は得られないという課題があった。これに対してPETIS


を用いることで、植物個体内での光合成産物の動きを画像として捕らえることに成功している。 


さらに、取り扱いが困難なガス状トレーサである11ＣＯ2を植物の環境（光、温度、湿度、雰囲気ガスの


成分組成・濃度）を保ちながら植物の特定の葉のみに暴露させる11ＣＯ2ガス供給システムの開発が進めら


れている。このシステムを用いて光合成産物の動態を可視化することができれば、炭素栄養の輸送機能に


関する知見を得ることが可能となる。 


 窒素については、炭素とともに植物にとって重要な栄養素であり、植物による窒素の吸収、移動、利用


などの研究は現在でも植物栄養学の中心的な課題である。植物が利用する窒素栄養としては、水稲などが


利用するアンモニウムイオン（ＮＨ4
+）、多くの畑作物が利用する硝酸イオン（ＮＯ3


-）、ダイズなど窒素


固定菌（根粒菌）と共生できる植物が利用する空気中の窒素ガス（Ｎ2）がある。これらについてもPETIS



https://www.jstage.jst.go.jp/article/taesj/advpub/0/advpub_J11.016/_pdf/-char/ja
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で観察した例が報告されている。 


有害物質の植物体内動態についても研究が進められており、VやCdについて画像が取得された例がある。 
ただし、このポジトロンイメージング計測を行うためには、短半減期の核種を取り扱うこととなるため、


ポジトロン放出核種を製造するための施設と非密封の放射性核種の取扱いが可能な施設の両者が必要で、


かつこれらが近接又は同居することが必要となる。 
 
 


〔調査、検討すべき事項とその内容〕 
まず、関連する技術的動向から適用の可能性について調査、検討することになる。観察の対象、対象物


と想定される観察数、目的や制約条件等、各種の要件を整理した上で、目的に応じた観察が可能か、技術


的課題（開発要素）と合わせて調査、検討することになる。この他の方法としては、リアルタイム RI イ
メージングシステム（多くのポジトロン放出核種の他，β線放出核種など様々な RI が利用可能で多くの


現象を幅広く観察できるのが特徴とされる）、ガンマカメラ、コンプトンカメラ等の利用が考えられる。


調査・検討すべき事項の具体例として、以下のような事項を挙げることができる。 


《モニタリング要件及び開発目標》 


・ 可視化情報に定量性があること 


・ RI分布の経時変化を追跡できること 


・ 供試植物を傷つけず、供試植物に負荷をかけないこと 


《技術動向の調査項目》 


・ 計測器技術、入手性、適合性 


・ 物質（RI）の植物への投与技術 


・ 供試植物の育成条件（温度、湿度、照度、大気組成等）の維持技術 


特に、植物中の物質動態のモニタリングでは、植物の育成条件（温度、湿度、照度、大気組成等）


をシステム環境として再現/維持しつつ、非密封のRIをモニタリングすることが求められるため、計


測器の非密封RI環境での取扱いと合わせ、植物の育成環境への適合性についても調査・検討してお


くことが必要 


・ RIの入手/製造方法 


・ RI（投与物質）を製造に必要となる設備 


《法的制約等》 


 関連する法律や規則 


 RIの取扱いに関するガイドライン 


 RI取扱い施設の利用要件（取扱い可能核種、制約条件、利用可能期間等） 


 


また、イメージング技術の開発に係る管理事項として、次の項目の調査を行い、要領書や手順書等を


検討/整備しておくことが必要である。 


・ RIの保管・管理要領 


・ イメージング技術の検証方法 


・ 不具合/異常事象発生時の対処手順 


・ 廃棄物の処理/処分要領 


 組合せ（ホット/非密封RI）試験（検証） 


 評価フィードバック（妥当性確認） など 


 


〔業務を進めるに当たって留意すべき事項、関係者との調整方策等〕 


以下に、ポジトロンイメージ計測装置を例として、留意すべき事項を示す（昨年度の解説の再掲）。 


 全体計画の策定においては、作業項目を可能な範囲で細分化し、各作業項目に対して必要となる


リソースを評価し、体制、工程、予算等を設定の上、関係者の承認を得ることとなるが、クリテ


ィカルパス、ホールドポイントを明確とし、工程におけるバッファについても考慮しておくこと


が肝要である。 


 使用するRIについては、購入するか、もしくは加速器によるイオンビームで特定の元素を核変換


して製造することとなるが、ポジトロン放出核種の場合、半減期が短く、市販されていないもの


が多いため、必要に合わせ製造しなければならない場合が多い。故に、イメージ計測装置を設置


する施設と同じ施設内や事業所内に、加速器を用いてポジトロン放出核種を製造/試験に供するこ


とができる環境が望ましい。ただし、加速器が利用できる環境にあっても、通常、利用には「マ


シンタイム」と呼ばれる割り当て時間を獲得する必要があるため、十分な事前調整が重要となる。


その他のRIの入手方法として、昨今、加速器施設の連合体により、短寿命RI供給プラットフォー


ムと呼ばれる「研究用RIの年間を通じた速やかで安定な供給とその安全な取り扱いのための技術
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的な支援を行う活動」が行われており、こうしたプラットフォームを利用することも候補の一つ


になると考えられる。 


 RIの植物への投与は、通常、水耕液やガスの形で行われるため、RIの化学的精製や所定の物質へ


の合成が準備として必要となる。例えば、光合成産物に係る動態を11Cによりモニタリングする場


合では、サイクロトロンで高速に加速した陽子ビームを窒素ガスに照射し、照射後の窒素ガスを


液体窒素で冷やしたステンレス管の内部に通し、窒素ガス中に含まれる極微量の11CO2をトラップす


る方法が考えられる。有害金属の動態を107Cdによりモニタリングする場合であれば、陽子ビームを


銀箔に照射し、107Cdを生成した後、塩化銀沈殿法を用いて化学精製することで植物動態のモニタリ


ングに適した107Cd溶液を製造することができる。なお、ポジトロン放出核種の場合、半減期が短い


ものが多いことから、これらの準備に要する時間を評価しておき、試験計画に織り込んでおくこ


とが必要である。 


 ポジトロン（短寿命核種）を用いたイメージングは、日単位となる長時間の元素のモニタリング


には不向きであるが、同一植物個体で繰り返し実験を行い、個体差間を気にすることなく、環境


に応答した植物内の元素動態の変動を定量できるメリットがある。 


 動きが遅い元素を撮像する場合は、数日間にわたり測定環境を維持する必要があるため、環境維


持技術が、イメージングの成否を左右する大きな要因となる。すなわち、植物の生長を見込んだ


視野設定、RIを含む水耕液の水面を一定に保つ工夫や植物体内に効率よくRIを送り込む方法が重


要となる。 


 ポジトロンは、電子と再結合するまでにRIの周辺密度に応じて一定距離を移動するため、RIの周


辺密度が計測装置の空間分解能に影響するが、非常に薄い植物が試験対象となる場合は、ポジト


ロンが供試体の外に抜けてしまう可能性にも注意する必要がある。 


 廃棄物の処分に関しては、PET4核種（11C,13N,15O,18F）をRIとして使用する場合、7日間管理区域に


保管しておくことで放射性廃棄物にしないことができ（施行規則第15条第10条の2）、管理上の負


担が低減できる。ただし、この規則を適用するためには、他核種が絶対に混入しないこと等、


種々の条件を満たすことが必要であり、同室内で4核種以外の核種が使用できなくなる等のデメリ


ットも考慮し、使用施設を選定することが必要である。 


 


  


【参考文献/参考情報】  


[1] 原子力百科事典（ATOMICA）「放射線による植物機能の解明 (08-03-01-05)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_08-03-01-05.html 


[2] 原子力百科事典（ATOMICA）「ポジトロンイメージングによる植物機能の可視化 (08-03-01-10)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_08-03-01-10.html 


[3] 原子力百科事典（ATOMICA）「植物中の水のイメージング (08-03-01-06)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_08-03-01-06.html 


[4] 原子力百科事典（ATOMICA）「放射線イメージング技術の研究開発と展望 (08-04-01-31)」 


https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_08-04-01-31.html 


[5] 原子力教科書「放射線利用」 


[6] 「植物科学における放射線イメージング」鈴木伸郎ら、RADIOISOTPES（2019） 


https://www.jstage.jst.go.jp/article/radioisotopes/68/9/68_680906/_pdf 


[7] 藤巻秀、「RIを利用した植物の元素動態のライブイメージング」、化学と生物 Vol. 52, No. 9,2014 


https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/52/9/52_582/_pdf/-char/ja 


[8] 原子力のいまと明日（一社）日本原子力学会,2019.3 


[9] 日本技術士会 原子力・放射線部会ホームページ「放射線で見る植物の世界」中西 友子氏講演資料


（2016.9） 


 


【類似問題】 
・ 平成28年度 放射線利用 Ⅲ-2 


・ 平成26年度 放射線利用 Ⅱ-1-2 


・ 平成30年度 放射線利用 Ⅱ-2-2 
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https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_08-03-01-06.html

https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_08-04-01-31.html

https://www.jstage.jst.go.jp/article/radioisotopes/68/9/68_680906/_pdf
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Ⅲ 次の2問題（Ⅲ－１、Ⅲ－2）のうち1問題を選び解答せよ。（解答問題番号を明記し、答案用紙3枚以


内にまとめよ。） 


 


Ⅲ－１ あなたが法令の規制の対象ではない下限数量以下の2種類以上の非密封放射性同位元素を使用す


る計画を立案する。計画から実施・終了までに考えられる課題について、使用許可を持つ事業所


の管理区域外で行う場合、許可・届出のない学校などで行う場合の両方について、以下の問いに


答えよ。 


（1） 技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。 


（2） （1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策


を示せ。 


（3） （2）で示した解決策に伴って新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。 


 


【解答のポイント】 


法令の規制の対象ではない下限数量以下の非密封の放射性同位元素（以下、「下限数量以下の非密封RI」


という。）の安全な取り扱いに関する問いである。設問では、「2種類以上」の「下限数量以下」の「非


密封RI」について、「使用許可を持つ事業所の管理区域外で行う場合」と「許可・届出のない学校などで


行う場合」で整理して解答することが求められている。 


下限数量以下の非密封RIは規制の対象外ではあるが、使用許可を持つ事業所の管理区域外で行う場合と、


許可・届出のない学校などで行う場合では取り扱いが異なるので、それぞれの違いをよく理解しておく必


要がある。また、要求されている多面的な観点の課題は、各人の考え方によって異なると思うので、他に


も様々な事項について考えてみていただきたい。 


なお、2019年3月に日本アイソトープ協会から「下限数量以下の非密封RIの使用に関する安全取扱マニ


ュアル」[1]が公表されている。公表されたばかりではあるが、技術士として最新の情報を収集しておく


ことも求められているということであろう。 


 


１. 使用許可を持つ事業所の管理区域外で行う場合 


（１）多面的な観点からの課題の抽出と分析 


① 法的な手続きや使用に係る管理 


規制対象外であっても、あらかじめ原子力規制委員会へ変更許可申請、許可後の予防規定の変更


と届出を行う必要がある。また、2種類以上の下限数量以下の非密封RIを取り扱う場合、核種ごとの


下限数量に対する比の和が1.0を超えないようにする必要する必要がある。課題として、確実な法的


な手続き、複数の非密封RIの使用数量の管理方法、組織内の管理体制及び規則・手順の策定が考え


られる。 


②  汚染管理 


非密封RIは管理区域内に保管するため、管理区域外での使用の都度、管理区域からの下限数量以


下の非密封RIの搬出・搬入がある。また、使用後の固体状の汚染された廃棄物も管理区域内に搬入


して保管する必要がある。課題として、管理区域からの搬出入時に汚染の管理が必要になるととも


に、汚染管理が不十分であると管理区域内の汚染管理に影響を及ぼすおそれがある。 


③  排気・排水に係る考慮 


管理区域外での下限数量以下の非密封RIの使用にあたっては、十分に換気し排気口から排気、器


具等の洗浄水は大量の水とともに排水するのが望ましいとされている。課題として、事業所では一


般排水も管理区域からの漏洩を検知するために測定している場合があり、不十分な処理によって管


理区域からの漏洩と間違われて検知されるおそれがある。 


 


（２）最も重要と考える課題対する複数の解決策 


管理区域からの下限数量以下の非密封RIの搬出入において、汚染管理を着実に行い、管理区域内の


汚染管理に影響を与えないようにすることが最も重要な課題と考える。解決策を以下に示す。 


① 管理区域からの搬出入時の測定で、線源や廃棄物の線量当量率の測定を行うとともにスミヤ法での


汚染確認を確実に行う。 


② 管理区域に微量な汚染を持ち込むリスクを避けるために、可能な限り分取して必要量を管理区域か


ら搬出し、使い切って管理区域に戻さない管理とする。 


③ 管理区域外での使用時の汚染管理を確実に行うとともに、使用した機材は十分に洗浄し、管理区域


に微量な汚染を持ち込むリスクを低くする。 


 


（３）解決策に伴って新たに生じうるリスクとそれへの対策 


① 線量のある下限数量以下の非密封RIの汚染検査において、サーベイメータによる直接測定は適用で


きず、スミヤ法による間接的な測定で行う必要がある。使用の都度の線源の出し入れにより管理


区域境界での測定頻度の増加が考えられる。対策として、管理区域外で使い切ってしまう管理が
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考えられる。 


② 使用において下限数量以下の非密封RIの不足や余る場合が考えられる。余った場合は、排気・排水


や固体状の汚染された廃棄物を増やすことになりかねない。対策として使用量の確実な見積もり


を行う。 


③ 作業時の汚染測定を考慮する必要がある。法的義務はないものの、対策として確実な汚染管理のた


めに汚染測定を行う。 


 


２. 許可・届出のない学校などで行う場合 


（１）多面的な観点からの課題の抽出と分析 


① 使用に係る管理 


許可・届出のない学校などの場合、法的な手続きはないものの、下限数量以下RI管理責任者を選


任して、使用量の管理、保管場所、記録等の管理を行う必要がある。課題として、使用量、保管、


廃棄物等に係る管理方法の策定が必要である。 


②  汚染管理 


使用許可を持つ事業所の場合と異なり、管理経験や汚染管理資機材が十分でない場合が考えられる。


また、学校などの場合、実験自体が教育訓練の目的としている場合もあり、実験等で使用する人の教


育訓練レベルを考慮する必要がある。課題として、汚染測定資機材の整備、安全な実験方法の策定が


必要である。 


④  排気・排水に係る考慮 


下限数量以下の非密封RIの使用にあたっては、十分に換気し排気口から排気、器具等の洗浄水は


大量の水とともに排水するのが望ましいとされている。課題として、排気・排水方法の策定が必要


である。 


 


（２）最も重要と考える課題対する複数の解決策 


許可・届出のない学校などでは教育を目的として下限数量以下の非密封RIを使用する場合が考え


られ、最も重要な課題は、使用経験の浅い使用者に対して汚染発生を防止し、安全を十分に考慮す


ることと考える。解決策として 


① 汚染などの発生が無いよう、失敗しても安全に影響しないように使用量等を十分に考慮した使用や


実験の手順を作成する。 


② 実験等での使用の前に座学や事前説明で十分に実験等の使用の手順や安全確認を教育する。 


③ 下限数量以下RI管理責任者や指導要員の指導の下で使用し、誤った使用を防止する。 


 


（３）解決策に伴って新たに生じうるリスクとそれへの対策 


① 実験等の使用手順は分かり易く、誤解や操作ミスの誘発がないように、実際の使用に沿った検証を


おこなう。 


② 座学や事前説明において、実験等の安全確認やホールドポイントを十分に説明するとともに、実験


等で使用する者の理解度の確認を行っておくことが望ましい。 


③ 実験等で使用する者の人数に応じて複数の指導要員が必要となる。十分な指導要員が確保できるよ


う教育訓練を行っておく。 


 


【参考文献/参考情報】  


[1] 「下限数量以下の非密封RIの使用に関する安全取扱マニュアル」、公益財団法人日本アイソトープ


協会（https://www.jrias.or.jp/report/cat1/308.html） 2019年11月25日アクセス 


 


 


Ⅲ－２ 食品への放射線照射利用（食品照射）について、諸外国では世界保健機関（WHO）などの国際機


関による科学的評価をもとに各国においてもその安全性と栄養学的適格性を再評価し、必要に応


じて規格・基準を整備することによって食品の安全性確保と品質向上に利用してきた。しかし、


我が国では、消費者の理解が不十分であることと事業者のニーズが少ないことを理由に、食品へ


の放射線照射の適用については慎重な姿勢が続いており、グローバルな食品安全基準からの乖離


が問題となっている。このような状況を考慮して、以下の問いに答えよ。 


（1） 食品照射技術の適切な利用を我が国でも実現するために、技術者としての立場で多面的な観点


から課題を抽出し分析せよ。 


（2） （1）で抽出した課題のうちあなたが最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数


の解決策を示せ。。 


（3） （2）で示した解決策に伴って新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。 
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【解答のポイント】 


問題文の中で、「グローバルな食品安全基準からの乖離」の状況までが示されているため、解答にあた


っては、さらに踏み込んで課題を抽出し、提案する必要がある。食品照射の状況を整理し、解説したもの


を以下に示す。 


 


１．食品照射技術の開発経緯と安全性確認の状況について 


 1895年のX線の発見以来、放射線を利用する疾病治療、農業技術（品種改良、食品照射など）、工業


技術等が検討された。 


 農業技術のうち食品照射技術に関し、米国は1943年頃から研究開発に力を注ぎ、1950年頃から原子


炉による照射線源の製造を開始した。1952年、米BNLのA.H.スパローとH.クリステンセンは馬鈴薯


（ジャガイモ）の発芽防止にX線照射が有効であると報告。その後、世界的に食品照射の研究開発が


本格化。 


 照射食品の安全性の検討は、1960年代から国際的に試験・検討された。 


 1961年にFAO（国連食糧農業機関）、IAEA及びWHOが食品照射の安全性等の検討を開始し、1980


年には10kGy以下の照射食品の安全性を勧告 


 1983年にはコーデックス（Codex：国際食品規格委員会）も同様に照射食品の安全性を確認 


 1997年には、FAO・IAEA・WHOの「高線量照射に関する合同研究部会」は10kGyの上限撤廃を勧告 


 


〔世界の食品照射：適用されている食品の種類〕 


香辛料、肉、馬鈴薯、乾燥野菜、果実など 


 


 日本国内では、欧州諸国から少し遅れて検討が進められた。  


 わが国の食品照射研究は1950年代前半より開始。冷凍アサリの殺菌効果、馬鈴薯やタマネギの


発芽防止、各種微生物の放射線感受性試験などの基礎的研究が行われた。 


 研究の進展を受けて原子力委員会は食品照射をナショナルプロジェクトとして原子力特定総合


研究に指定。選ばれた食品類は馬鈴薯、タマネギ、米、小麦、ウインナソーセージ、水産練製


品、ミカンの7品目。研究項目は発芽防止や殺虫・殺菌などの照射効果、照射食品の安全性や栄


養適性を評価する健全性、均一照射や線量測定などの照射技術等。 


 研究により、7品目全ての食品類で安全性に問題がないことを確認。その成果を受けて、馬鈴薯


の「発芽防止」を目的とする照射（吸収線量150Gy、60Coのガンマ線の利用、再照射は禁止）が


許可され、1974 年に北海道士幌町農業協同組合の施設「士幌アイソトープ照射センター」で実


用照射が開始された。 


 


照射食品の毒性・発がん性、食品の放射化、病原性・毒性の増大、食品の栄養素の破壊が詳細に検討


され、いずれにも問題がないことが明らかにされている。 


 


２．食品照射に係る反対運動について 


 1970年頃に旧厚生省（現厚生労働省）は馬鈴薯等の照射を許可する前段階として食品への放射線処


理を原則的に禁止する法令を定めた（法的規制のための処置）。 


 馬鈴薯の食品照射の実用化にあたり、一部の消費者団体による反対運動も激しく起こった。この運


動はマスコミの「放射能ジャガイモ」との誤報も重なって拡大し、その後の食品照射研究低迷の原


因となった。 


 食品照射反対運動の主要な論点は、 


１） 照射馬鈴薯でラジオトキシンが生成するという報告、照射小麦を栄養失調児に与えた場合の


血液中のポリプロイド（染色体異常の一種）増加の報告など（再現性なし） 


２） 原子力特定総合研究における動物試験で特定食品の過剰投与により非照射でも見られた動物


の異常を照射による影響によるものとすること（放射線以外の影響との区別） 


３） 動物試験での個体差程度のデータを拡大解釈する（線量との相関に係ること）、など 
   
２．食品照射に係る社会的認知のための活動状況について 


 行政は、食品業界の要望もなく消費者の理解も得られないようだから食品照射の原則禁止を変


えない 
 消費者は法律で禁止されているのだから危ないのではないかと思う 
 食品業界は、それが誤解であろうがなかろうが選好に敏感にならざるを得ない 
との三すくみ状態を指摘する声もある。 
 
これを打破するためには、信頼関係に基づくコミュニケーションが必須のように思える。 
最近では、「食のコミュニケーション円卓会議」において、主婦目線で選定した食品の照射実験、
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意見交換を行うような取組みもなされている。 
一方、福島第一原子力発電所の事故に係る影響に関し、甲状腺被ばくによる健康影響や低線量被


ばくの影響等を心配されている方も少なくない。 
 


３．解答にあたっての留意事項 
課題の抽出（多面的視点）・分析、重要課題の選定と複数の解決策の提案、リスクへの対応の解


答にあたっては、受験者自らの経験を踏まえながら、例えば、以下のような事項に関する内容を提
案したいところである。 
 公開で施設見学や実験を行うことなどによるコミュニケーションの機会の拡大（円卓会議の拡


大など） 
 客観的に技術的な情報（過去の実験データの整理、検証を含む）を整理して分かりやすく伝え


ること（データの整備と資料整備、情報発信の充実） 
 学校教育への取込みやリテラシー醸成に係ること 
 
なお、一般的にサイエンスコミュニケーション、リスクコミュニケーションにおいては、欠如モ


デル（学技術の専門家や行政官が、一般人の科学技術に対する不安は知識の不足（欠如）のせいで、


科学技術知識を十分に与えさえすれば不安は解消するとする考え方）に陥ると、コミュニケーショ


ン以前に、信頼関係の構築に支障をきたす可能性があるため、留意が必要と思われる。理解活動の


失敗は、福島第一原子力発電所の影響に関する事項など、他の項目に対する理解活動に支障を及ぼ


す可能性もある。アンケート等を通じて、参加者の意識について調査、モニタリングしてことが必


要となろう。 
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5. おわりに 


令和元年度の試験から、選択科目の再編に加え、技術士に求められる資質能力を評価することを考


慮して、出題のされ方が変更された箇所がある。受験される方は、各問題で問われている資質能力が


何であるかをよく理解し、解答する必要を生じている。多くの問題は、現在の原子力・放射線分野の


技術的課題への対応や、それらを説明することが問われているように思える。 


これらの問題は裏返せば、技術士に問題解決への寄与を求めていると捉えることもできる。既に技


術士資格を取得されている方にあっては、十分承知されていることとは思うが、技術士の資質能力の


中に継続研さんがある。技術士の方にあっては、自らの研さんとして、関連する専門知識の体系的整


理や学び直し、修習技術者の指導などに活用していただければと考えている。 


冒頭の必須問題にもあるように人材確保は各分野共通の課題となっているが、単に企業、組織の論


理に埋没する技術者を増やすことではないと思う。原子力・放射線に携わるものとしては、JCO事故、


1F事故の反省を忘れてはならない。忠誠の概念（無批判的忠誠と批判的忠誠の違い）をよく認識し、


公益確保の姿勢を貫いていくことが必要だと考えている。 


 


常に最新の技術を学び、社会と向き合い、高い倫理感（技術者倫理）を以て対応すること、それぞ


れが直面している技術的課題の克服や革新的技術開発、研究を通じて、社会貢献を果たしてほしい。 


本資料が活用され、多くの技術士の輩出と活躍につながることを期待している。 
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